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１ 基礎調査の目的と内容 

 

（１）基礎調査の目的 

  本市は、令和８年度（２０２６年度）から令和１７年度（２０３５年度）の

１０年間を計画期間とする、第６次朝霞市総合計画（以下「第６次総合計画」

という）の策定を進めているところである。 

  本調査は、第６次総合計画の策定にあたり、本市を取り巻く外部環境として

の時代潮流の整理、主要統計指標の都市比較を通じた本市の内部環境の考察、

課題の整理等を実施して、計画策定の基礎資料とすることを目的としている。 

 

（２）基礎調査の内容 

  本調査では、次の内容を実施している。 

 

＜基礎調査の内容＞ 

  

①時代潮流―朝霞市を取り巻く外部環境 

 

・人口減少と高齢化の進行、子ども・子育て支援の充実と教育の新たな展開

等、時代潮流の整理 

 

②主要統計指標の都市比較―統計から見た朝霞市の内部環境 

 

・主要統計指標による本市の人口、産業、行財政等の状況把握と、比較対象

都市との比較分析 

 

③課題の整理～時代潮流と統計指標から～ 

 

・①②を踏まえ、人口増加傾向を可能な限り維持するとともに、いずれ訪れ

る人口減少局面に備える必要がある等の課題を整理 
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２ 時代潮流―朝霞市を取り巻く外部環境 

 

（１）整理の視点 

 ①本市が第６次総合計画策定の背景として特に踏まえるべき潮流 

  ここで言う「時代潮流」は、本市が、第６次総合計画策定の背景として特に

踏まえるべきと考えられる潮流であり、本市における市民生活や自治体運営

に大きな影響を及ぼしうる、国や社会経済全体の動向とした。 

 

 ②１０年間という長期計画策定の背景として踏まえるべき潮流 

  「時代潮流」は、１０年間という長期計画策定の背景として踏まえるべき潮

流であり、短期的・一時的な流行やトレンドではなく、長期的な視点から考慮

すべきと考えられる国や社会経済全体の動向とした。 

 

（２）朝霞市を取り巻く外部環境としての時代潮流 

  上記の視点から、国や社会全般の動向等を時代潮流として次の８項目に整

理した。 

 

 

①人口減少と高齢化の進行 

 

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした社会変革の進展 

 

③子ども・子育て支援の充実と教育の新たな展開 

 

④人生１００年時代の到来とＱＯＬ（生活の質）の重視 

 

⑤社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）と多様性（ダイバーシテ

ィ）の尊重 

 

⑥安全・安心な暮らしに対する意識の高まり 

 

⑦持続可能な社会の構築に向けた取組の進展 

 

⑧ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の進展 
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①人口減少と高齢化の進行 

総務省「国勢調査」によれば、令和２年（２０２０年）における我が国の総

人口は、１億２，６１４万６千人であり、平成２７年（２０１５年）と比較し

て１００万人近い減少となった。国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人

研」という）「日本の将来推計人口（令和５年推計）」によれば、我が国の総人

口は今後も減少傾向で推移し、令和５２年（２０７０年）には８，７００万人

となるものと推計されている。 

また、令和２年（２０２０年）における総人口に占める６５歳以上人口の割

合（高齢化率）は ２８．６％であり、平成２７年（２０１５年）と比較して

２ポイント程度上昇した。社人研によれば、我が国の高齢化率は今後も上昇傾

向で推移し、令和５２年（２０７０年）には３８．７％となるものと推計され

ている。 

このような人口減少と高齢化の進行は、労働力人口等の減少などにつながっ

て経済の停滞を招くだけでなく、社会保障費の増加等により地方自治体など公

共機関の財政ひっ迫を招く。さらには、コミュニティの担い手の減少につなが

って地域社会の機能低下を招くなど、我が国の社会経済のあらゆる側面に多大

な影響を及ぼすものと懸念されている。 

 

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした社会変革の進展 

令和２年（２０２０年）より世界的な感染拡大がみられた新型コロナウイル

ス感染症は、各国の社会経済のみならず、人々の働き方や日常的な行動に至る

まで、大きな影響を及ぼした。 

我が国では、一人ひとりの健康や医療提供体制のひっ迫をはじめ、経済の面

では消費の縮小等が、また、社会の面では人々の孤独・孤立の深刻化などが問

題となった。 

一方、感染症の感染拡大を契機として、テレワーク、オンライン授業、ネッ

トショッピング、キャッシュレス決済など就業、学習、日常的な買い物まで様々

な場面でのオンライン化が進んだことにより、人々の暮らしや働き方の変革が

急速に進展した。 

このような変革を背景として、ヒトやモノ等の流れが大きく変化した。その

結果、人々の居住地選定や企業の立地選定の自由度が増し、都市部から地方へ

の人の移住や企業の移転もみられている。 

 

 

 

 



6 

 

③子ども・子育て支援の充実と教育の新たな展開 

令和４年（２０２２年）の合計特殊出生率は１．２６であり、人口の維持に

必要な水準（人口置換水準）である２．０７を大きく下回る状況が続いている。

厚生労働省「人口動態統計」によれば、令和４年（２０２２年）の出生者数は

７７０，７５９人であり、平成２７年（２０１５年）と比較して２０万人以上

の減少となって、少子化傾向に歯止めが掛からない状況にある。 

国は、令和５年（２０２３年）に「こども家庭庁」を設置し、“こどもまん

なか社会”の実現を掲げ、こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提

供、結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会の実現、少子化の

克服などの政策を強力に推進しようとしている。 

他方、学校教育については、ＧＩＧＡスクール構想が令和元年（２０１９年）

から積極的に推進され、ＩＣＴを活用した指導などが浸透しつつある。 

また、文部科学省「平成２９・３０・３１年改訂学習指導要領」が、令和３

年度（２０２１年度）からは小学校・中学校ともに全面実施となった。新たな

時代に対応できる「生きる力」の育成の重要性、子ども一人ひとりに寄り添っ

た教育の重要性がうたわれ、インクルーシブ教育、ＥＳＤ教育（持続可能な社

会の創り手となることができるようにするための教育）や、外国語教育、プロ

グラミング教育などが展開されている。 

 

④人生１００年時代の到来とＱＯＬ（生活の質）の重視 

厚生労働省「簡易生命表」によれば、令和４年（２０２２年）の我が国の平

均寿命は、男性８１．０５歳、女性８７．０９歳となっている。最近２年は前

年を下回る状況が続いているものの、世界的に見ても依然として長寿であり、

我が国は「人生１００年時代」の実現に近い国の一つとなっている。 

１００年という長い人生をより充実したものにするため、子どもから高齢者

まで全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、

安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な課題となっている。 

他方、厚生労働省によれば、令和元年（２０１９年）の我が国の健康寿命（健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は、男性 

７２．６８歳、女性は７５．３８歳となっている。平均寿命と比較して１０歳

程度の差が見られることから、健康寿命の延伸が課題とされている。 

ＱＯＬ（生活の質）を重視する観点から、特に、長い人生を健やかに過ごす

ための健康づくりや、就労や地域活動への参加など、社会への参画促進に向け

た取組が求められている。 
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⑤社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）と多様性（ダイバーシテ

ィ）の尊重 

社会経済情勢が著しく変化し、人と人との直接的なつながりが希薄になる中、

自殺、子どもや高齢者に対する虐待等、社会的な孤独・孤立を一因とする問題

が深刻化している。 

また、ＳＮＳを通じた人権侵害等の新たな人権問題の顕在化、障害のある人、

性的少数者、外国人等に対する根強い差別の存在、政治参画・経済参画の分野

で格差が著しいジェンダーギャップ指数（男性に対する女性の割合）など、我

が国には未だ様々な差別・偏見が存在している。 

このような社会的な孤立や、差別・偏見は、それ自体が社会問題であるだけ

でなく、多様な人々の活躍を妨げ、社会の活性化を阻害する要因にもなってお

り、解消に向けた継続的な取組が求められている。 

このような社会的背景や、平成２７年（２０１５年）に国連が提唱した 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念を踏まえ、我が国でも社会的包摂（ソ

ーシャル・インクルージョン）や多様性（ダイバーシティ）の尊重という考え

方が広がりつつある。誰もがその人らしく活躍できる社会の実現に向け、国や

地方自治体だけなく、事業者、地域社会、国民一人ひとりに至るまで、様々な

場面における取組が求められている。 

 

⑥安全・安心な暮らしに対する意識の高まり 

国は、平成２６年（２０１４年）に「国土強靱化基本計画」を閣議決定した。

この計画では、強さとしなやかさを備えた国土・地域・経済社会の構築を推進

するとともに、地方自治体においても「国土強靱化地域計画」を定め、取組を

進めるよう求めている。 

我が国は、近年でも地震災害、風水害といった自然災害に見舞われ、安全・

安心な暮らしに対する人々の意識も高まっている。人口の大都市部への集中や、

高齢化が進む中、防災・減災のための体制整備やインフラ整備、自助・共助の

取組の進展など、災害に強いまちづくりが改めて求められている。 

他方、我が国では刑法犯認知件数、交通事故発生件数とも減少傾向にあるが、

近年ではインターネットを利用したサイバー犯罪や特殊詐欺等が増加してお

り、危険運転致死傷の事件数も高い水準となっている。子どもや高齢者が被害

者となる痛ましい事件・事故が引き続き発生しており、安全・安心なまちづく

りへの関心が高まっている。このようなことから、警察等関係機関と地域との

連携のもと、人々の防犯意識等をさらに高めながら、子どもから高齢者まで誰

もが安全・安心に暮らせる環境をつくることが求められている。 
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⑦持続可能な社会の構築に向けた取組の進展 

地球規模での大規模な気候変動は、自然災害の激甚化、人々の生活環境の悪

化、生物多様性の喪失などを世界各地で引き起こしている。令和５年 

（２０２３年）に開催されたＣＯＰ２８（国連気候変動枠組条約第２８回締約

国会議）では、目標達成に向けた取組の進捗状況が議論されるなど、持続可能

な社会の構築に向けた気候変動対策が世界的に推進されている。 

他方、国連は、平成２７年（２０１５年）にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

を採択し、２０３０年までに、“誰一人取り残さない”持続可能なより良い世

界を目指す決意を示している。このＳＤＧｓは、１７のゴールと１６９のター

ゲットから構成され、保健、教育、エネルギー、産業、自然環境、パートナー

シップなど幅広い分野にわたってあらゆる主体が取り組むものとされ、国・地

方自治体、事業者、国民一人ひとりといった様々な主体による推進が期待され

ている。 

このような国際的な潮流のもと、我が国でも、令和２年（２０２０年）のカ

ーボンニュートラル宣言や、クリーンエネルギーへの転換等を目指したＧＸ

（グリーン・トランスフォーメーション）の推進などを通じ、気候変動対策へ

の注力を進めている。 

 

⑧ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の進展 

インターネットをはじめとしたＩＣＴの著しい発展により、社会経済システ

ム全体から人々の日常生活全般に至るまで、大きな変革が生じている。 

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）とは、「ＩＣＴの浸透が人々

の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」とされており、世界各

国において国をあげた取組が推進されている。 

このような潮流の中、国は、令和３年（２０２１年）９月にデジタル庁を設

置し、マイナンバーカードの利用促進と利便性の向上、スマートフォン用電子

証明書搭載サービスの推進、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化、

オンライン診療の促進等を通じ、誰一人取り残されない人に優しいデジタル化

を目指している。 

加えて、国は、ＩＣＴを活用して地方を活性化することを目的として、令和

３年（２０２１年）に「デジタル田園都市国家構想」を掲げ、次いで令和４年

（２０２２年）には「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を示した。デジタ

ル基盤の整備やデジタル人材の育成・確保、誰一人取り残されないための取組

の推進等を通じ、デジタルの力による社会課題の解決と地方の魅力の向上を図

るものとしている。 
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３ 主要統計指標の都市比較―統計から見た朝霞市の内部環境 

 

【整理の視点等】 

（１）整理の視点 

 ①主要統計指標の把握 

  本市が第６次総合計画策定において考慮すべきと考えられる市の内部環境

を整理するため、ここでは、人口、産業、就労、所得・住宅・生活環境や健康・

医療、安全安心等に関する主要統計指標の数値を把握した。 

 

 ②都市比較を通じた本市の特性の把握 

  本市の特性を把握するため、（２）に掲げるように、ここでは人口移動や地

域活性化等に関して競合・協力関係にあると見られる都市（隣接都市および東

武東上線沿線都市の１０市）との偏差値比較を行った。 

 

（２）比較対象都市と調査項目 

  （１）②において言及した比較対象都市は、次のとおりである。ただし、さ

いたま市は、隣接都市であるが政令指定都市であり人口規模が極めて大きい

ことから、比較対象として適切でないと考え除外した。そのうえで、参考とし

て埼玉県の数値を付した。 

  調査した分野や統計指標等は、次ページに示すとおりである。 

 

＜比較対象都市＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口※ 選定理由等

朝霞市 144,062 本市

川越市 353,183 東武東上線沿線都市

東松山市 90,651 東武東上線沿線都市

戸田市 141,887 隣接都市

志木市 76,416 隣接都市、東武東上線沿線都市

和光市 83,962 隣接都市、東武東上線沿線都市

新座市 165,730 隣接都市、東武東上線沿線都市

富士見市 112,839 東武東上線沿線都市

坂戸市 99,763 東武東上線沿線都市

鶴ヶ島市 70,190 東武東上線沿線都市

ふじみ野市 114,156 東武東上線沿線都市

※人口は令和５年（2023年）１月１日現在
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＜調査項目一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 統計指標 出典

1 人口増減率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

2 自然増減率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

3 社会増減率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

4 世帯増減率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

5 25～39歳有配偶率（男性） 総務省「国勢調査」2020年

6 25～39歳有配偶率（女性） 総務省「国勢調査」2020年

7 合計特殊出生率 埼玉県「埼玉県の合計特殊出生率」2022年

1 年少人口比率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

2 生産年齢人口比率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

3 老年人口比率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

4 後期高齢者比率 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

5 平均年齢 総務省「国勢調査」2020年

6 1世帯あたり人員 総務省「国勢調査」2020年

7 外国人人口比 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」2023年

1 1次産業就業人口比率 総務省「国勢調査」2020年

2 2次産業就業人口比率 総務省「国勢調査」2020年

3 3次産業就業人口比率 総務省「国勢調査」2020年

4 従業者1人あたり製造品出荷額等 経済産業省「工業統計調査」2020年

5 従業者1人あたり製造品粗付加価値額 経済産業省「工業統計調査」2020年

6 小売業従業者１人あたり年間商品販売額 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」2021年

7 小売業売り場面積あたり年間商品販売額 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」2021年

1 労働力率 総務省「国勢調査」2020年

2 30～49歳女性労働力率 総務省「国勢調査」2020年

3 高齢者労働力率 総務省「国勢調査」2020年

4 15～29歳完全失業率 総務省「国勢調査」2020年

5 昼夜間人口比率 総務省「国勢調査」2020年

6 通勤時間（持家世帯） 総務省「住宅土地統計」2018年

7 自市内従業割合 総務省「国勢調査」2020年

1 納税義務者1人あたり所得 総務省「市町村税課税状況等の調」2022年

2 1m2あたり住宅地平均地価 国土交通省「都道府県地価調査」2022年

3 持家世帯比率 総務省「国勢調査」2020年

4 1住宅あたり延べ床面積 総務省「住宅土地統計」2018年

5 空き家率 総務省「住宅土地統計」2018年

6 汚水処理人口普及率 国土交通省・農林水産省・環境省調　2021年度

7 1人あたり都市公園面積 国土交通省「都市公園整備水準調書」2021年度

1 1万人あたり病床数 厚生労働省「医療施設調査」2021年

2 1万人あたり医師数 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」2020年

3 65歳平均自立期間（男性） 埼玉県「埼玉県の健康寿命」2021年 

4 65歳平均自立期間（女性） 埼玉県「埼玉県の健康寿命」2021年 

5 要介護 （要支援） 認定率 埼玉県「統計からみた埼玉県市町村のすがた2023」より2020年度

6 千人あたり刑法犯認知件数 埼玉県警算出　2021年

7 千人あたり交通事故件数 交通事故総合分析センター算出　2021年

1 1人あたり地方税収額 総務省「市町村別決算状況調」2021年度

2 経常収支比率 総務省「市町村別決算状況調」2021年度

3 実質公債費比率 総務省「市町村別決算状況調」2021年度

4 将来負担比率 総務省「市町村別決算状況調」2021年度

5 財政力指数 総務省「市町村別決算状況調」2021年度

6 自主財源比率 総務省「市町村別決算状況調」2021年度
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＜統計用語解説＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 統計指標 出典

1 人口増減率
住民基本台帳人口（総数）の対前年増減率。ここでは、2023年１月１日時

点人口の2022年１月１日時点人口に対する増減を表す。

2 自然増減率
住民基本台帳人口（総数）に対する過去１年間の自然増減数（出生者数ー

死亡者数）の割合。

3 社会増減率
住民基本台帳人口（総数）に対する過去１年間の社会増減数（転入者数ー

転出者数）の割合。

4 世帯増減率
世帯数（総数）の対前年増減率。ここでは、2023年１月１日時点世帯数の

2022年１月１日時点世帯数に対する増減を表す。

5 25～39歳有配偶率（男性）
母集団（ここでは25～39歳男性）に占める配偶関係「有配偶」の者の割

合。

6 25～39歳有配偶率（女性）
母集団（ここでは25～39歳女性）に占める配偶関係「有配偶」の者の割

合。

7 合計特殊出生率
15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生

の間に生む子どもの数に相当する。

1 年少人口比率 住民基本台帳人口（総数）に占める年少人口（０～14歳）の割合。

2 生産年齢人口比率 住民基本台帳人口（総数）に占める生産年齢人口（15～64歳）の割合。

3 老年人口比率 住民基本台帳人口（総数）に占める老年人口（65歳以上）の割合。

4 後期高齢者比率 住民基本台帳人口（総数）に占める後期高齢者（75歳以上）人口の割合。

5 平均年齢
常住する者の年齢（各歳）に各歳別人口を乗じ、これを各歳別人口の合計

で除したものに、満年齢で把握しているため0.5歳を加えて調整した値。

6 1世帯あたり人員 住民基本台帳人口（総数）を世帯数（総数）で除した値。

7 外国人人口比 住民基本台帳人口（総数）に占める住民基本台帳人口（外国人）の割合。

1 1次産業就業人口比率
当地に常住する就業者（総数）に占める第１次産業（農業、林業、漁業）

に就業する者の割合。

2 2次産業就業人口比率
当地に常住する就業者（総数）に占める第２次産業（製造業、建設業、

等）に就業する者の割合。

3 3次産業就業人口比率
当地に常住する就業者（総数）に占める第３次産業（情報通信業、卸売

業・小売業、教育・学習支援、医療・福祉等）に就業する者の割合。

4 従業者1人あたり製造品出荷額等
当地の製造業事業所における、１年間の製造品出荷額や加工賃収入額等

を、従業者数で除した値。

5 従業者1人あたり製造品粗付加価値額
当地の製造業事業所における、１年間の製造品粗付加価値額を、従業者数

で除した値。

6 小売業従業者１人あたり年間商品販売額
当地の小売業事業所における、１年間の商品販売額（有体商品であり不動

産や有価証券を含まない）を、従業者数で除した値。

7 小売業売り場面積あたり年間商品販売額
当地の小売業事業所における、１年間の商品販売額を、売り場面積（倉庫

等を除く）で除した値。
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番号 統計指標 出典

1 労働力率
15歳以上人口に占める労働力人口（働く意思がある人の数であり、就業者

と完全失業者の合計）の割合。

2 30～49歳女性労働力率 母集団（ここでは30～49歳女性）に占める労働力人口の割合。

3 高齢者労働力率 母集団（ここでは65歳以上の男女）に占める労働力人口の割合。

4 15～29歳完全失業率 母集団（ここでは15～29歳の男女）に占める完全失業者の割合。

5 昼夜間人口比率
夜間人口（常住する者の数）に対する、昼間人口（夜間人口から他地域へ

の通勤者等を除き、他地域からの通勤者等を加えた人口）の比。

6 通勤時間（持家世帯）
家計の主たる収入を得ている人の、徒歩やバス・鉄道など普段利用してい

る交通機関による、自宅から勤務先までの通常の片道所要時間。

7 自市内従業割合
当地に常住する就業者（総数）に占める、当地にて従業（自市内で従業）

する者の割合。

1 納税義務者1人あたり所得
住民税所得割の課税対象となった年間所得金額を、納税義務者数で除した

値。

2 1m2あたり住宅地平均地価 住宅地について、基準地の地価を単純平均した地価。

3 持家世帯比率 住宅に住む一般世帯に対する、持家に住む世帯の割合。

4 1住宅あたり延べ床面積 住宅の延床面積を、住宅数で除した値。

5 空き家率
住宅数に対する、空き家の割合。ここで空き家とは、人が居住していない

住宅を指し、別荘などの二次的住宅、賃貸住宅の空室などを含む。

6 汚水処理人口普及率
常住人口に対する、公共下水道・集落排水・コミュニティプラント・合併

浄化槽等の生活排水処理施設を利用できる人口の割合。

7 1人あたり都市公園面積
都市計画区域内に設置された都市公園の面積を、都市計画区域内人口で除

した値。

1 1万人あたり病床数
病院・一般診療所における病床数（ベッド数）の合計を、常住人口で除し

た値。

2 1万人あたり医師数 病院・一般診療所における医師数の合計を、常住人口で除した値。

3 65歳平均自立期間（男性）

4 65歳平均自立期間（女性）

5 要介護 （要支援） 認定率
65歳以上の者（第１号被保険者）の数に占める、要介護（要支援）認定者

数の割合。

6 千人あたり刑法犯認知件数
警察において認知した犯罪（刑法犯）発生件数の合計を、常住人口で除し

た値。

7 千人あたり交通事故件数
交通事故の発生件数の合計を、常住人口で除した値。ここでは、人身事故

のみを扱い物損事故は含んでいない。

1 1人あたり地方税収額
地方税（個人市民税・法人市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税な

ど）の総額を、常住人口で除した値。

2 経常収支比率
一般財源（地方税・地方交付税交付金など）に占める経常費用（人件費・

扶助費・公債費など）の割合。

3 実質公債費比率
標準財政規模（標準的な状況のもとで通常収入が見込まれる、経常的一般

財源の規模）に占める、地方債の返済額の割合。

4 将来負担比率
標準財政規模に占める、地方債など現在抱えている負債の割合。地方公社

や出資法人（第三セクターなど）に係る負債も含む。

5 財政力指数
基準財政収入額（標準的な税収入の一定割合により算定した額）を基準財

政需要額（標準的な行政を実施する際に必要な一般財源額）で除した値。

6 自主財源比率
歳入総額に占める自主財源（市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、

財産収入、寄附金など）の割合。

埼玉県では、『65歳に達した県民が、健 康で自立した生活を送る期間、具

体的には「要介護２」 以上になるまでの期間』を健康寿命と定めている。
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【分野ごとの調査結果】 

（１）人口（その１：人口動態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 比較対象都市の多くが自然減（出生者数が死亡者数を下回る）にある

中、本市は自然増（出生者数が死亡者数を上回る）を保っている。 

 ２５～３９歳の有配偶率が比較的高く、合計特殊出生率は人口置換水

準２．０７とは乖離があるものの比較対象都市水準を上回っている。 

 他方、本市は社会増（転入者数が転出者数を上回る）の状況にはある

ものの、その水準は比較対象都市よりやや低くなっている。 

人口増減率 自然増減率 社会増減率 世帯増減率
25～39歳有配

偶率（男性）

25～39歳有配

偶率（女性）

合計特殊

出生率

％ ％ ％ ％ ％ ％

朝霞市 0.33 0.01 0.32 1.03 48.03 58.90 1.25

（偏差値） 60.7 66.6 44.3 43.8 62.8 66.1 97.5

川越市 ▲ 0.01 ▲ 0.51 0.49 1.12 43.91 55.60 1.10

東松山市 0.29 ▲ 0.61 0.90 1.87 41.94 54.60 1.05

戸田市 0.40 0.00 0.40 1.23 47.98 58.73 1.06

志木市 ▲ 0.23 ▲ 0.33 0.10 0.66 48.03 58.20 1.15

和光市 0.26 0.11 0.15 1.17 47.42 56.01 1.08

新座市 ▲ 0.23 ▲ 0.50 0.28 1.06 43.55 56.37 1.03

富士見市 0.37 ▲ 0.37 0.74 1.40 45.39 52.68 1.06

坂戸市 ▲ 0.23 ▲ 0.62 0.39 1.30 45.78 53.80 0.99

鶴ヶ島市 0.17 ▲ 0.54 0.71 1.81 39.88 52.48 1.04

ふじみ野市 ▲ 0.11 ▲ 0.57 0.46 0.90 41.39 57.32 1.04

（比較都市平均） 0.07 ▲ 0.39 0.46 1.25 44.53 55.58 1.06

埼玉県 ▲ 0.07 ▲ 0.50 0.44 1.12 43.56 55.03 1.17
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人口増減率

自然増減率

社会増減率

世帯増減率
25～39歳有配偶率

（男性）

25～39歳有配偶率

（女性）

合計特殊

出生率
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（２）人口（その２：人口構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値が小さい方が好ましいと考えられる指標については、１００－偏差値の値を表示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年少人口比率・生産年齢人口比率とも比較対象都市平均を上回り、平

均年齢も低いことから、「人口構造が若い都市の一つ」といえる。 

 老年人口比率（高齢化率）、後期高齢者比率とも戸田市・和光市に次い

で低く、現状では、この２市と同様に高齢化は顕著でない。 

 １世帯あたり人員は比較対象都市平均を下回り、単身世帯が相対的に

やや多い。なお、外国人人口比は比較対象都市と同等の水準にある。 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
年少人口比率

生産年齢

人口比率

老年人口比率

後期高齢者

比率
※平均年齢

1世帯あたり

人員

外国人人口比

年少人口比率
生産年齢

人口比率
老年人口比率

後期高齢者

比率
※平均年齢

1世帯あたり

人員
外国人人口比

％ ％ ％ ％ 歳 人 ％

朝霞市 13.33 67.15 19.53 10.52 43.2 2.10 2.93

（偏差値） 62.7 62.4 37.2 37.1 62.0 46.5 49.2

川越市 11.81 61.17 27.02 14.75 47.6 2.15 2.67

東松山市 11.50 58.73 29.77 14.80 47.5 2.18 3.31

戸田市 13.94 69.41 16.65 8.72 41.6 2.09 5.36

志木市 12.78 62.46 24.75 13.63 45.6 2.14 2.67

和光市 12.99 68.93 18.08 9.37 41.9 1.97 2.88

新座市 12.36 61.89 25.75 14.47 46.3 2.15 2.41

富士見市 12.16 63.69 24.15 13.64 45.6 2.09 2.56

坂戸市 10.95 58.95 30.10 16.10 47.6 2.13 3.08

鶴ヶ島市 10.67 60.11 29.23 15.00 47.4 2.16 2.49

ふじみ野市 12.33 62.18 25.49 14.78 46.4 2.14 2.58

（比較都市平均） 12.15 62.75 25.10 13.53 45.8 2.12 3.00

埼玉県 11.66 61.55 26.80 14.29 46.9 2.15 2.82
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■ 人口に関する補足資料 

１．５年間の人口増減率の比較（国勢調査人口ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本市の総人口・世帯数の推移（人口推計より再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「国勢調査」
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２０１０―２０１５年では戸田市に次ぐ増加率を示していた。

２０１５―２０２０年では増加率が減少しているものの、引き

続き高い水準の増加を維持している。 

本市の総人口は、２０２３年（令和５年）には１４４，０６２人に達し

ているが、２０２１年（令和３年）以降は増加の傾向が鈍化している。 

資料：埼玉県「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」（各年１月１日時点）
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３．高齢化率の比較（国勢調査人口ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．本市・国・県の合計特殊出生率の推移（人口推計より再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は戸田市・和光市と同様に高齢化率が低い自治体であり、高齢化の

進行も緩やかである。 

資料：埼玉県「埼玉県の合計特殊出生率」
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２０１５年（平成２７年）をピークとして低下傾向にある点は国・県も概ね同様で

あるが、低下の幅は本市が最も大きく、今後の少子化が懸念される。 

出典：総務省「国勢調査」
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５．本市人口の自然動態の推移（人口推計より再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．本市人口の社会動態の推移（人口推計より再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（各年１月１日時点）
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資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（各年１月１日時点）
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本市は自然増を維持しているが、近年では出生者数と死亡者数が均衡しつつあり、

出生者数が死亡者数を下回る「人口の自然減」の局面に突入しようとしている。 

本市は比較的高い水準の社会増を維持してきたが、近年では転入者数と転出者数が

均衡しつつあり、転入者数が転出者数を下回る「人口の社会減」への突入も懸念さ

れる。 
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（３）産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市の産業３区分別の就業人口比をみると、３次産業に就業している

者の割合が相対的に高いことがわかる。 

 製造業をみると、従業者１人あたりの粗付加価値額は高いものの、出

荷額としては比較対象都市を下回る水準である。 

 小売業を見ると、従業者１人あたりの販売額は比較対象都市の水準を

下回るものの、売り場面積あたりの販売額は高い水準にある。 

1次産業就業

人口比率

2次産業就業

人口比率

3次産業就業

人口比率

従業者1人

あたり製造品

出荷額等

従業者1人

あたり製造品

粗付加価値額

小売業従業者

１人あたり年

間商品販売額

小売業売り場

面積あたり年

間商品販売額

％ ％ ％ 億円 億円 億円 億円/100m2

朝霞市 0.6 17.9 78.1 0.19 0.44 0.17 1.10

（偏差値） 41.3 39.5 61.3 39.2 56.0 38.5 58.1

川越市 1.7 22.3 72.8 0.42 0.34 0.20 0.95

東松山市 1.5 26.6 68.4 0.30 0.45 0.20 0.68

戸田市 0.1 20.1 76.2 0.22 0.12 0.21 1.15

志木市 0.5 19.1 77.5 0.21 0.42 0.17 0.78

和光市 0.7 14.8 80.7 0.25 0.33 0.24 1.43

新座市 1.0 20.3 75.0 0.19 0.51 0.19 0.83

富士見市 1.3 19.6 75.3 0.26 0.44 0.16 1.02

坂戸市 1.2 25.8 70.9 0.24 0.41 0.18 0.77

鶴ヶ島市 1.0 23.5 72.5 0.20 0.46 0.22 0.93

ふじみ野市 0.9 21.2 74.4 0.26 0.14 0.18 0.69

（比較都市平均） 1.0 21.3 74.4 0.25 0.36 0.20 0.92

埼玉県 1.5 22.2 73.0 0.34 0.13 0.20 0.94
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（４）就労 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値が小さい方が好ましいと考えられる指標については、１００－偏差値の値を表示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労働力率は高い水準にあるが、子育て期にあたる３０～４９歳女性の

労働力率は比較対象都市と同水準であり、特段の特徴は見られない。 

 若年層（ここでは１５～２９歳）の完全失業率は比較対象都市の水準

を下回っているものの、県の水準より高い。 

 昼夜間人口比率、自市内従業割合（本市に常住する就業者が本市内で

従業している割合）は低く、ベッドタウンの性格が強い。 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
労働力率

30～49歳

女性労働力率

高齢者

労働力率

※15～29歳

完全失業率

昼夜間

人口比率

※通勤時間

（持家世帯）

自市内

従業割合

労働力率
30～49歳

女性労働力率

高齢者

労働力率

※15～29歳

完全失業率

昼夜間

人口比率

※通勤時間

（持家世帯）

自市内

従業割合

％ ％ ％ ％ ％ 分 ％

朝霞市 69.0 77.6 30.3 4.9 82.9 56.6 35.2

（偏差値） 62.5 51.3 58.2 57.1 43.5 39.9 44.4

川越市 62.2 76.5 27.5 5.7 96.8 44.4 51.8

東松山市 60.6 78.2 27.2 6.0 102.6 32.6 49.2

戸田市 70.9 78.2 32.8 4.8 91.7 51.3 40.3

志木市 62.5 76.4 25.1 6.0 79.5 57.0 32.3

和光市 71.5 78.6 31.5 3.8 86.3 54.3 33.3

新座市 64.5 76.7 30.3 5.8 88.0 52.6 37.6

富士見市 65.3 76.6 29.4 5.0 75.4 55.7 32.2

坂戸市 58.4 77.5 24.7 8.0 92.4 39.5 41.6

鶴ヶ島市 61.1 79.7 27.5 6.5 84.2 43.7 33.9

ふじみ野市 62.2 76.2 25.9 5.2 82.6 56.1 36.8

（比較都市平均） 63.9 77.5 28.2 5.7 87.9 48.7 38.9

埼玉県 62.9 77.5 27.5 3.5 89.6 46.9 58.7
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■ 産業・就労に関する補足資料 

１．本市の市町村内総生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．就業者数・自市内従業割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県「市町村民経済計算」
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本市の市内総生産額は、２０１６―２０１８年は比較都市平均を下

回っていたが、近年ではこれを上回る水準である。自然災害等の影

響を受けたと考えられる年度を除けば、概ね増加傾向にある。 

本市の就業者数は川越市・新座市に次いで多いが、自市内従業割合は志木市等

と同様に低い水準にあり、働く場としての拠点性に乏しいことがわかる。 

出典：総務省「国勢調査」（令和２年）
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（５）所得・住宅・生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値が小さい方が好ましいと考えられる指標については、１００－偏差値の値を表示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 納税義務者１人あたり所得は和光市に次ぎ、相対的に見て高い所得水

準にある市民が多いと思われる。 

 持家世帯比率、住宅面積は比較対象都市の水準を下回っており、住宅

は比較的狭小である。また、空き家率は相対的に低い水準である。 

 汚水処理人口普及率は相対的に高い水準にあるが、１人あたり都市公

園面積は比較対象都市の水準を下回っている。 

納税義務者

1人あたり所得

1m
2
あたり住

宅地平均地価
持家世帯比率

1住宅あたり

延べ床面積
※空き家率

汚水処理人口

普及率

1人あたり

都市公園面積

千円 万円 ％ ㎡ ％ ％ ㎡

朝霞市 3,927 22.8 56.0 68.9 9.3 98.6 2.2

（偏差値） 62.3 59.2 43.0 38.5 55.8 55.4 42.3

川越市 3,537 13.3 69.0 87.3 9.2 96.4 4.7

東松山市 3,256 6.3 68.5 97.4 13.2 98.1 23.4

戸田市 3,855 27.1 47.2 66.9 8.4 99.0 9.9

志木市 3,899 21.3 65.4 76.7 9.2 99.6 4.3

和光市 4,033 23.4 47.4 65.5 8.9 99.1 5.2

新座市 3,569 19.1 66.0 79.6 8.3 98.4 1.8

富士見市 3,659 19.9 57.4 73.0 9.8 99.6 4.2

坂戸市 3,269 6.7 63.3 85.1 12.3 91.7 4.5

鶴ヶ島市 3,463 8.5 65.4 86.2 11.6 94.6 7.8

ふじみ野市 3,713 18.3 63.5 78.1 12.2 96.5 2.2

（比較都市平均） 3,625 16.4 61.3 79.6 10.3 97.3 6.8

埼玉県 3,595 11.6 65.9 87.2 10.2 93.6 7.2
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■ 所得・住宅・生活環境に関する補足資料 

１．市民一人当たり市町村民所得額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県「市町村民経済計算」
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年度

（千円） 朝霞市 比較都市平均

市民一人当たり市町村民所得額は、比較都市平均を常に上回って推移してお

り、市民一人あたりで見ても、比較的高水準の所得を得ていることがわかる。

しかしながら、市内総生産額の傾向とは異なり、２０１８（平成３０）年度か

ら減少傾向にある。 
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（６）健康・医療、安全安心等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値が小さい方が好ましいと考えられる指標については、１００－偏差値の値を表示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １万人あたり病床数、医師数とも比較対象都市の水準を下回り、医療

提供基盤がやや弱い。 

 他方、６５歳平均自立期間（健康寿命）は男女とも相対的に高い水準

にあり、健康で自立した生活が可能な市民が多い。 

 千人あたり刑法犯認知件数、交通事故発生件数とも比較対象都市の水

準を下回っており、相対的に安全で安心できる環境と言える。 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

1万人あたり

病床数

1万人あたり

医師数

65歳平均自立

期間（男性）

65歳平均自立

期間（女性）

※要介護 （要支援）

認定率

※千人あたり

刑法犯認知件数

※千人あたり

交通事故件数

1万人あたり

病床数

1万人あたり

医師数

65歳平均自立

期間（男性）

65歳平均自立

期間（女性）

※要介護 （要

支援）

※千人あたり

刑法犯認知件数

※千人あたり

交通事故件数

床 人 年 年 ％ 件 件

朝霞市 51.9 14.8 18.2 21.0 16.8 4.2 1.9

（偏差値） 42.6 48.1 54.5 53.4 39.2 65.4 56.1

川越市 125.9 26.8 18.0 20.7 16.2 5.1 3.0

東松山市 127.1 17.3 18.2 20.9 14.9 6.1 2.4

戸田市 110.7 19.7 17.2 20.3 16.0 6.1 1.9

志木市 26.4 7.1 18.4 21.5 16.1 4.0 1.8

和光市 157.9 34.1 18.6 21.5 11.4 4.1 2.5

新座市 64.1 11.9 18.0 21.0 16.3 5.2 1.7

富士見市 65.6 15.1 17.9 20.4 16.5 5.4 1.7

坂戸市 46.8 9.6 18.0 20.7 13.8 5.8 2.3

鶴ヶ島市 51.0 11.4 18.0 21.1 12.9 5.4 3.2

ふじみ野市 52.6 10.5 17.7 20.9 16.0 5.7 1.7

（比較都市平均） 82.8 16.4 18.0 20.9 15.0 5.3 2.2

埼玉県 88.4 18.4 18.5 21.3 15.8 5.4 2.2
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■ 健康・医療、安全安心等に関する補足資料 

１．本市の自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：朝霞市「自治会・連合会加入率推移」（平成25年～27年は４月1日時点、平成28年以降1月1日時点）

比較都市平均は各市公表資料から算出。調査日が各市で異なる等するため参考値である。
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（％） 朝霞市 比較都市平均

本市の自治会加入率は直近の１０か年で一貫して低下傾向にあり、２０２２

（令和４）年には３８．５％となっている。調査日等が異なるため参考ではあ

るが、比較都市平均は５０％台後半となっており、大きな乖離がある。なお、

比較都市中最も高い水準であるのは川越市（７０％台）であり、最も低い水準

であるのは近隣の和光市（本市と同水準）となっている。 
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（７）行財政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値が小さい方が好ましいと考えられる指標については、１００－偏差値の値を表示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １人あたり地方税収額、財政力指数、自主財源比率はいずれも高い水

準にあり、比較的良好な財政状況にある。 

 他方、経常収支比率は川越市に次いで高い水準にあり、財政の硬直化

が見られている。 

 実質公債費比率は比較対象都市平均を下回る。また、将来負担比率は

比較対象都市と同程度となっている。 

1人あたり

地方税収額

※経常収支

比率

※実質公債費

比率

※将来負担

比率
財政力指数 自主財源比率

万円 ％ ％ ％ ％

朝霞市 16.1 92.6 4.9 17.0 0.98 53.2

（偏差値） 52.0 36.9 48.5 50.5 55.8 56.3

川越市 16.1 95.2 6.2 62.2 0.95 50.6

東松山市 14.7 88.4 3.2 18.6 0.85 46.8

戸田市 20.5 90.7 8.1 26.2 1.21 61.5

志木市 14.6 90.8 1.4 0.0 0.84 43.9

和光市 19.0 89.2 4.0 37.5 1.05 58.5

新座市 15.1 88.1 5.1 25.3 0.90 50.1

富士見市 13.9 87.3 2.5 0.0 0.82 43.8

坂戸市 13.9 85.8 6.8 9.8 0.81 46.0

鶴ヶ島市 14.3 89.4 6.5 0.0 0.85 49.3

ふじみ野市 14.5 89.8 1.8 0.0 0.79 45.1

（比較都市平均） 15.7 89.5 4.6 18.0 0.91 49.6

埼玉県 13.4 90.1 10.7 157.9 0.74 45.1
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■ 行財政に関する補足資料 

１．本市の一般会計歳入構造の推移（決算）内訳の単位は％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の２０２２（令和４）年度一般会計決算による歳入は、５３８億円となっ

ており、２０１７（平成２９）年度から約１２３億円（２９．６％）増加して

いる。内訳では市税が最多を占めているが、その割合は５０％台から４０％台

へと低下し、替わって国庫支出金が占める割合が増大している。 

資料：朝霞市「令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計歳入歳出決算書」
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２．本市の一般会計歳出構造の推移（決算）内訳の単位は％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の２０２２（令和４）年度一般会計決算による歳出は、５１０億円となっ

ており、２０１７（平成２９）年度から約１０６億円（２６．２％）増加して

いる。人件費・扶助費・公債費といった義務的経費合計の割合は、人件費・公

債費が占める比率の低下に伴い、５６．５％から５２．８％へと減少してい

る。 

資料：朝霞市「令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計歳入歳出決算書」
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３．本市の主要財政指標の推移 

（１）1人あたり地方税収額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経常収支比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省「市町村別決算状況調」
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（万円） 朝霞市 比較都市平均

本市の 1人あたり地方税収額は、比較都市平均を常に上回る水準で

推移している。緩やかな増加傾向にあって、２０２１（令和３）年

度には１６．２万円となっている。 

本市の経常収支比率は、比較都市平均を常に上回る水準で推移している。 

２０２１（令和３）年度には低下したものの、依然、９０％を超えており、財

政の硬直化がみられる。 
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（３）実質公債費比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）将来負担比率の推移 
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本市の実質公債費比率は、比較都市平均を常に上回る水準で推移し

ている。緩やかな増加傾向にあって、２０２１（令和３）年度には

４．９％となっている。 

本市の将来負担比率は、比較都市平均と同様に低下傾向にある。 

２０１８（平成３０）年度からの３か年は比較都市平均を上回っていたもの

の、２０２１（令和３）年度にはこれを下回る１７．０％となっている。 
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（５）財政力指数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）自主財源比率の推移（普通会計分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＊普通会計・・・地方公共団体における地方公営事業会計以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち 

地方公営事業会計に係るもの以外のものの純計額 

 

 

 

本市の財政力指数は比較都市平均を常に上回り、ほぼ１．０という

高い水準で推移している。２０２１（令和３）年度には０．９８と

なっており、比較都市平均を０．０７ポイント上回っている。 

本市の自主財源比率は、新型コロナウイルス感染症対策としての国補助金等の

影響によって一時的に低下しているが、常に比較都市平均を上回って推移して

いる。 
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４．本市財政に係る詳細データ 

（１）歳入・歳出全般 

①歳入・歳出の推移 

 

 

 

 

②実質単年度収支の推移 

 

 

 

歳入・歳出とも、新型コロナウイルス感染症対策の影響によって一時的に増加

した２０２０年度（令和２年度）を除き、年々増加傾向にある。２０２１年度

（令和３年度）には、歳入・歳出とも５００億円超に達している。 

 

本市の単年度収支は、２０１４年度（平成２６年度）及び２０１９年度（令和

元年度）を除き、概ねプラスで推移している。２０２２年度（令和４年度）に

は、１０百万円となっている。 
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③歳入の推移、市税収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の影響等によって２０２０年度（令和２年度）

からは国・県支出金が増加しているが、市税の増加は緩やかであり大きな伸び

は見られていない。 
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④今後の主要な一般財源の収入見込み 

 

 

⑤歳出（性質別）の推移 
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のの、今後の大きな伸びは見込まれていない。 

義務的経費のうち、人件費及び公債費の伸びは限定的であるが、扶助費につい

ては、２０１３年度（平成２５年度）の２倍近い水準へと増加している。 
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⑥市債残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市債残高は減少傾向にあり、２０２２年度（令和４年度）には、総額３２７億

円、うち一般会計分が２４６億円となっている。 
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⑦財政調整基金残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政調整基金残高は増加傾向にあり、２０２２年度（令和４年度）には３０億円程

度に達している。２０１３年度（平成２５年度）には４．５億円であったことか

ら、この間、６．６倍に増加したことになる。 
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（２）国民健康保険（特別会計） 

 

 

 

 

 

歳入・歳出とも、２０１５年度（平成２７年度）から３か年以外は、１１０億円程度

で推移している。歳入における保険税は緩やかな減少傾向である。 
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（３）介護保険（特別会計） 

 

 

  
歳入・歳出とも増加を続け、２０２１年度（令和３年度）には８０億円以上に達して

いる。歳入における第１号保険料の伸びが限定的である一方で、歳出における保険給

付費は年々増加している。 
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（４）後期高齢者医療（特別会計） 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者が増加する中、歳入・歳出とも増加を続け、２０２２年度（令和４年度）

には１５億円以上に達している。歳入における後期高齢者医療保険料及び歳出におけ

る後期高齢者医療広域連合納付金とも、年々増加している。 
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（５）水道事業（公営企業会計） 

※煩雑を避けるため、0.0 は非表示としている。 

 

 

 

 

 

収益的収入のうち営業収益については、コロナ禍にあった２０２０年度（令和２年

度）を除き、緩やかではあるが増加している。他方、収益的支出のうち営業費用につ

いては、２０１７年度（平成２９年度）から一貫して上昇傾向にある。 
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※煩雑を避けるため、0.0 は非表示としている。 
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資本的収入のうち負担金は、各年度の状況に即しているため一定の傾向は見られず、

２０２０年度（令和４年度）には０．１１億円となっている。また、資本的支出のう

ち建設改良費についても一定ではないが、２０２２年度（令和４年度）には１０億円

超となっている。 
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※煩雑を避けるため、0.0 は非表示としている。 
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（６）下水道事業（特別会計から公営企業会計に移行） 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度（令和元年度）までの特別会計分については、歳入・歳出とも２０１８

年（平成３０年度）を除き、２０１５年度（平成２７年度）をピークに減少傾向にあ

る。２０１９年度（令和元年度）は１２～１３億円の規模となっていた。 
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収益的収入のうち営業収益については、１２億円程度で推移している。他方、収益的

支出のうち営業費用については２０２２年度（令和４年度）には２０億円近くに達

し、支出の総額も２０億円超となっている。 
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※煩雑を避けるため、0.0 は非表示としている。 
 

※煩雑を避けるため、0.0 は非表示としている。 
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資本的収入・支出とも、減少傾向にある。資本的収入のうち企業債は、各年度の状況

に即しているため一定の傾向は見られず、２０２２年度（令和４年度）には２．７億

円となっている。また、資本的支出のうち建設改良費は減少傾向にあり、２０２２年

度（令和４年度）には５億円となっている。 
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※煩雑を避けるため、0.0 は非表示としている。 
 



44 

 

４ 課題の整理～時代潮流と統計指標から～ 

 

 ここでは、基本構想の検討に資することを目的として、本調査「２時代潮流―

朝霞市を取り巻く外部環境」および「３主要統計指標の都市比較―統計から見た

朝霞市の内部環境」から、課題を整理する。 

 

《課題》 

（１）人口増加傾向を可能な限り維持するとともに、いずれ訪れる人口減少局面

に備える必要がある 

 

 本市の総人口は、２０２３年（令和５年）１月には１４４，０６２人となって

おり、２０１４年（平成２６年）からの１０か年の間に、１１，６１３人 

（８．８％）という高い水準の人口増加が果たされた。 

 しかしながら、我が国全体の人口は既に減少局面へと突入しており、本市への

主要な人口供給元と考えられる東京都の人口も、２０３０年（令和１２年）をピ

ークに減少に転じると推計されている。（「「未来の東京」戦略 version up 2023」） 

また、社人研『日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）』によれば、

埼玉県人口は既に減少局面を迎えており、９ページに示した比較対象都市人口

も、２０２５年（令和７年）をピークに減少に転じるものと推計されている。 

 近年、２０２２年（令和４年）および２０２３年（令和５年）には、本市の対

前年増加率は０．３％にとどまっており、人口増加は鈍化傾向にあるとみられる。 

これまで、本市の人口増加を支えてきた人口の自然増（出生者数＞死亡者数）、

人口の社会増（転入者数＞転出者数）のいずれも均衡に近づいており、このまま

の状況が続けば、本市の人口もいずれ減少局面に転じることが推測できる。 

 今後も、現在の人口増加傾向を可能な限り維持していくことが望ましいが、同

時に、いずれ訪れる人口減少局面に備えていく必要がある。このとき、単純に人

口の増加を目指すのではなく、総人口の水準を維持しながら、生産年齢人口を確

保する等、将来にわたってバランスの良い人口構成を維持していく必要がある。 

 

《課題の背景》 

時代潮流   ①人口減少と高齢化の進行 

主要統計指標（１）（２）人口       

別添 人口推計 
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《課題》 

（２）社会変革の進展を好機と捉え、移住・定住等を促していく必要がある 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、就業、学習、日常的な買

い物等、様々な場面でのオンライン化が進み、暮らしや働き方の変革が急速に進

展した。その結果、人々の居住地選定や企業の立地選定の自由度が増し、都市部

から地方への人の移住や企業の移転もみられている。 

先にも述べたとおり、これまで人口増加を支えてきた自然増は既に均衡に近

づきつつあり、急激な出生者数の増加や、死亡者数の減少は予測しにくい。この

ため、これからの本市人口の増加（あるいは可能な限りの維持）には、人口の社

会増の維持が不可欠であり、移住・定住を促す取組がこれまで以上に重要となる。 

他方、本市の特性として「ベッドタウンであること」がある。本市の場合、市

民の自市内従業割合は低く、就業者は比較的長い時間をかけて都内等に通勤し

ており、「働く場」としての拠点性は低い。 

オンライン化等によって働き方の自由度が増す中、新規の起業・創業を促す等

の取組を通じ、『住まい、働く場』としての機能を高めていくことも重要である。 

 

《課題の背景》 

時代潮流   ②新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした社会変

革の進展 

主要統計指標（１）（２）人口、（３）産業、（４）就労 
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《課題》 

（３）「子育てがしやすいまち」を実感できるよう、子育て支援と教育の充実が

必要である 

 

埼玉県によれば、２０２２年（令和４年）の本市合計特殊出生率は、１．２５

となっている。これは、人口規模が小さい美里町や滑川町を除けば県下の市で最

も高い数値である。 

しかしながら、この１．２５という数値は、県（１．１７）を上回ってはいる

ものの、国（１．２６）の水準を下回り、人口維持に必要とされる２．０７（人

口置換水準という。）には遠く及ばない値である。かつ、本市の合計特殊出生率

は低下傾向にあり、２０１５年（平成２７年）をピークとして０．３ポイント低

下している。 

若年層（ここでは２５～３９歳）の有配偶率は比較的高いため、今後は、これ

ら結婚・出産・子育て期にある若者や女性等のニーズを踏まえながら、切れ目の

ないきめ細かな出産・子育て等の支援に努めるなど、子育てがしやすいまちを実

感できるよう引き続き取り組んでいく必要がある。 

また、子どもを育てる際の教育環境が重視されることから、ＩＣＴを最大限活

用しながら、子どもたちが豊かな人生を切り拓き、社会の創り手となれるような、

更なる教育内容の充実と教育環境の整備を図っていくことが重要となる。 

 

《課題の背景》 

時代潮流   ③子ども・子育て支援の充実と教育の新たな展開 

主要統計指標（１）（２）人口 
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《課題》 

（４）豊かで安全・安心な、朝霞市での暮らしの魅力向上に向けた取組が重要で

ある 

 

 本調査「３主要統計指標の都市比較―統計から見た朝霞市の内部環境」から見

えてくることは、“朝霞市民は、経済的には比較的豊かであり”“病院や医師は多

くはないものの”“健康で長生きであり”“犯罪や交通事故が比較的少ない環境の

中で暮らしている”ということである。 

 「人生１００年時代」の本格的な到来が本市においても見込まれる中、ＱＯＬ

（生活の質）の重視を基本として、健康寿命の延伸、生涯学習や地域活動などの

社会への参画促進といった取組の充実が必要となる。 

 また、市民の誰もがその人らしく活躍できる朝霞市の実現に向け、社会的包摂

（ソーシャル・インクルージョン）と多様性（ダイバーシティ）を尊重し、社会

的な孤立や差別・偏見のない地域社会づくりを促していく必要がある。 

一方、人口増加を続ける本市でも、流入人口の増加等に伴って自治会加入率が

低下するなど、地域コミュニティの担い手が減少している。地域コミュニティは

防災、福祉、防犯などにおいて多様な機能を有しており、担い手の確保に努めつ

つ、安全・安心なまちづくりをこれからも進めていく必要がある。 

 なお、本市は、第５次総合計画後期基本計画において、ＳＤＧｓの視点を踏ま

えて施策を推進することとしており、今後も引き続き、ＳＤＧｓの視点を踏まえ

た取組を推進していくことが重要である。 

 

《課題の背景》 

時代潮流   ①人口減少と高齢化の進行 

④人生１００年時代の到来とＱＯＬ（生活の質）の重視 

⑤社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）と多様性（ダ

イバーシティ）の尊重 

⑥安全・安心な暮らしに対する意識の高まり 

⑦持続可能な社会の構築に向けた取組の進展 

主要統計指標（５）所得・住宅・生活環境 

（６）健康・医療、安全安心等 
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《課題》 

（５）デジタルを活用した効率的・効果的な行政運営と、健全な財政運営が重要

である 

 

 デジタル技術の発展は著しく、国が策定した「自治体デジタル・トランスフォ

ーメーション（ＤＸ）推進計画」を受けて、朝霞市においても「朝霞市行政情報

デジタル化推進方針」を制定し、行政手続のオンライン化、自治体情報システム

の標準化・共通化、ＡＩ・ＲＰＡの利用推進などに取り組んでいる。 

 行政の効率化のみならず、市民に対する各種サービス等におけるデジタル技

術の有効活用に努め、市民生活をあらゆる面でより便利で快適にするとともに、

地域課題の解決につなげていくことも求められる。 

このため、デジタルデバイドに配慮しながら、デジタルを活用した効果的な行

政運営の在り方、市民サービスの在り方などを、引き続き検討していく必要があ

る。 

 朝霞市の財政は比較的良好な状態にあるが、ベッドタウンという性格から、今

後の人口の動向次第では、歳入における個人市民税への影響も懸念されるとこ

ろであり、引き続き、財源確保に向けた取組が求められる。 

 一方、歳出については、高齢化に伴う扶助費の増や、公共施設の老朽化に伴う

維持・管理費などが見込まれ、今後も健全な財政運営が求められる。 

 

《課題の背景》 

時代潮流   ⑧ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の進展 

主要統計指標（７）行財政 
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（参考図表） 
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【用途地域図】

  

凡例 
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【面整備状況図】 
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【都市計画道路図】 
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【主要道路網図】 
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児童遊園地 

【都市公園・児童遊園地位置図】 

 

  

公園  

都市公園 
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【避難場所図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■東洋大学朝霞キャンパス 

■浜崎保育園 

 

（改修工事中） 
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【バス路線図】  
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【児童福祉施設等位置図】  

  

  

 

  

 

● 

 

 ◆ 子育て支援センター 

ときわ 

★ 

◆ 子育て支援センター 

おもちゃ図書館なかよしぱぁく 

◆ 子育て支援センターめだか 

きたはら子育て支援センター 

◆ 子育て支援センターちきんえっぐ 

◆ 
子育て支援センター 

くれよん 

◆ 仲町子育て支援センターさくらんぼ 

凡例 
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【乳幼児期の教育・保育施設位置図】 

  

■保育園 

▼地域型保育施設 

●家庭保育室 

★幼稚園 

凡      例 

 

■ゆりの木保育園 

■ 
■ 

■ 

■ 
栄町保育園 

仲町どろんこ保育園 ■ 

仲町エンゼル保育室 
■ 仲町保育園 

駅前おれんじ 

ベビー保育園 ■ 

あさかたんぽぽ保育園分園 

メリーポピンズ 

Kids朝霞ルーム 

■あさかたんぽぽ保育園 

■朝霞ひだまりの森保育園 

■根岸台保育園 

■ひまわり保育園 

■東朝霞保育園 

本町保育園 
■ 

■ 
さわらび保育園 

■いずみばし保育園 

■ 

滝の根保育園 

■ 

溝沼保育園 

■大山保育園 

■ 
宮戸保育園 

■ 

あさしがおか 

アンジュ保育園 

■ 

■ 北朝霞保育園 

北朝霞保育園 

（分園） 

■ 朝霞ゆりかご保育園 

■ 
太陽と大地のこども保育園 

■ 
朝霞どろんこ保育園 

■朝霞しらこばと保育園 

■ 
三原どろんこ保育園 

■泉水保育園 

■ 

メリー★ポピンズ 

朝霞台ルーム 
■ 
さくら保育園 

■ 浜崎保育園 

■白百合園 

朝霞台駅 

■ 第二あさかたんぽぽ保育園 

東武東上線 

メリー★ポピンズ 
Kids北朝霞ルーム 

■ 

■元気キッズ第二あさかリードタウン園 

■おれんじゆめ保育園 

■元気キッズ第二朝霞根岸台園 

■ 

メリー★ポピンズ朝霞東口ルーム 

■ ■ 

けやき保育園 
朝霞にじいろ保育園 

■つくし保育園 

■北原保育園 

■ 

■ よつばゆりかご保育園 

■ みはら保育園 

■ 

かえで保育園 

あさかだい 

アンジュ保育園 

■元気キッズ第二朝霞園 

■ メリー★ポピンズ 
北朝霞ルーム 
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【福祉施設（高齢者・障害者）位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■福祉施設（障害者） 

□福祉施設（高齢者） 

凡      例 

 

まいまい 

■ 

 

さくらんぼ■ 

れすと 
つばさ工房 

朝霞青年寮 

■ 

 

まはろ朝霞台 

■ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

■
□ 
 

□朝光苑デイサービスセンター 
□地域包括支援センター  

ぱれっと■ 

レモンの木 

オリーブ 

■ 

ひかりぎ 朝霞駅前 

■ 

■なかよしかふぇ 

エムケーホーム みんなの希望の家■ 

成る実寮■ 

□浜崎老人福祉センター 

□老人デイサービスセンター 

■□ヘルパーステーション 

■地域活動支援センター 

■障害者多機能型施設 

■障害者就労支援センター 

■障害者相談支援センター 

■手話通訳者等派遣事務所 

 

・ ■ 

■□ 

■ 障害者ふれあいセンター 

■ ウェルビー朝霞台駅前センター 

■ Ｐａｌ Ｋｉｄｓ 
Ｐａｌ Ｓｃｈｏｏｌ 

■ たまみずき朝霞 
■ リライト 

 

■ クローバーよつばのいえ朝霞 

■ 

朝霞駅  

まいまい２ 
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【小・中学校位置図】  
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【スポーツ施設位置図】 
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【コミュニティ施設位置図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年７月１７日 第６回朝霞市総合計画審議会 資料６－１ 

 

第５次朝霞市総合計画後期基本計画 総括評価結果 

 

１ 達成状況の集計（総括） 

 大柱は、３０施策すべてが「Ｂ おおむね順調」という評価であった。 

 中柱は、７６施策（９６．２％）が「Ｂ おおむね順調」、３施策（３．８％）

が「Ｃ やや遅れている」という評価であった。 

 

柱 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合 計 

大 柱 ０ ３０ ０ ０ ３０ 

中 柱 ０ ７６ ３ ０ ７９ 

 

２ 達成状況の集計（中柱、章別） 

 章別の達成状況について、全体的に「Ｂ おおむね順調」という評価であった。 

 第２章・第３章・第４章においては、それぞれ１施策が「Ｃ やや遅れている」

という評価であった。 

 

章 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合 計 

第１章 

災害対策・防犯・市民生活 
０ ６ ０ ０ ６ 

第２章 

健康・福祉 
０ １６ １ ０ １７ 

第３章 

教育・文化 
０ １０ １ ０ １１ 

第４章 

環境・コミュニティ 
０ ８ １ ０ ９ 

第５章 

都市基盤・産業振興 
０ ２２ ０ ０ ２２ 

第６章 

基本構想を推進するために 
０ １４ ０ ０ １４ 

合  計 ０ ７６ ３ ０ ７９ 

割  合 0％ 96.2％ 3.8％ 0％ 100％ 

 



 

【参考】評価がＣの理由 

総合計画 

コード 
施策名 評価の詳細 

２１１ 地域共生社会の構築 

新型コロナウイルス感染症の影響が残り、

地域における様々な「つながる」活動がで

きなくなるなど、地域福祉活動に影響が出

ていることから、進捗はやや遅れている。 

３４２ 芸術文化の振興 

新型コロナウイルス感染症の影響が残り、

成果指標の目標値に達成していないため、

進捗はやや遅れている。 

４１２ 
低炭素・循環型社会

の推進 

地球温暖化対策として、温室効果ガス排出

量削減が求められていることから、指標の

目標値を上向き修正したため、進捗はやや

遅れている。 

 



章 市民意識調査　満足度

１ 防災・消防 Ｂ （1）防災対策の推進 Ｂ （2）地域防災力の強化 Ｂ （3）消防体制の充実 Ｂ 0.66

２ 生活 Ｂ （1）防犯のまちづくりの推進 Ｂ （2）消費者の自立支援の充実 Ｂ （3）安心できる葬祭の場の提供 Ｂ 0.45

１ 地域福祉 Ｂ （1）地域共生社会の構築 Ｃ （2）生活困窮者等への支援 Ｂ 0.36

（1）子どもたちが健やかに育つ環境整備 Ｂ （2）子育て家庭を支えるための環境整備 Ｂ （3）幼児期等の教育と保育の充実 Ｂ

（4）青少年の健全育成の充実 Ｂ

（1）健康で活躍できる地域社会の推進 Ｂ （2）自立のためのサービスの確立　 Ｂ （3）安全・安心な生活ができる環境整備 Ｂ

（4）地域包括ケアシステムの推進 Ｂ

４ 障害者支援 Ｂ （1）共に生きる社会の実現 Ｂ （2）地域における自立生活支援 Ｂ （3）自立に向けた就労の支援 Ｂ 0.22

５ 保健･医療　 Ｂ （1）健康づくりの支援 Ｂ （2）保健サービスの充実 Ｂ （3）地域医療体制の充実 Ｂ 0.39

６ 社会保障 Ｂ （1）社会保障制度の適正な運営 Ｂ 0.21

（1）朝霞の次代を担う人材の育成 Ｂ （2）確かな学力と自立する力の育成 Ｂ （3）質の高い教育を支える教育環境の整備充実 Ｂ

（4）学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進 Ｂ

２ 生涯学習 Ｂ （1）生涯学習活動の推進 Ｂ （2）学びを支える環境の充実 Ｂ 0.23

３ スポーツ･レクリエーション Ｂ （1）スポーツ・レクリエーション活動の推進 Ｂ （2）利用しやすい施設の提供 Ｂ 0.32

４ 地域文化 Ｂ （1）歴史や伝統の保護・活用 Ｂ （2）芸術文化の振興 Ｃ （3）地域文化によるまちづくり Ｂ 0.34

１ 環境 Ｂ （1）住みよい環境づくりの推進 Ｂ （2）低炭素・循環型社会の推進 Ｃ （3）環境教育・環境学習の推進 Ｂ 0.29

２ ごみ処理 Ｂ （1）ごみの減量・リサイクルの推進 Ｂ （2）ごみ処理体制の充実 Ｂ 0.65

３ コミュニティ Ｂ （1）コミュニティ活動の推進 Ｂ （2）活動施設の充実 Ｂ 0.23

４ 市民活動 Ｂ （1）市民活動への支援 Ｂ （2）市民活動環境の充実 Ｂ 0.21

１ 土地利用 Ｂ （1）市街地の適正な利用 Ｂ （2）市街地周辺の適正な利用 Ｂ -0.04

２ 道路交通 Ｂ （1）やさしさに配慮した道づくり Ｂ （2）まちの骨格となる道路づくり Ｂ （3）良好な交通環境づくり Ｂ -0.24

（1）まちの骨格となる緑づくり Ｂ （2）うるおいのある生活環境づくり Ｂ （3）まちの魅力を生み出す景観づくり Ｂ

（4）循環型社会を目指した環境にやさしいまちづくり Ｂ

４ 市街地整備 Ｂ （1）特性に応じた市街地づくり Ｂ 0.17

５ 上下水道整備 Ｂ （1）上水道の整備・充実 Ｂ （2）公共下水道の整備 Ｂ 0.65

６ 安全・安心 Ｂ （1）災害や犯罪に強いまちづくり Ｂ （2）全ての人にやさしいまちづくり Ｂ 0.31

（1）魅力ある商業機能の形成 Ｂ （2）中小企業の経営基盤の強化 Ｂ （3）企業誘致の推進 Ｂ

（4）都市農業の振興 Ｂ

８ 産業の育成と支援 Ｂ （1）産業育成のための連携強化 Ｂ （2）起業・創業の支援 Ｂ 0.13

９ 勤労者支援 Ｂ （1）勤労者支援の充実 Ｂ （2）雇用の促進 Ｂ 0.12

１ 人権の尊重 Ｂ （1）人権教育・啓発活動 Ｂ （2）問題解決に向けた支援体制の充実 Ｂ 0.27

２ 男女平等 Ｂ （1）男女平等の意識づくり Ｂ （2）男女平等が実感できる生活の実現 Ｂ 0.29

３ 多文化共生 Ｂ （1）外国人市民が暮らしやすいまちづくり Ｂ （2）多文化共生への理解の推進 Ｂ 0.14

４ 市民参画・協働 Ｂ （1）市民参画と協働の推進 Ｂ （2）情報提供の充実と市民ニーズの把握 Ｂ 0.17

（1）総合計画の推進 Ｂ （2）公平・適正な負担による財政基盤の強化 Ｂ （3）公共施設の効果的・効率的な管理運営 Ｂ  (財政) 0.09

（4）適正かつ効率的な行政事務の遂行 Ｂ （5）機能的な組織づくりと人材育成 Ｂ （6）シティ・プロモーションの展開 Ｂ  (行政) 0.16

　【達成状況凡例】　※括弧内の数値は、市民意識調査満足度（５段階評価）との比較参考値

　　　Ａ：極めて順調（2.00 ～ 1.34）　　Ｂ：おおむね順調（1.33 ～ 0.00）　　Ｃ：やや遅れている（-0.01 ～ -1.33）　　Ｄ：大幅に遅れている（-1.34 ～ -2.00）

第６章

基本構想を推進

するために

５ 行財政 Ｂ

　第５次朝霞市総合計画後期基本計画　総括評価シート　　達成状況等一覧

第５章

都市基盤・

産業振興

３ 緑・景観・環境共生 Ｂ

第２章

健康・福祉

２ 子育て支援・青少年育成 Ｂ

第１章

災害対策・防犯・

市民生活

0.45

７ 産業活性化 Ｂ 0.11

第３章

教育・文化

１ 学校教育 Ｂ 0.21

第４章

環境・コミュニティ

0.33

３ 高齢者支援 Ｂ 0.31

大柱の達成状況 中柱の達成状況
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
３

（3）消防体制の充実

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　消防救急業務は、平成１０年（１９９８年）１０月か
ら本市及び志木市、和光市、新座市で広域化され、朝霞
地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部で行っており、
引き続き消防救急体制を支援していく必要がある。ま
た、災害時の防災、減災のため、地域防災の要である消
防団員を安定的に確保し、消防団員の災害対応能力の向
上を図るとともに、計画的に資機材等の整備充実を図っ
ていく必要がある。

　朝霞地区一部事務組合の負担金等の支払いを行い、消
防救急体制の支援を行うほか、防災訓練等を通し、消防
局と連携の強化を図った。
　また、消防団員を安定的に確保するため、防災展等を
通して周知啓発を行い、消防団第６分団詰所の新設等の
整備を行うなど、消防体制の充実を図ることができた。  おおむね順

調

中柱
２

（2）地域防災力の強化

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　地域防災力の向上を図るため、自助・共助の役割を担
う自主防災組織の組織化を推進するとともに、市民一人
一人の防災意識の高揚を図っていく必要がある。

　防災フェアや総合防災訓練を実施し、地域防災の中心
を担う自主防災組織を始め、災害協定締結団体等の関係
団体と、有事に備えた訓練や平時からの関係作りを行っ
た。また、広く市民に参加してもらうことで、自助・共
助の重要性の意識付けや防災意識の高揚を図ることがで
きた。  おおむね順

調

　地震、豪雨、噴火、原発事故などの災害時に被害軽減を図るために、迅速な対応が可能な防災体制を構
築し、災害に強いまちを目指します。
　また、地域における防災意識・危機対応の意識を醸成し、市民とともに地域防災力の向上に積極的に取
り組むまちを目指します。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

中柱
１

（1）防災対策の推進

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

 朝霞市地域防災計画や災害対策別マニュアルに基づき、
市域に係る災害対策全般に対し、総合的かつ計画的な防
災行政を推進し、市民の生命、身体及び財産を保護する
ことを進めてきた。
　今後においても、災害種別や地域特性を考慮した活動
体制を確立し、防災関係機関との連携、協力体制の強化
を引き続き推進するとともに、防災行政無線などの設備
の整備を行う必要がある。

　朝霞市地域防災計画や朝霞市水害ハザードマップの更
新を行い、効果的な災害対策を進めるとともに、最新の
災害情報の提供・啓発を行った。
　また、防災会議等を通して、防災関係機関との連携強
化を進め、防災行政無線や防災倉庫等の整備を行うな
ど、計画的に防災対策を推進することができた。  おおむね順

調

－

01 防災・消防 （後期基本計画冊子　P52～53）

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第1章　災害対策・防犯・市民生活 －

危機管理室
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

100 100 100 100 100 100

Ｒ元年度 100 100 100

5,134 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Ｒ元年度 6,840 6,507 6,600

93.5 100 100 100 100 100

Ｒ元年度 95 96 92

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

・消防水利の充実を図ってほしい。

【災害対応】激甚化や過去と傾向が変わってきている災害に対応するため、地域防災計画等の随時見直し
や啓発を進め、市民の生命、身体及び財産を保護するなど迅速な災害対応を実施する必要がある。

【意識醸成】今後災害対策を進めるうえで、自助共助の重要性が更に高まってくると予想される。自主防
災組織をはじめとした地域防災力の強化のため、自助共助の意識啓発を更に進めていく必要がある。

【団員確保】消防団の団員数は全国的に減少傾向であり、朝霞市も例外ではない。地域防災の要である消
防団の運営を円滑に進めるため、安定的に消防団員を確保する必要がある。

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） がわかりにくい。有事の時に役に立たないと思うので心
配。

・学校や保育園等、様々な場所が避難所になり、総収容人数が12,670人になっている。実際に現在の想定
で、感染症対策を考え、密にならない配慮をして、避難対象地区の全ての人を完全に収容できるのか検討
が必要である。
・備蓄食料について国の指針では3日から1週間分が望まれるとあるが、想定避難者数の1.5日分では、少
し少ないのではないか。

・市民目線で防災関係で何か異常を発見したときに市に通報できるような簡単なシステムがあれば、大き
な災害を未然に防げるのではないか。
・町内会の班長さん等を対象として、危機管理室との連携を提案するお届け講座などがあったらいいので
はないか。

重要度 1.63 満足度 0.66

中柱ごとの指標（単位）
上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

想定避難者数の1.5日分の備蓄食料確保率
（％）

メール配信サービスへの登録者（人）

消防団の充足率（％）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

　葬儀形態の多様化により、斎場の利用率が低下傾向に
あることから、市民ニーズの把握に努め、様々な葬儀等
の形態に対応した施設を目指して、安心して利用できる
施設運営を行っていく必要がある。
　また、墓地や埋葬に関する考え方も多様化しているた
め、市内の墓地の需給状況を注視していく必要がある。

・斎場の管理運営を指定管理者制度により行った。
・安心できる葬祭の場の提供については、家族葬や直葬
などの小規模な葬儀が増加傾向にあるため、施設の貸
出・運用方法等において柔軟に対応し、市民のニーズに
応えることができた。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

（3）安心できる葬祭の場の提供

 おおむね順
調

Ｂ

・消費生活パネル展の開催や消費者教室の開催等を実施
することで、消費者被害の未然防止及び事例などを周知
することができた。
・相談員が研修に参加してスキルアップに努めること
で、複雑化・多様化する消費者トラブルの相談対応に備
えることができた。

Ｂ・「犯罪被害者等見舞金」を新設し、支援することで犯罪被
害者の精神的、経済的負担を軽減することができた。
・第４次防犯推進計画に基づき、警察署及びその他関係機関
との連携を強化しながら、防犯意識の高揚を図った。
・青色防犯パトロールや防災行政無線での注意喚起を通し
て、犯罪を未然に防ぐことや増加傾向にある犯罪を抑止する
ことができた。
・地域における防犯活動の重要な担い手としての自治会町内
会との連携強化を進め、防犯灯や防犯カメラの整備補助を行
うことで街頭犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを進める
ことができた。

　市民意識調査をはじめとする各種調査において、安
全・安心な暮らしを求める声は非常に多く、市民にとっ
て安全な生活が維持されることは、朝霞市の魅力づくり
にとって欠かせない要素となっている。さらなる防犯の
推進のために対策強化と、地域住民及び関係機関との連
携を進める必要がある。

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

－

危機管理室

第1章　災害対策・防犯・市民生活

02 生活 （後期基本計画冊子　P54～55）

　犯罪発生の抑止力としての地域の防犯意識が高まり、地域コミュニティによる見守り活動が推進され、
犯罪などが起こりにくいまちを目指します。
　消費者に必要な情報、消費者教育の機会が提供されるとともに、消費者被害の未然防止、被害回復のた
め消費生活相談を受けることができ、安心して消費生活を送れるまちを目指します。
　市民の葬祭が滞りなく行うことができるまちとします。

地域づくり支援課

中柱
２

（2）消費者の自立支援の充実

 おおむね順
調

中柱
１

（1）防犯のまちづくりの推進

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　悪質商法や架空請求など、消費生活に関するトラブル
は多岐に渡っている。被害の未然防止のため、一般的な
消費者トラブル事例や最近多発している消費者被害事例
などの情報発信に努める必要がある。
　また、複雑化・多様化する消費者トラブルに対応する
ため、消費生活相談の充実を図る必要がある。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

924 904 885 866 849 831

Ｒ元年度 600 653 791

824 900 940 980 1,020 1,070

Ｒ元年度 829 846 783

56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7

Ｒ元年度 40.2 50.5 50.0

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【防犯啓発】高度化・複雑化する犯罪傾向を踏まえ、時代に即した防犯の対応ができるよう、防犯推進計
画更新や啓発を更に進め、地域の防犯対策を推進し続ける必要がある。

【継続利用】複雑化する消費生活相談の対応を継続できるように、相談員のスキルアップをする必要があ
る。

消費生活相談件数（件）

斎場利用率（％）

（該当なし）

重要度 1.41

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

防犯カメラ補助金の利用実績が少ないようなので、自治会にＰＲするなどして、防犯カメラの設置を推進
したらどうか。

中柱ごとの指標（単位）

【継続利用】斎場としての機能を継続できるよう計画的な、継続的な施設の改修を行う必要がある。

（該当なし）

大きい部屋を分割して使用することで一部屋あたりの料金を下げるなど、民間事業者の手法も参考にしな
がら斎場の利用率を上げる工夫をしてもらいたい。

満足度 0.45

市内における刑法犯認知件数（件）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

4



政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
２

Ｂ

　生活困窮者や中高年のひきこもりの方などの自立を促
進するため、様々な相談に応じた情報提供や助言、必要
な支援を行う必要がある。

　生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、住
居確保給付金、学習支援事業、家計改善支援事業などを
実施し、生活困窮者等の相談や助言等の支援を行ったほ
か、「生活困窮者支援会議」及び「ひきこもり支援庁内
連絡会」を令和５年度に立ち上げ、関係部署との連携を
図るなど、生活困窮者等の自立に向けた支援に努めた。

生活困窮者支援会議開催実績：１回
庁内ひきこもり支援連絡会開催実績：３回

 おおむね順
調

（2）生活困窮者等への支援

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》

Ｃ

　社会構造の変化により、社会的に孤立する世帯が増加
している。住民が住み慣れた地域で暮らせるよう、分野
を超えた生活課題に関わる相談を包括的に受け止め、支
援していく新たな体制を構築する必要があり、そのため
に地域における担い手の育成が求められている。

　福祉部内にワーキンググループを設置し、県内自治体
の視察を行うなど、包括的な支援体制の構築に向けた情
報収集、研修等を実施した。また、民生委員・児童委員
への活動費や運営費交付などの活動支援のほか、地域福
祉講演会の開催、市民団体が行う福祉事業への補助金交
付など、地域における担い手の育成に努めた。

地域保健福祉活動振興事業費補助金交付実績
　令和３年度：１９団体
　令和４年度：１７団体
　令和５年度：１５団体

やや遅れてい
る

《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）地域共生社会の構築

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　地域住民が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域をと
もに創っていくことができる「地域共生社会」を実現するまちを目指します。

中柱
１

－

01 地域福祉 （後期基本計画冊子　P62～63）

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第2章　健康・福祉 福祉部

福祉相談課
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

2,514 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

Ｒ元年度 1,816 1,651 1,500

1,211 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

Ｒ元年度 1,994 1,686 1,000

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【相談支援体制の充実】福祉ニーズの複雑化・複合化により、制度の狭間となるケースや分野をまたがる
困難なケースなどがある。このため、支援する職員の資質向上を図りながら、関連部署・機関との連携強
化を図り、包括的に受け止められる相談体制を検討していく必要がある。

－

民生委員・児童委員の相談・支援件数（件）

福祉の総合相談件数（件）

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）

重要度 1.24 満足度 0.36

・民生委員・児童委員の活動や相談内容の周知を含めた相談しやすい体制づくり、人員確保が必要。
・包括的な支援体制の構築に向けて、庁内の連携など、引き続き検討してほしい。

・本人が困っていることを把握することが難しいので、どうケアしていくかが大事。
・本当に困っている人にどのように支援を届けていくのか検討することが必要。

－

【地域共生社会の仕組みづくり】地域のつながりの希薄化が進み、社会的孤立が広がっている。このた
め、地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制を構築していく必要がある。また、民生委員・児童
委員の活動だけでなく、地域の様々な活動へ参加を促すとともに、地域福祉に関する情報の周知、興味を
持ってもらう仕掛けづくりなどが必要である。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

中柱
１

（1）子どもたちが健やかに育つ環境整備

Ｂ

Ｂ

　関係機関と連携し児童相談を実施するとともに、支援
が必要な世帯に対してショートステイ事業・養育支援訪
問事業を実施することで、児童虐待の未然の防止に努め
ることができた。また、令和４年度にはこども家庭総合
支援拠点を設置した。

　本市における児童虐待の相談件数は増加傾向にあり、
社会的にも子どもの命に関わる虐待事例が頻発してい
る。児童の権利や擁護に関心が高まる中、児童虐待の未
然防止と適切な対応を図るため、市、関係機関、地域が
連携した体制を充実させていく必要がある。
　子どもの貧困が社会的な問題となっており、本市にお
いても、経済的な困難を抱える子育て家庭が一定数存在
することから、子どもの貧困対策やひとり親家庭の支援
などに取り組む必要がある。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

こども・健康部

こども未来課

第2章　健康・福祉

02 子育て支援・青少年育成 （後期基本計画冊子　P64～67）

保育課

 おおむね順
調

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　子どもたちが「このまちで育ってよかった」と思い、保護者が「このまちで育ててよかった」と実感
し、地域の人たちが「子育ち・子育てのよろこびをわかちあえるまち」を目指します。
　また、学校、家庭、地域、市民団体などとの協働により、青少年健全育成が推進され、青少年が健全に
育つまちを目指します。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

中柱
３

　子育て家庭を支えるための環境整備の一環として整備
している子育て支援センターは、子育てに関する相談の
受付や情報提供、各種事業等を実施し、気軽に相談でき
る地域拠点として定着しており、子育て支援として重要
な役割を担うことができた。

《主な取組・成果》

　市外からの転入や共働き世帯等の増加が進む中で、周
りに相談できる人がいない、子育てに不安を抱えている
など、保護者の負担が大きくなり、地域で支える仕組み
づくりが必要である。
　また、子育てにかかる経済的負担の軽減や、子どもの
保健と福祉の増進を図るため、子育てや生活に関する支
援が必要である。

　本市の未就学児童数はほぼ横ばいで推移しており、今
後も同様に推移すると見込まれるなか、保護者ニーズに
応えるため、計画的に保育所等を整備するとともに幼稚
園の利用促進を図る必要がある。
　また、保育士等の人材を確保し、保育の質を確保する
必要がある。
　放課後児童クラブにおいても同様に、放課後の居場所
づくりとなる施設の整備が必要である。

　令和３年度から令和５年度にかけて、保育所３施設、
小規模保育施設３施設、放課後児童クラブ３施設を整備
し、待機児童の減少に繋がった。また、保育士等の就職
相談会を開催し、保育人材の確保に繋がった。

（3）幼児期等の教育と保育の充実

中柱
２

（2）子育て家庭を支えるための環境整備

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

6 6 6 6 6 6

Ｒ元年度 6 6 6

23,035 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

Ｒ元年度 50,378 56,085 59,000

44 0 0 0 0 0

Ｒ元年度 43 21 9

508 550 550 550 550 550

Ｒ元年度 535 527 518

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

 おおむね順
調

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

Ｂ

業主婦が求職活動するのが難しい。→保育園に入れない。　/仕事があ
る主婦も限られた時間でしか働くことができない。→幼稚園の預かり保
育は園によって充実してるものの、小学校の学童保育の利用者が限られ
てしまう。また、普段は学童の利用をしなくても大丈夫な家庭も、夏休
みなど長期休暇の間、子どもの預け先がなく、母親は働くことが難しく
なる。若者や子育て世帯に選ばれるまちになるには、上記の改善が必要
だと思います。幼稚園児の母である私自身、また同じような立場の人た
ちも上記のことで色々悩み、考えています。働きたいお母さんたちは沢
山います。どうか解決して頂きたく思います。よろしくお願いします。

重要度 1.39

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

満足度 0.33

中柱
４

（4）青少年の健全育成の充実

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

　家族構成や生活形態の変化などから、青少年の社会
性や自立がますます困難になっており、地域では「子ど
も会」離れなど、青少年の健全な育成を推進していく基
盤となる、青少年と地域とのつながりの希薄化が懸念さ
れている。このため、青少年の地域社会への帰属意識や
社会参加意識を高めていくような機会を充実する必要が
ある。
　また、引きこもり等の青少年や若者にふりかかってい
る問題については、家庭・学校・地域等と連携して支援
する必要がある。

　市民との協働や関係団体との協力による、親子ふれあ
いハイキングや駅頭キャンペーンなどの事業の実施によ
り、青少年の健全な育成を推進することができた。
　また、「青少年を守り育成する家」については、個人
宅において代替わりや日中に不在等の理由により登録抹
消される方もいたが、Ｒ３年度からＲ５年度においては
新たに１８件の登録があった。

中柱ごとの指標（単位）

子育て支援センター利用者数（人）

保育園待機児童数（人）

青少年を守り育成する家の数（箇所）

（該当なし）

要保護児童対策地域協議会実務者会議開催回
数（回）
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Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

【保育の質】
保育人材を確保し保育の質を高めていく必要がある。

【子ども・子育て会議】
（保育園等）待機児童数が減少しており、量に対する対応は着実に進んでいると考える。入所者数が漸増
する中で、保育の質の担保、保育士の専門性確保を同時に検討していくことも重要。
（放課後児童クラブ）待機児童の解消には至っていないが、必要に応じた確保、拡充がなされている。学
区によるバラツキもあり、需要と供給の調査に基づく、計画的配置を継続して進めていく必要がある。

【青少年問題協議会】
朝霞警察署管内の犯罪動向や青少年の健全育成（令和５年度：青少年セカンドチャンスの場づくり）を議
題とした会議を行い、啓発や対応の方向性について確認いただいた。

【子ども・子育て会議】
利用のしやすさを考え、徒歩などでも行ける地域に子育て支援センターなどがあると良い。子育て不安を
少しでもなくすため、行きやすさが大切。

【意識醸成】青少年の地域社会への帰属意識を醸成するとともに、社会参加意識を高めていくための機会
の提供や取組を関係団体と検討する必要がある。
【連携・周知強化】関係団体や学校、事業者等と連携し、地域全体で取り組む体制づくりを推進し、補助
金を交付している各団体の会員や賛同者を増やすため、広報やホームページ、機関紙などを活用し、引き
続き、募集や周知に努める必要がある。

【連携強化】
今後こども家庭センターの設置に伴い、母子保健機能と児童福祉機能の更なる連携を行うため、保健セン
ター等との連携を強化し、切れ目のない支援を実施していく必要がある。

【周知強化】
今後、対策を検討していく必要がある施策については、関係団体との連携等を模索し、全ての家庭が安心
して子育てできるよう、地域における子育て支援策として、引き続き、子育て支援センターなど気軽に集
える場を提供するとともに、様々な情報発信や事業を通じ、利用者の増大を図っていく必要がある。

【外部評価委員会】
・児童の相談支援について、市が様々なチャンネルを通じて支援していることは評価するが、苦しい状況
にある人ほど、心や時間に余裕がなく、相談に至るまでのハードルが高いため、そうした点を考慮して取
り組む必要があるのではないか。
・子育て相談等について、相談申込をメールで受け付けるなど、相談者の心理的なハードルを下げて、相
談しやすくなるような工夫が必要ではないか。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ｂ
　高齢者が自立した生活を営むためには、高齢者一人一
人が、健康づくりと介護予防に取り組みながら、生きが
いを持って日常生活を過ごすことが重要である。
　また、高齢者人口の増加につれて要支援・要介護認定
者数も年々増加しているため、介護予防事業の推進をは
じめ、介護サービス及び高齢者福祉サービス及び介護予
防事業の適切な利用を図り、介護保険制度の円滑な運用
を図る必要がある。

　介護保険制度が円滑に運営できるよう、介護保険賦課
徴収の収納率の向上を図るため、介護保険制度説明会を
実施し、その中で介護予防事業や高齢者福祉サービスの
周知を図ることができた。また、認知症サポーター養成
講座や講演会を通じて、認知症の正しい知識などについ
て学んでいただくほか、認知症の家族介護教室や認知症
の家族の集いの場を定期的に開催するなど、認知症施策
全般を推進することができた。
　介護予防及び介護サービスの安定供給を図るため、介
護保険サービスの給付適正化を進めることができた。
　生活支援員派遣事業や移送サービス利用料補助事業な
どの在宅福祉サービスを実施することにより高齢者の自
立生活を支援するとともに、介護者の負担軽減を図るこ
とができた。

 おおむね順
調

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

Ｂ

　一人暮らしなどの高齢者世帯、認知症の高齢者の増加
が見込まれる中、全ての高齢者が地域とつながっていく
ことが大切である。
　今後、地域で安全・安心な生活を送ることができるよ
うに、見守り体制や暮らしやすい住まいづくりなど、環
境を整備する必要がある。

　配食サービスなどの見守り事業を実施するとともに、
毎年、新たな企業と見守り協定を締結することにより見
守り体制の構築を図ることができた。
　住宅改善費の補助を実施することにより、住環境の整
備に係る支援を行うことができた。また、庁内関係課や
不動産事業者と定期的に意見交換を行うことにより課題
の共有等を図ることができた。
　成年後見制度の講座を通じて、制度の周知・啓発や利
用促進を図ることができた。

 おおむね順
調

（3）安全・安心な生活ができる環境整備

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　みんなで支え会い、いつまでも笑顔と生きがいを持って、住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るように、高齢者の主体性を重んじ、地域のつながりを大切にしながら、地域共生社会の実現に向けた地
域包括ケアの確立されたまちを目指します。

中柱
１

Ｂ
　団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年（2025年）に
向けて、高齢化は比較的緩やかに進行するものの、要介
護状態となるリスクの高い75歳以上の人口は年々増加す
るものと見込まれており、介護が必要となる方や、認知
症の方が増加するとともに、一人暮らし高齢者や高齢者
のみ世帯の増加も見込まれている。
　元気高齢者でありつづけるためには、健康寿命を伸ば
すことを目標に、健康づくりと生きがいづくりを推進す
る必要がある。

　シニアクラブ連合会やシニアクラブに対して補助金を
交付するほか、シニアスポーツフェスティバルを開催す
るなど、健康づくりや生きがいづくりを推進することが
できた。
　健康体操や趣味活動など地域で活動を希望する高齢者
に対し、生活支援コーディネーターを中心に積極的に関
わり支援することで、団体の立ち上げにつながった。
　朝霞地区シルバー人材センターに対して、朝霞市、志
木市、和光市の３市で補助金を支出し、支援を行うこと
により就業や社会参加の機会を確保することができた。

 おおむね順
調

中柱
２

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）健康で活躍できる地域社会の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

（2）自立のためのサービスの確立　

－

03 高齢者支援 （後期基本計画冊子　P68～71）

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第2章　健康・福祉 福祉部

長寿はつらつ課
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Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

83.4 82.2 81.6 81 80.4 79.9

Ｒ元年度 82.2 82.4 81.9

3,797 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000

Ｒ元年度 4,264 4,780 4,576

6,830 7,890 8,420 8,940 9,470 10,000

Ｒ元年度 7,099 7,255 7,400

59 105 125 150 175 200

Ｒ元年度 110 112 132

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

中柱
４

Ｂ

　誰もが住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らせ
るよう、医療・介護の連携や地域のつながり、助け合い
の仕組みづくりなど地域包括ケアシステムを深化させ、
地域共生社会を促進する必要がある。

　在宅医療・介護連携推進会議や多職種合同意見交換会など会議
や意見交換の場等を活用し、専門職と連携を図り、自立支援・重
度化防止に向けた取組を推進することができた。
　地域包括ケアシステムの実現に向け、多職種が話し合う地域ケ
ア会議を行い、ケアマネジャーのアセスメント力の向上及び地域
課題を把握することができた。
　将来の医療及びケアについて、本人を主体に、その家族や近し
い人、医療・ケアチームが繰り返し話し合い、本人による意思決
定を支援する取組（アドバンス・ケア・プランニング）の人材育
成・普及啓発を進めるためのワーキンググループを立ち上げるこ
とができた。

 おおむね順
調

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（4）地域包括ケアシステムの推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

地域包括支援センターの相談件数（件）

認知症サポーターの数（人）

高齢者の地域活動団体数（団体）

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

地域包括支援センターの方に親切に相談に乗ってもらい、
本当に助かりました。

・高齢者や障害者、健常者にとって居心地いい街づくりを
してほしいです。
・市で体操教室を計画してくれてありがたいのですが、定
員が少なすぎるため、応募をしても抽選になってしまって
いるので残念です。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 1.31 満足度 0.31

中柱ごとの指標（単位）

元気高齢者率（％）
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Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

【医療・介護専門職との連携強化】今後、高齢者人口の増加とともに医療・介護の需要が高まることが予想される中、より一層専
門職との連携を深める必要があり、特に高齢者の自立支援を進めるためにはリハビリテーション職との連携を強化する必要があ
る。
【担い手の養成】生活支援や介護予防による助け合い活動の普及と、より多くの住民主体の活動が立ち上がるよう地域の助け合い
活動の担い手を養成していく必要がある。

　指標として、高齢者の地域活動団体数を増やす目標を立てているが、自主的な活動を期待するだけでな
く、志木市のように市が運営するサロンを設置したらどうか。こうした施設が歩ける距離にあることが必
要ではないか。

【元気高齢者の増加】今後も高齢者人口の増加が続くことが見込まれており、元気高齢者を増やしていくためには、生きがい及び
健康づくり、介護予防の取組みの重要性が増すことから、一般介護予防事業の強化や積極的に外出する機会を増やしていくことが
必要である。

【在宅サービス基盤の充実】要介護（要支援）認定者が、自宅で安心して本人が望む生活を支え続けられるように在宅サービス基
盤の充実が必要である。
【認知症の人の社会参加】要介護（要支援）認定者の増加や認知症基本法の制定に伴い、さらなる認知症事業等の周知・啓発や認
知症の人のニーズを把握し、社会活動への参加の機会を促進する必要がある。

【見守り事業の充実】ひとり暮らしや高齢者のみ世帯の増加に伴い、見守り事業の需要の拡大が予想されることから、市独自の各
種見守りに関するサービスに加えて、地域で見守る体制づくりが、より一層必要となる。
【相談体制の強化】身寄りのない高齢者や生活面に困難を抱える高齢者の増加が予想されることから、関係機関と連携して、住ま
いと生活の一体的な支援や相談体制の強化及び権利擁護を推進していく必要がある。

　高齢者の地域活動や社会参加の支援はあるが、対象者に周知がされるようにしていただきたい。

　高齢者について、介護の要否の境目である、フレイルの段階での支援が大切だと思うので、その人達に
対する取組に力を入れてもらいたい。
　また、フレイルの段階では、本人も家族も認めたくないという意識が先に立ってしまうので、自ら情報
収集をしなくても、掲示板や回覧板などにより、自然と目につくような形で、フレイル予防や介護に関す
る情報などを得られるようにしてほしい。

　認知症サポーター養成講座修了者を対象としたステップアップ講座について、その存在を知らない人も
いるため、活発な活動に繋げるためにも、もっと周知を図ってほしい。
　認知症への対応についても、地域で認知症の方をサポートする体制を整える一方で、普段の生活の中で
各自が認知症にならない取組を実践する必要が出てくるため、行政は具体的な取組を実施した方がよい。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

中柱
１

（1）共に生きる社会の実現

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　障害に関わる相談は、児童から大人まで幅広く、それ
ぞれが抱える悩みや課題が多様化しており、ライフス
テージの節目においても異なるため、相談支援体制の整
備及び充実を図るとともに、障害が生じたときの本人や
家族の不安などの解消に向けて、総合的な相談体制の確
立を図っていく必要がある。

　重度心身障害者医療費の給付、特別障害者手当などの
支給を行うことにより、障害のある人の経済的負担の軽
減を図ることができた。
　また、障害児等療育支援事業を令和5年10月から開始す
ることにより、身近な地域において療育指導等を受けら
れる体制の充実を図ることができた。

Ｂ
　障害者週間（１２月３日～９日）に啓発事業や市民
ホールにおいて障害福祉施設自主製作品展示販売会を実
施することにより障害者理解の啓発及び周知をすること
ができた。
　他にも、職員（指定管理含む）を対象とした障害者差
別解消法及び朝霞市日本手話言語条例に係る職員研修を
行い、障害者理解の啓発をすることができた。

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

福祉部

障害福祉課

第2章　健康・福祉

－

　障害のある人の自立に向けて、法定雇用率に基づき、
地域において、障害のある人の働く場が拡充されていく
必要がある。
　障害のある人の経済面での自立の促進に資するため、
国や自治体などの公共機関は、物品やサービスを調達す
る際、障害者就労施設等から、優先的・積極的に購入す
ることとなっている。これにより、障害のある人の収入
増加に結び付けていく必要がある。
　障害のある人の自立と社会参加を進めるため、就労の
場の確保に向けて、啓発発動の実施や関係機関等との連
携を図る必要がある。

　社会福祉協議会を指定管理者として、障害福祉サービ
ス事業所、指定特定相談支援事業所、障害者就労支援セ
ンターを運営することにより、一般企業での就労が困難
な障害のある方に対して就労や生産活動の機会を提供す
ることができた。
　また、障害福祉サービスの利用に必要なサービス等利
用計画の作成を通じ就労支援と生活支援を総合的に行う
ことにより、一般就労の促進を図りながら自立と社会参
加を促進することができた。

　障害のある人もない人も共に生活し、活動できる社会
を目指し、日常生活を営む上で様々な障壁（バリア）の
ある環境を十分に理解し、差別や偏見といった「ここ
ろ」の障壁についても「バリアフリー」を推進すること
が求められている。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

（3）自立に向けた就労の支援

 おおむね順
調

Ｂ

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

（2）地域における自立生活支援

04 障害者支援 （後期基本計画冊子　P72～73）

　障害のある人に対する理解が深まり、差別等による社会的障壁が取り除かれ、障害のある人とない人が
共に生きる社会の実現を目指します。
　また、障害のある人の日常生活や社会生活を支援するためのサービス等により、住み慣れた地域での生
活や社会参加の充実を目指します。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

82 82 82 82 82 100

Ｒ元年度 57 82 82

17,279 20,000 21,000 22,000 22,000 24,000

Ｒ元年度 22,599 26,099 28,852

41 41 41 41 41 50

Ｒ元年度 21 35 41

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅰ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

障害の理解に関する普及啓発や広報活動に力をより一層充実していただくとともに、異なる障害を持つ当
事者間においてもお互いの障害の理解が深まるような施策を目指してほしい。

啓発・広報活動件数（件）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 1.17

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

【就労支援】精神障害のある人が急激に増加していることなどから、障害者就労支援センターによる支援
は継続して求められるが、さまざまな就労支援サービスが創設される中で、その役割を検討する必要があ
る。

相談支援事業について、障害者基幹相談支援センターの設置と相談支援事業所、相談支援専門員等の質の
向上に関する施策を検討してほしい。

市役所などの公的機関においても、障害者雇用に率先して取り組んでほしい。

満足度 0.22

【理解促進】障害のある人は年々増加傾向にあり、障害の特性もさまざまであることから、継続的に市民
に対し、広く障害や障害のある人に関する周知、啓発を行う必要がある。

【相談支援体制の充実】地域における相談支援の中核的な役割を担う障害者基幹相談支援センターを設置
し、既存の指定特定相談支援事業所と連携を図り、相談支援体制の更なる充実を目指す。また、指定特定
相談支援事業所及び相談支援専門員の増加に向けて各法人に働きかけを行うとともに、相談支援事業所連
絡会を活用し、既存事業所の質の向上を図る必要がある。

障害福祉サービス等の延べ利用件数（件）

障害者就労支援センター利用による就職者数
（人）

（該当なし）
もっと高齢者にも障がい者にも健常者にも、居心地いい街
づくりをお願いします!!
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第2章　健康・福祉 こども・健康部

健康づくり課

－

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）健康づくりの支援

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　くらしの中からの健康づくりへの関心が高まり、意識向上が図られ、多くの市民に健康づくり活動の輪
が広がっているまちを目指します。
　また、市民ニーズに対応した保健サービス、健康増進事業、健康危機管理体制などが展開され、健康長
寿なまちを目指します。

中柱
１

Ｂ

　生活習慣や社会環境が大きく変化し、様々な要因が私
たちの心や身体に影響を及ぼし、健康への不安も増して
いる。健康長寿社会をめざすためには、市民の健康への
意識向上を図り、市民一人一人が主体的に健康づくりに
取り組める活動の輪が広がることへの支援が求められて
る。

・健康長寿社会をめざし、あさか健康プラン21（第2次）
を推進し、市民の健康増進を図ることができた。
・各種の健康増進事業を実施し、市民の健康への意識向
上を図ったほか、市とともに健康づくりを推進するボラ
ンティア「健康あさか普及員」を推進し、目標に近い登
録者数を得ることができた。（登録者422)
・ウォーキングアプリなどを用いたコバトン健康マイ
レージ事業を実施し、市民の身体活動の増加を支援する
ことができた。（申込者数3,308人）

05 保健･医療　

《主な取組・成果》

（後期基本計画冊子　P74～77）

中柱
３

Ｂ

　地域の医療機関の体制や施設整備の充実への取組が行
われ、身近な医療から高度な医療まで展開されている。
　今後も、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係機関
との連携を図り、市民に対して、医療に関する情報を提
供し、地域医療体制の維持、充実に努めていく必要があ
る。

・在宅当番医制、小児救急医療支援事業、病院群輪番制
など夜間、休日の救急体制の実施や小児救急医療寄附講
座を実施（慶応大学）した。小児救急医療は、365日すべ
ての日で対応、朝霞保健所管内の救急指定病院2か所で年
間完全実施の輪番となり、当番実施率100％を達成した。
新たに早期不妊検査・不育症検査助成費補助事業及び早
期不妊治療助成事業に取り組み、不妊に係る治療費用の
負担軽減を図り、少子化対策社会に資する支援を行っ
た。

 おおむね順
調

（3）地域医療体制の充実

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

Ｂ

　母子保健をはじめとする様々なライフステージにおい
て、健康の保持増進のための健診や相談などの支援体
制、感染症予防事業、健康危機管理体制を展開してい
る。今後においても、市民がより健康な生活を送れるよ
う、一人一人のライフステージにおけるニーズを把握
し、保健サービス体制を進めていく必要がある。

　伴走型支援と出産・子育て交付金、多子世帯応援給付
金の支給を開始し、相談支援と経済的支援の一体的実施
を開始。子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠届
出時に保健師等による全妊婦への面接や妊婦健診の補
助、産後ケア事業、新生児訪問指導、乳幼児健診などを
実施し、妊娠期から子育て期にわたる一貫して切れ目の
ない支援を行い、専門家の支援が必要な場合には、早期
介入し支援した。

 おおむね順
調

（2）保健サービスの充実

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

400 410 420 430 440 450

Ｒ元年度 417 421 422

15.2｜17.9 40｜40 40｜40 40｜40 50｜50 50｜50

Ｒ元年度 7.6｜9.3 7.3｜8.4 7.6｜8.6

79.2 100 100 100 100 100

Ｒ元年度 76.6 79.3 78.7

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３ 【継続性】救急医療を含めた医療体制については現状を維持するとともに、市民それぞれがかかりつけ医を持ち、適
切な受診行動がとれるよう、引き続き啓発を行っていく必要がある。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 1.45 満足度 0.39

中柱ごとの指標（単位）

「健康あさか普及員」の人数（人）

女性のがん（子宮頸がん・乳がん）検診受診率
（％）　※ 左：子宮頸がん　右：乳がん

乳幼児のかかりつけ医普及率（％）

（該当なし）

（令和4年外部評価委員会）
朝霞台周辺に住む妊婦の方から保健センターがある朝霞駅まで電車に乗って行くのは厳しいという声をよ
く聴く。来所が難しい方には訪問も行うとのことだが、自宅への訪問を受ける側の負担も大きい。自宅や
朝霞台出張所のような既存の建物を使って遠隔で保健師と気軽に相談できる仕組みを検討してもらいたい
との意見があった。

（該当なし）

【機運醸成】市民、行政、事業者、関係機関と協同して健康づくりの取組を推進していく必要がある。

【継続性】市民の健康保持増進のため、健診や相談などの支援体制、感染症予防事業、健康危機管理体制
の充実に取り組んでいく必要がある。

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

・朝霞市の子育て支援などはおおむね満足している
・市で体操教室を計画してくれてありがたい

・不妊治療などの助成に年齢制限があり受けられる助成が
見当たらない。助成を検討していただきたい

い
・医療の充実。緊急時の対応に不満がある
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第2章　健康・福祉 こども・健康部

保険年金課

－

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）社会保障制度の適正な運営

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者が安心して医療サービスを受けられ健康な生活を送ることが
できるとともに、適切な年金の届け出を行い年金受給による安定的な生活を送れるまちを目指します。
　また、生活に困窮した市民が、生活保護制度を活用し、自立に向けた支援を受けながら安心して生活で
きるまちを目指します。

中柱
１

Ｂ
　医療保険制度は被保険者数の減少や医療費水準の上昇
など、後期高齢者医療は被保険者数の増加に伴う医療費
が増加傾向にあることから、被保険者が安心して医療を
受けることができるように両制度の安定化を図ることが
課題である。国民年金は、少子高齢化が進む中、老後の
生活安定などのため、適切な加入と負担が求められるこ
とから、広報活動などを通じて制度理解を求め、適切な
加入と負担が求められている。生活保護は、受給者の生
活安定と自立促進に向けて相談・支援・指導を充実させ
ていくことが必要である。

・パンフレットや案内通知などで、受診勧奨を図るとともに意識
の向上と健康づくりの気運醸成に努めたことにより、成果指標の
特定健康診査受診率は、国の参酌基準に基づいて示した数値と実
績との差はあるが、受診率は上昇し、県平均を上回った。
・国民健康保険制度の改正により、県単位での広域化が開始され
たが、市の事業として、資格管理や保険給付、保険税の適正な賦
課及び保健事業など医療費の適正化を図りながら、医療保険制度
に関する市民の理解の促進及び円滑な運営に取り組むことができ
た。
・後期高齢者医療制度及び国民年金制度に関する情報提供や制度
に対する啓発活動に取り組むことができた。
・要保護者に対する適正な生活保護を実施し、自立支援に努め
た。

06 社会保障

《主な取組・成果》

（後期基本計画冊子　P78～79）

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

44.8 54 57 60 60 60

Ｒ元年度 42.4 43.4 45.0

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅰ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３ －

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 1.29 満足度 0.21

中柱ごとの指標（単位）

健康診査対象者（国保被保険者で40歳～75歳未満）
のうち、検診を受診した人の割合（％）

－

－

国民健康保険税の賦課方式が4方式から2方式へ変更することにより、国保税の負担額が急激に増加するこ
とがないよう、被保険者の立場に立った対策を講じるよう要望する。

－

－

【広域化】国民健康保険制度の改正により、県が財政運営の主体となったが、事業は以前と変わらず市が担うことから、今後においても、医療保険制度に関する市民の理解を
促進し、資格管理、保険給付、保険税の適正な賦課及び保健事業など医療費の適正化を図りながら、円滑な運営に取り組む必要がある。
【制度の周知】後期高齢者医療制度に関する情報提供に努めるとともに、国民年金制度は効果的な事業運営が不可欠な事務であることから、制度をわかりやすく啓発する必要
がある。日本年金機構と協力・連携を図りながら、広報による啓発や納付相談、口座振替、保険料の前納制度、免除制度のご案内を行うなどして、情報提供や相談体制の充実
に努める必要がある。
【相談支援体制の充実】生活に困窮する相談者に対し、継続して適正な相談支援を行い、生活保護に繋げるなど、市民に寄り添った対応に努め、受給者の生活安定、自立への
促進、学習支援等、相談・支援業務の質を高めたセーフティネット体制の構築を図る必要がある。

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ｂ
　未来を生きる子どもたちには社会的に自立する力
が不可欠である。先行きが不透明な時代に子どもた
ちが将来、社会の形成者としての役割を果たすため
には、確かな学力を身に付けるとともに基盤となる
自己肯定感や規範意識をしっかりと持たせることが
必要である。そのためには、子どもたちが人との関
わりの中で自分の価値を見出し、社会での職業や勤
労について理解し、働くことについてしっかりとし
た意識を持てるよう教育することが求められてい
る。

・低学年補助員、あさかスクールサポーター、特別
支援学級補助員等を学校ごとに適切配置するととも
に当該職員に研修会を実施した。
・ＩＣＴ支援員を配置（Ｒ５：３名）し、情報教育
に係る学習環境の整備を行うとともに、支援員が授
業におけるICT活用についてサポートし、スキル向
上を図った。
・通常学級における特別な支援を必要とする児童生
徒支援員を各小中学校へ3,000回以上派遣した。
・英語指導助手を小学校７名、中学校５名配置し、
英語担当教員とティーム・ティーチングを実施し
た。

 おおむね順
調

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

Ｂ　次代を担う子どもたちを育むためには、教職員が
学び続ける存在として、個性を生かし、能力を発揮
することが大切である。本市では教職員の資質・能
力の向上に努めるとともに、心や身体の健康保持増
進、働き方改革に基づく取組を進めるなどの支援を
行っている。
　また、快適な教育環境を目指し、自校給食室の設
置、老朽化した学校の改修、エアコンの整備やＩＣ
Ｔ環境の充実、柔軟な通学区の運用などに取り組ん
でいる。今後、しばらくの間、人口増が続くと推計
されている中で、老朽化する学校施設の長寿命化を
図り、児童生徒数の変動を見据えた、安全・安心で
持続的な教育環境を確保することが求められてい
る。

・教科等指導員を任命する教科等の数は目標に達し
ていないが、専門性の高い外部講師を招聘するなど
して、教職員の指導力向上を図ることができた。
・研究開発学校の指定などの取組により、教職員の
資質向上を図った。
・小学校の少人数学級に対応するため、普通教室へ
の転用改修工事を実施した。また、第六小学校と第
九小学校の増築工事に着手した。
・順次進めていた屋内運動場へのエアコン整備につ
いては、令和５年度をもって全校への設置が完了し
た。
・中学校自由選択制による通学区域の弾力化や特認
校制度による活性化に努めた。

 おおむね順
調

（3）質の高い教育を支える教育環境の整備充実

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　子どもに豊かな心と健やかな体を育むとともに、主体的・対話的で深い学びにより確かな学力と自立す
る力を身に付け、質の高い教育を支える教育環境が充実したまちを目指します。
　また、学校・家庭・地域が相互に連携・協働し、地域全体の教育力が向上しているまちを目指します。

中柱
１

Ｂ

　本市では一人一人の児童生徒へきめ細やかな指導
を行うため、生徒指導や教育相談体制の整備充実な
どに取り組んでいる。今日の多様化・複雑化する社
会に対応して、朝霞に住み、日々成長する子どもた
ちが、心豊かに生きる力を育むことができるよう学
校教育の充実が求められている。

・部活動の在り方検討会議を開催した。
・道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業（朝
霞第五中学校）を実施した。
・スクールカウンセラーを市内全小・中学校に配置
し、関係機関等とも連携しながら、子どもが抱える
課題に応じた支援を実施した。
・中学校のさわやか相談室にさわやか相談員、サ
ポート相談員を配置し、きめ細やかな相談体制を構
築した。
・食育啓発リーフレットを作成し、家庭に配布し
た。

 おおむね順
調

中柱
２

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）朝霞の次代を担う人材の育成

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

（2）確かな学力と自立する力の育成

教育総務課

01 学校教育 （後期基本計画冊子　P84～87）

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第3章　教育・文化 学校教育部

教育指導課

21



Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

89 90 90 90 90 90

Ｒ元年度 90 89 88

2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3

Ｒ元年度 2 | 3 3 | 4 2 | 3

10 11 13 14 14 15

Ｒ元年度 16 13 2

3,421 3,500 3,550 3,600 3,700 3,850

Ｒ元年度 1,686 1,915 2,085

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅰ

中柱
４

Ｂ
　核家族化や地域社会のつながりの希薄化等により
子どもたちを取り巻く環境や生活様式が大きく変化
する中、子どもの頃から社会や人々と関わり多様な
経験をすることが必要である。子どもたちは地域の
大人との日常的なふれあいや様々な経験を通して、
地域の構成員としての社会性などを身に付けること
ができる。そのためには、学校と家庭、地域が連
携・協働する双方向の関係に発展させ、地域全体で
子どもの学びや育ちを支えることが求められてい
る。

・各学校において、様々な分野の専門的な知識や技
能を有する市民を支援員として授業等で活用し、そ
れぞれの地域性を生かした特色ある学校づくりに努
めた。
・ふれあい推進事業はコロナ禍により令和元年度か
ら開催が困難となっていたが、令和５年度に全中学
校区でふれあいまつりを再開することができた。
・学校運営協議会(コミュニティ・スクール)を市内
１４校に設置した。※Ｒ６に市内全校がコミュニ
ティスクールとなる。
・家庭教育学級は、コロナ禍による影響があったが
できる限り工夫し、学習に取り組むことができた。

 おおむね順
調

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（4）学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

学習状況調査における平均正答率を上回った科目数
（科目）（小学校２科目／中学校３科目)
※Ｒ４のみ小中とも１科目（理科）増

指導のリーダーとなる知識や技能を持つ「教科等指
導員」を任命する教科等の数（教科等）

市内小・中学校で１年間に活動した学校応援
団の総人数（人）

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）

で、その世代にも少し補助があると助かります。幼稚園など卒園してから無償化に
なった残念な世代です。
・小、中の給食費を無償化してほしい。
・ 少子高齢化を止める為にも子ども３人目まで授かれるような施策を期待しており
ます。例:義務教育である中学校まで学費、医療費を無償化する等。
・ 子育て支援を充実させて欲しい。本当にお金がかかるのは高校以降です。高校の
授業料の補助や、大学の授業料の補助をして頂きたいです。子どもが自ら進学を希
望したくても親にそれだけの収入がなく進学をあきらめなければならないような社
会にならないためにも、学びたいと思っている子には進学ができるようにして欲し
い。（大学に通うことで社会人になったときには、しっかりとした収入を得て、税
金も支払えることになるのでは）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 1.38 満足度 0.21

中柱ごとの指標（単位）

全小・中学校を対象に実施される「規律ある態度」
のアンケート結果における平均達成率（％）
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Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

【学校応援団】子どもたちとの関わりを大切にしながら、学校の教育活動に協力していただく体制づくり
を推進する。
【ふれあい推進事業】各中学校区の特色を生かした取組を引き続き展開する。
【学校運営協議会】すべての学校に学校運営協議会を設置し、学校の抱える課題に対して、地域・保護者
の教育力を生かして取り組む。

【総合教育会議】
・部活動の地域移行にあたり、中学生にとって部活は重要なものであるので、生徒を中心に考えてほし
い。

【豊かな心と健やかな体の育成】発達段階に応じ児童生徒一人一人のきめ細やかな学習支援等を引き続き
推進する。
【教育相談活動の充実】関係機関で連携して教育相談活動を充実させていく。特に不登校児童生徒につい
ては、該当児童生徒の背景を考慮しながら、更に充実を図る。
【部活動の在り方】各学校の現状を踏まえつつ、指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の長時間労働の
解消等の観点から、円滑に部活動が実施できるよう検討する。

【主体的・対話的で深い学びの推進】確かな学力を身に付けさせていくために、引き続き授業改善を推進
する。
【多様な学びの保障】低学年補助員やあさかスクール・サポーター、英語指導助手のほか各種支援員の望
ましい人的配置を図る。
【社会の形成に参画する力の育成】将来の社会を担っていくことができるよう、持続可能な開発のための
教育（ＥＳＤ）や消費者教育などを推進する。

【教職員の資質向上・働き方改革】次代を担う子どもたちを育むために、今後も教職員研修の強化による
教職員の資質向上を図るとともに、業務のデジタル化など負担軽減につながる方策により働き方改革を推
進する。
【安心・安全な施設（設備含む）の改築や改修等】快適な教育環境を目指し、老朽化した学校施設の改築
や改修、加えて設備の修繕等を計画的に実施する。
【学びの環境整備】ＩＣＴ環境の充実整備、近年の温暖化に対応した学習環境の整備、過大規模校の改善
に向けた検討を進める。
【柔軟な教育環境の推進】中学校における特認校制度及び中学校自由選択制度については今後も継続し、
魅力ある学校づくりを目指す必要がある。

【行政施策評価における学識経験者からの意見】
・衣食住の場面といった人間に基本的な暮らしの要素に電子空間、デジタル化、ＡＩが加えられたこと
で、これまでの衣食住空間を電子、デジタル技術が日々浸透している。すなわち、市民の生き方や暮ら
し、ビジネスの価値観にまで大きく変化をもたらそうとしている。これまでの学校と違う形、内容の学校
が登場するかもしれない。授業の形態も大きく変わりつつある。人と人との結びつき、コミュニケーショ
ンの手段や形を変化させている。

【外部評価委員会】
・子どもたちのケアについて、苦しく、厳しい状態の時ほど、ＳＯＳを発信することが難しいので、教育
相談等を活用し、そうした子ども達に気が付けるよう注意深く見守る必要があるのではないか。

【外部評価委員会】
・確かな学力と自立する力の育成 ・生活を送る上で、お金の取扱いは切り離せないことから、今後の子
どもの人生において金融教育は重要なものであるという認識を持ち、取り組んでほしい。
・子どもたちが、社会生活上のマナーや経済・金融に関する知識を学んだり、ボランティア活動の経験を
するためには、学校教育の中だけではなく、地域住民や地域の企業と連携した取組を行ったらどうか。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第3章　教育・文化 生涯学習部

生涯学習・スポーツ課

中央公民館

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）生涯学習活動の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　市民の学習ニーズに応えた学習、文化活動など、学習情報の提供や活動を通して「いつでも」、「どこ
でも」、「誰でも」、生涯にわたって行う「学び」を支え、「学び」の成果を生かすことができるまちを
目指します。

中柱
１

Ｂ

　学び、学びあいを支える環境は整いつつあるが、今
後、学びの成果を活用する仕組みづくりが必要である。
　地域コミュニティの希薄化や外国人住民の増加、価値
観の多様化などが進展していく中、これらの諸課題に対
応するための学習も重要となっている。

　生涯学習体験教室、子ども大学、放課後子ども教室な
ど各種事業を実施し、生涯学習活動の推進に努めた。生
涯学習ガイドブック「コンパス」を発行するとともに、
生涯学習情報の周知を図り、学びあいを支える環境の充
実を図った。
　社会教育委員会議において、第３次生涯学習計画後期
期間の進捗管理を行い、計画に基づく生涯学習活動を推
進した。
　市民企画講座、家庭教育学級事業等により、自主的な
学習活動を支援し、多様な学びの機会を提供した。

02 生涯学習

《主な取組・成果》

（後期基本計画冊子　P88～89）

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

Ｂ

　生涯学習活動拠点としての教育施設（公民館・図書
館・博物館）については、老朽化対応や社会状況に応じ
た環境整備を行う必要がある。
　利用者が快適な環境の中で学習できるよう、計画的に
修繕などを進め、効果的な施設運営を行う必要がある。
　人生１００年時代を見据えた生涯学習を推進していく
ことが求められ、そのためには「学び」を継続的に支援
する専門的な職員育成が必要である。

・公民館では、令和3年度に西朝霞公民館空調設備改修工
事、令和4年度に内間木公民館空調設備改修工事、令和5
年度に中央公民館エレベーター改修工事、長寿命化改修
工事設計業務委託のほか、東朝霞公民館空調設備改修工
事、北朝霞公民館空調設備改修工事設計業務委託を実施
した。また、各種主催事業は概ね計画どおり実施でき
た。
・図書館では、図書、電子図書、視聴覚資料、新聞、雑
誌など資料の充実を図り、資料提供を行うとともに多様
な事業を実施することで、学習機会の提供、読書の推進
を適切に行うことができた。また施設管理においても必
要な修繕を行うことができた。
・博物館では、事業の実施状況を新型コロナ過以前の状
況に戻すべく、可能な限り定員や回数を増やして事業を
展開した。また、展示、教育普及、資料調査、資料保存
及び施設の維持管理のほか、施設改修事業では博物館外
壁等改修工事設計業務委託を実施した。
・社会教育主事講習受講により職員の資質向上に努め
た。

 おおむね順
調

（2）学びを支える環境の充実

《計画策定時の現状と課題》

25



Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

89.1 92 92 92 92 92

Ｒ元年度 93.5 93.1 92.8

65,137 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

Ｒ元年度 36,898 31,723 24,106

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３ －

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 0.75 満足度 0.23

中柱ごとの指標（単位）

事業参加者満足度（％）

公民館、図書館、文化財課が行う生涯学習事
業の参加者総数（人）

－

【外部評価委員会】デジタル社会は時代に即したリテラシー（読み書き、表現の能力）を要求している
が、高齢者などデジタル社会に取り残されている方々もいる。今後デジタル化は社会のあらゆる分野で進
むため、学校教育に限らず、生涯に渡り地域社会として学習をサポートすることが生涯学習の１つのテー
マでもある。この大きな社会変化に対応できるよう将来を見据えて生涯学習に取り組んでいただきたい。
・放課後子ども教室の年間運営日数は、近隣市と随分差がある。子どもの成長に合わせた安心な居場所作
りのため、高学年の児童も過ごしやすい放課後子ども教室の運営日数を増やしていただきたい。
 また、他市では高齢男性等が子供たちと一緒に宿題をしたり、遊んだりと、家にいるような自由な感じ
で過ごしている所もある。近隣の市の事例等も参考にしながら、もう一歩踏み込んで検討いただきたい。
【社会教育委員会議】オンラインやリモートによる参加など、門戸を広げて事業を開催してほしい。

【外部評価委員会】朝霞市は、令和３年度から図書館のデジタル化に踏み切るとのことだが、是非成果が
上がるようにお願いしたい。
【公民館運営審議会】事業や講座の実施に当たっては子育て世代・子どもたちへの配慮だけでなく高齢者
にも配慮してほしい。講座の情報交換等の担当者会議を行う際には社会教育指導員も参加させるとより良
い会議になるのでは。
【図書館協議会】より一層の図書館資料・サービスを充実してほしい。図書館員によるレファレンスサー
ビスの提供を充実してほしい。
【博物館協議会】各種事業について一定の評価を受けているが、このたび新たなキャンパス、新学部を誘
致した東洋大学との連携も必要ではないか。来館者及び事業参加の更なる増加を目指すため周知・啓発の
取り組みを強化してほしい。

－

【多様な学び】デジタル化は社会のあらゆる分野で進んでおり、スマートフォンやタブレットを身近なも
のとして活用し、社会変化に対応するための学びの提供や、講習や研修会などオンラインやリモートを活
用した啓発事業の実施に取り組む必要があります。
【放課後の子どもの居場所づくり】平日の安全・安心な居場所作りのため、学校の空き教室等を活用し放
課後子ども教室の充実を図る必要がある。

【安全・快適】施設改修の実施を予定している部署は、より安全で快適に施設が利用できるよう取り組ん
でいく。
【市民サービスのデジタル化】情報通信機器の普及やデジタル化、新型コロナウイルスの影響など、社会
の変化を的確に捉えるとともに、市民ニーズの把握に努め、公民館、図書館、博物館における市民サービ
スのあり方を考えていく必要がある。
【読書活動の推進】情報ツールや学習方法、楽しみ方が多様化している中、限られた予算で効果的な事業
の実施や適切な資料の収集・提供、施設の維持管理を行い、読書活動の推進と利用者満足度を高めていく
必要がある。

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第3章　教育・文化 生涯学習部

生涯学習・スポーツ課

－

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）スポーツ・レクリエーション活動の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　スポーツ・レクリエーション施設、事業が充実し、新たな指導者が育ち、市民がいつでもどこでも気軽
にスポーツ・レクリエーションに親しめるまちを目指します。

中柱
１

Ｂ
　スポーツ・レクリエーションは、健康で生き生きとし
た生活を送るために欠かせないものであり、多くの市民
にスポーツを親しんでもらえるよう、各種事業の実施に
際しては、各種広報媒体を活用した積極的なＰＲが必要
である。
　また、公共施設以外のスポーツができる場所を活用す
ることなど、地域の資源の更なる活用が求められる。
指導者の高齢化、人材不足が進む中、社会状況やスポー
ツ環境の変化に対応できる新たな指導者の育成が必要で
ある。

・各種事業の実施に際しては、広報あさか、市ホーム
ページに加え、令和４年度から生涯学習・スポーツ課公
式X（旧Twitter）の運用を開始し、現在まで、市事業の
ほか、スポーツ協会加盟団体等の主催事業についての案
内に活用している。
・スポーツ指導者について、スポーツ推進委員の委嘱替
えに伴い、スポーツ協会と連携して新たな委員を複数名
迎えることで、新たな指導者育成の端緒とすることがで
きた。

03 スポーツ･レクリエーション

《主な取組・成果》

（後期基本計画冊子　P90～91）

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

Ｂ

　各施設とも老朽化が進んでいるため、安全・安心な施
設とするため、計画的な施設整備が求められている。

・耐震診断の結果、耐震強度不足が指摘された武道館に
ついて、令和４年度に耐震化及び長寿命化工事に係る設
計業務を行い、令和５年度から工事に着手している。
・朝霞中央公園野球場について、場外への飛球を防止す
るための防球ネットの増設工事の実施を検討し、令和５
年度に設計業務委託を実施した。  おおむね順

調

（2）利用しやすい施設の提供

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

48.4 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Ｒ元年度 - - -

60.6 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

Ｒ元年度 60.0 61.6 61.5

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅳ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３ －

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 0.65 満足度 0.32

中柱ごとの指標（単位）

週１回以上スポーツを行っている人の割合
（％）

体育施設（１４施設）の利用率（％）

－

・市民スポーツ教室は、2日間開催で両日参加が前提となっているが、要件を緩和してはどうか。
・開催時間が平日夜間であるが、日中とすれば、参加しやすくなり、参加者が増えるのではないか。
　（スポーツ推進審議会）

・体育施設の利用者の中に、マナーに欠けた者がいる。利用者が安全快適に利用できるようにするため、
利用者全体のマナーの底上げが必要ではないか。
（スポーツ推進審議会）

－

【環境整備】第２期朝霞市スポーツ推進計画で掲げた目標である「市民の60％以上が週１回以上運動す
る」ことを目指し、多くの方に参加いただけるような事業を展開するため、適宜、種目や開催方法を見直
しし改善していく必要がある。また、体育施設指定管理者である朝霞市文化・スポーツ振興公社と連携
し、多くの方がスポーツに親しんでもらえるような環境整備を行う必要がある。

【施設整備】朝霞市公共施設等マネジメント実施計画において、改修等の優先順位が上位に位置付けられ
ている朝霞中央公園野球場及び陸上競技場について、市民にとって安全・快適で利用しやすい施設となる
よう、長寿命化改修に向けた検討を計画的に進めていく必要がある。また、それ以外の施設についても、
指定管理者である朝霞市文化・スポーツ振興公社とともに定期的な施設点検を行い、修繕等、必要な対応
を随時行う。

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）
・体育館などでスポーツ教室を開いて、誰でも参加できる
ようなことをしてほしい。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第3章　教育・文化 生涯学習部

文化財課

生涯学習・スポーツ課、地域づくり支援課

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）歴史や伝統の保護・活用

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　市民が芸術文化活動の成果を発表できる場と機会が確保され、様々な芸術文化にふれあうことができる
とともに、「彩夏祭」などの地域イベントが市民の手で継続して開催され、次世代に地域文化が歴史や伝
統とともに継承され、郷土に対する愛着や誇りを持てるまちを目指します。

中柱
１

Ｂ

　地域の歴史や文化財を保護・活用しながら次世代へ適
切に継承していくため、文化・歴史における地域的特色
を学術的に明らかにしていくことが必要である。
　また、学校との連携を密にして、子どもたちが郷土の
歴史や文化を学ぶ機会を広げていく必要がある。

・指定文化財の適切な維持管理に努め、旧高橋家住宅で
は茅葺屋根の修理工事期間も開園し、屋根修理状況を公
開することができた。
・博物館においては、市民ニーズに対応しつつ各種展示
や講座を実施している。
・博学連携としては、来館事業や出張事業を行うことで
市内小・中学校と連携を進めることができた。
・博物館法の改正に対する対応については、デジタル
アーカイブについて検討を行っている。

04 地域文化

《主な取組・成果》

（後期基本計画冊子　P92～94）

中柱
３

Ｂ

　市民が主役の朝霞市民まつり「彩夏祭」は、コミュニ
ティ協議会加盟団体を中心とした実行委員会が運営する
仕組みが確立されている。人口の流出入が多い都心の
ベットタウンである本市は、ふるさと意識が希薄になり
がちで、独自の文化が育ちにくい土壌である。今後のま
ちづくりにおいては、ふるさと意識を形成し、市民が地
元に愛着と誇りをもてるよう､「彩夏祭」､「黒目川花ま
つり」､「朝霞アートマルシェ」､「どんぶり王選手権」
などの地域イベントに代表される市民が共有できる地域
独自の文化を、いかに市民の間に根付かせていくかが課
題である。

・コミュニティ協議会に補助金を交付し、運営を安定さ
せることで、彩夏祭をはじめ独自文化を根付かせること
ができた。
・彩夏祭のよさこい鳴子踊りに参加する小・中学校に補
助金を交付し、活動を支援することで、ふるさと意識の
醸成に寄与することができた。
・朝霞市民優待の実施（佐久市、東根市、西伊豆町/ホテ
ル・旅館の宿泊料10%割引、瑞浪市/3館共通パスポート配
布)により、地域間･都市間交流を推進することができ
た。

 おおむね順
調

（3）地域文化によるまちづくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

Ｃ

  市民の文化芸術活動は、伝統文化や芸術文化に関心を
示す若者が少ないことや活動団体などの高齢化が進んで
いるため、次世代への伝承や育成を図ることが課題と
なっている。市民が多様な芸術文化にふれあうことがで
きるとともに、芸術文化活動に参加する機会の充実を図
る必要がある。

・令和４年度は「芸術･文化団体支援事業補助金」制度を
設け、コロナ禍においても団体活動を支援することがで
きた。
・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、入場者数は
目標値に達していないが、感染症対策をとりながら取組
方法を工夫して実施したことで５類移行後は、世代交代
が進む団体の活動が活発化しており、発表の場で子ども
たちの参加が増加している。
・「親子陶芸教室」や「文化祭」などで子どもたちが文
化芸術を体験する機会を提供することで関心を高めるこ
とができた。

やや遅れてい
る

（2）芸術文化の振興

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

6 6 6 6 6 6

Ｒ元年度 7 7 7

12,366 12,610 12,610 12,610 12,610 14,500

Ｒ元年度 2,196 8,030 8,766

710,000 700,000 710,000 710,000 710,000 720,000

Ｒ元年度 0 350,000 990,000

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅳ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３
【地域活性化】市民まつりなど地域イベント活性化のため、市としても必要な支援をしていく必要があ
る。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 0.64 満足度 0.34

中柱ごとの指標（単位）

博物館展示回数（回）

文化祭入場者数（人）

朝霞市民まつり「彩夏祭」来場者数（人）

【外部評価委員会】重要文化財旧高橋家住宅については、市民に対して、その重要性を周知し、維持・保
存も地域の役割であることの啓発に努めてほしい。
【博物館協議会】博物館法改正を踏まえ、引き続き地域や学校との連携を進めるとともに、Wi-Fi等環境
の整備やデジタルアーカイブ化に向けた検討を始めてほしい。

【社会教育委員会議】オンラインやリモートによる参加など、門戸をひろげて事業を開催してほしい。
【外部評価委員会】文化協会や芸術文化団体、生涯学習ボランティアバンク登録をされている方々と連携
して、文化活動が活性化するように取組を進めてほしい。

【外部評価委員会】様々な専門知識、技能を持ったその道のプロが住んでいるので、地域の文化活用を進
めていく上で協力を得ながら事業を進めてほしい。

【文化財のプロモーション化】博物館法改正の趣旨に鑑み、文化財の保護・管理とともに、文化財を市の
特徴を示すプロモーションとして使用できるよう、関係各課との情報共有を行っていく必要がある。

【伝統文化や地域芸能の次世代への伝承】伝統文化や地域芸能の次世代への伝承や後継者の育成を図るこ
とが課題となっている。市民のニーズが団体活動に反映され、世代交代が進み、活発に活動する団体があ
る中で、高齢化し活動が続かなくなる団体も出てきている。引き続き、伝統・芸術文化を伝え、触れ、体
験する機会の充実を図るとともに、様々な分野の文化活動を発信していく必要がある。

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

・彩夏祭が好きなので今後も続いて欲しいです。
・朝霞の歴史と原風景を維持してほしい。
・彩夏祭の他にも朝霞に来たくなるようなイベントがもっ
とあると良いと思います。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

（2）低炭素・循環型社会の推進

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

（3）環境教育・環境学習の推進

 おおむね順
調

Ｂ

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

市民環境部

環境推進課

第4章　環境・コミュニティ

－

　市全体の環境保全に向けて、市民一人一人の身近な環
境への配慮が重要であり、環境保全への理解を進めるこ
とが必要となる。

・市の良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため「第３次朝
霞市環境基本計画」を策定し、計画に基づき各事業を実施した。また、事業
結果を「朝霞市環境基本計画実施計画」や環境施策年次報告「朝霞の環境」
で周知することで、環境活動への理解を進めることができた。
・市民等を交えた市内一斉清掃活動「きれいなまちづくり運動」（年２回・春
秋）の実施や、市内小学生を対象に募集した美化ポスターの入選者及び美
化活動に貢献した団体等を表彰し、ポスターを看板化したものを市内に掲
示すること等により、市民へ環境への配慮の重要性を啓発し、環境保全へ
の理解を進めることができた。
・環境学習の一助となるよう「あさか環境かるた」を作成しホームページで
周知したほか、不法投棄監視パトロール（年２４回）や環境美化推進員によ
る市内美化活動や路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーンなどを実施した。

　本市の魅力である豊かな緑と水辺が守り育まれ、誰もが健康で安心して暮らせるまちを目指します。
　また、環境への負荷が少なく、持続可能な社会が構築されているまちを目指します。

01 環境 （後期基本計画冊子　P98～99）

やや遅れてい
る

中柱
１

（1）住みよい環境づくりの推進

Ｃ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの増加は、気候
変動を引き起こし、生態系にも大きな影響を与えてい
る。持続可能な社会を構築するためには、市民・事業
者・行政が共通認識の下、相互に連携を深め、環境への
負荷の少ない活動を推進するとともに、温室効果ガスの
排出抑制に取り組むことが必要となる。

・温室効果ガス排出量の削減を推進するため「朝霞市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）」を策定すると共に、同計画を推進するための実行計画
として「第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を改定し、削
減目標も改定した。同時に「朝霞市気候変動適応計画」を策定した。
・リサイクルプラザでは、会員登録された市民から出品された不要な衣類
や雑貨等の販売・清算や、再生可能な不要家具類を引き取り補修して、毎
月、抽選により展示販売を実施することにより、不要とされた物を廃棄物
とせず再利用することができた。
・朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱に基づき補助金を交付
し、令和5年度までに1,215件の補助を行った。また、令和５年度は補助対
象事業を拡大すると共に、国の補助金を利用した省エネエアコン買替え促
進補助事業を実施し601件に補助金を交付したことで、再生可能エネル
ギーの利用及び温室効果ガスの排出制御、雨水の有効活用等の普及促進
を図ることができた。

Ｂ
・みどりのまちづくり基金募金活動及びPR活動や、生産緑地地区の指定・
解除・変更等の事務の実施、雑木林や斜面林、河川等の管理ボランティア
への支援や、水質維持のための合併処理浄化槽の設置や適正な維持管理
の周知啓発をとおして自然環境の保全を進めることができた。
・大気・水質環境調査及び道路の騒音・振動に係る調査を継続して実施す
ると共に、水質汚濁防止法に関する事業所への立入調査を実施することで
安全安心の生活環境の保全を推進することができた。
・畜犬登録や狂犬病予防注射の実施について周知啓発や、ドッグランの利
用をとおして、飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることで、人と動物
との共生社会の推進を図ることができた。また、有害鳥獣や害虫に関する
被害相談を受けると共に、スズメバチの巣の駆除やムクドリの追い払いな
どの対応を行った。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

　本市の魅力である快適で住みよい環境を形成してきた
黒目川などの河川や、雑木林、段丘斜面林などの自然環
境をこれからも保全する必要がある。
　安全・安心の生活環境を保全するため、本市における
水質、大気などの状況を継続的に捉えるとともに、騒
音、振動、悪臭などの公害対策も引き続き取り組んでい
く必要がある。
　ペットの適正飼育や動植物の保護管理、有害鳥獣・害
虫などからの被害対応など、多様な生物と市民が共生す
るための対応が必要となる。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

7 7 7 6 6 6

Ｒ元年度 8 9 7

-1.71 14.8 9 3.1 -2.8 -8.6

Ｒ元年度 1.06 -4.47 3.1

185 190 190 200 200 200

Ｒ元年度 226 229 251

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【効果の的確な把握】・広報やＳＮＳ等での環境関連記事の掲載や環境施策年次報告書の発行、「きれいなまちづくり運動」等の事業の開催等を通じ
て、市民や事業者の環境意識の向上を図っているが、効果が見えにくい。そのため、市民等が必要としている環境情報を的確に把握し、環境学習・環
境教育の推進に反映させていることが課題である。
【情報提供・活動支援】・市民や事業者との環境情報や環境問題の共有や環境意識が向上するような取組を継続するため、分かり易い情報提供を積極
的に行い、市民団体等への活動支援を継続するとともに、その内容について改善していく必要がある。

【外部評価委員会】
・低炭素を超え、脱炭素を目指すよう将来を見据えた計画をたてて欲しい。
・生ごみの堆肥化を促進する取組を進めて欲しい。
・CO2排出量の推計方法について、市独自の地点集計等を実施し、その数値も勘案しながら施策の現状把握を行えるようにしていって欲しい。
・リサイクルプラザについて、市が運営するのであれば、時代の変化を踏まえ、アプローチの仕方を見直したり、展示テーマを絞ったりなど、有効な
使い方を検討する必要があるのではないか。

【環境審議会】
・環境問題について、市としてもっとPRして欲しい。
・施策やテーマごとの内容をSNS等で知らせることにより、市民の協力を促す活動をして欲しい。
・環境学習を進めるうえで、環境施策年次報告書「朝霞の環境」を中学校や高校にも配布した方が良い。
・環境施策年次報告書には、改善内容や関連する計画等を掲載するとともに、（「朝霞の環境」及び「環境基本計画実施計画」が、第３次朝霞市環境
基本計画に伴い、内容や掲載順が変更になったため）体裁を整え、QRコードの説明や、資料編に詳細説明がある場合にページ案内を入れるなどの工夫
を施し、分かり易いものにして欲しい。

満足度 0.29

【環境調査の継続】・大気・水質環境調査などの結果は安定した数値を示しているが、今後も定期的な監視と対策を実施していく必要がある。
【緑地保全・緑化推進】・環境の保全、防災、景観形成、レクリエーションなどの機能を持つ緑の減少傾向を止めるため、積極的に保護・創出する必
要がある。
【意識啓発・活動支援】・環境を改善するために、市は市民、事業者に対して意識啓発や活動支援を行うことが重要である。

【財政上の課題】・CO2の削減のためには、意識醸成等の啓発とともに、省エネ設備等の導入が不可欠であるが、財政上の問題もあり直ぐに実施するこ
とは難しい。そのため、施設の大規模改修等の際に、再エネや省エネ設備の導入を推進していくことが課題となる。
【協働】・脱炭素・循環型社会は、市民・事業者・行政が一体となって取り組まなければ達成することができない。カーボンニュートラル実現に向け
て、産業、暮らし、交通、公共等あらゆる分野で取り組む必要がある。
【計画の推進】・温室効果ガスの削減等を推進するための地球温暖化対策実行計画を着実に実行することにより、環境に負荷をかけないまちづくりを
進める必要がある。

市事務事業のCo2排出量の削減率（％）
※令和４年度からは「第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画(事務
事業編)」の策定に伴い削減目標の算出方法が変更となっている

環境美化ポスターの応募者数（人）

・緑が多く、楽しい生活ができている。

・黒目川や新河岸川の流域に残された自然環境を残して街
づくりを期待する。
・子どもたちの教育のためにも、ほどよい緑や自然が大切
だと思う。今のような朝霞のいい所、自然や緑を守って
いって頂きたい。

【外部評価委員会】
・保護地区、保護樹木の指定や、基地跡地の利用等貴重な緑の保全と有効活用を考えて欲しい。
・市民や商店街と協働で緑を増やす取組を進めて欲しい。
・緑づくりは、市役所全体のコンセンサスを得て、協力して取り組んで欲しい。
・緑地保全は、CO2の減少にも関係し、低炭素・循環型社会の推進に重なる問題であるので、担当課の枠を越え、全体的なものとして取り組んでもらい
たい。
・緑地保全について、既存の制度では限界があると思うので、クラウドファンディング等、新たな方法を取り入れながら展開して欲しい。

典型７公害苦情受付件数（件）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 1.20

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

（2）ごみ処理体制の充実

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

市民環境部

資源リサイクル課

第4章　環境・コミュニティ

－

－ －

　市民、事業者、行政の三者の協働により、ごみの排出量の抑制と、ごみの再資源化への理解が進み、さ
らに推進された「低炭素・循環型社会」が構築されているまちを目指します。

02 ごみ処理 （後期基本計画冊子　P100～101）

 おおむね順
調

中柱
１

（1）ごみの減量・リサイクルの推進

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　本市のごみ処理施設の一部は老朽化が進んでおり、ご
み処理広域化が実現するまでの間、施設の安定稼働のた
めの維持管理を継続する必要がある。
　また、し尿処理人口は、都市化とともに減少している
が、今後においても、一定のし尿処理が見込まれること
から、朝霞地区一部事務組合によるし尿処理体制を維持
していく必要がある。

・効率的な収集体制を維持し、家庭ごみの収集運搬業務を委
託により実施した。
・中間処理後、再資源化を実施した。
　R3：焼却灰3,460t(埋立処理978t､再資源化処理2,482t)、
　　不燃残渣等2,408t(埋立処理190t、資源化処理2,218t）
　R4：焼却灰3,392t(埋立処理970t､再資源化処理2,422t)、
　　不燃残渣等2,154t(埋立処理113t、資源化処理2,041t）
・ごみ焼却処理施設の各種修繕・工事、その他各種設備機器
の点検整備を実施した。
・朝霞和光資源循環組合へ、新ごみ焼却処理施設建設に必要
な費用を支出した。

Ｂ・小学生対象の３Ｒ啓発事業を開催した。
・クリーンセンターの施設見学を受入れた。（各小学校
（４年生）ほか）
・広報、HP等でごみ減量、再資源化の啓発に努めた。
・市民活動団体と協働で作成した「ごみ分別アプリ」の
情報発信を行った。
・事業系ごみ削減の啓発を行い、排出量の抑制に努め
た。
・資源物回収団体への補助金を交付した。
（R3：8,960,936円、R4：7,021,008円）
・『第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画』を策定し
た。(計画期間:R6～R15）

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

　本市においては、ごみの分別の徹底と再資源化に継続
的に取り組んでおり、ごみの排出量は減少傾向となって
いるが、将来的に人口増の影響でごみの排出量は増える
ことが懸念されることから、市民、事業者、行政の三者
が連携して、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）の意識を高め、さらにごみの減量化及び再資源化に
取り組む必要がある。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

572 524 516 509 502 462

Ｒ元年度 577 558 536

97.8 97.6 97.6 97.6 97.6 94.6

Ｒ元年度 98.1 98.1 98.4

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３ －

【第6次基本計画策定に伴う市民説明会など】
・子どもの意識が高くなれば家庭における分別マナーは改善されるので､小学校低学年を対象にクリーンセンター見
学を行ってみてはどうか。市の取組のＰＲにもつながる。

－

満足度 0.65

【啓発】循環型社会の構築には、市民や事業者の協力が必要不可欠であるため、意識啓発を継続する必要
があるほか、社会の変化に応じて啓発手法を見直していく必要がある。
【ごみ減量・再資源化の推進】今後もごみの適正分別、再資源化を推進していく必要がある。

【体制の充実】効率的な収集体制を維持し、ごみ処理施設の安全かつ適切な運転と維持管理を行うととも
に、最終処分場の確保や再資源化に努めるなど、ごみ処理体制の充実を図る必要がある。
【広域化の推進】将来にわたる安定的なごみ処理体制の構築を図るため、和光市や朝霞和光資源循環組合
と継続して協議を行う必要がある。

ごみ焼却処理施設の稼働率（％）

－

（該当なし） （該当なし）

【廃棄物減量等推進審議会】
・ごみの総排出量は減少しているが、引き続き、分別啓発･リサイクルの推進に向けた取組が必要である。
・ごみの減量化には、ごみ処理の状況について市民の認知度を上げていく必要がある。
・ペーパーレス化の進展等により資源回収量が減少しているが､今後何らかの対策が必要である。
・事業ごみの減量化に向けて、立入調査による実態把握や適正排出の指導等に努めること。
【外部評価委員会】
・リサイクルプラザについて、市が運営するのであれば、時代の変化を踏まえ、アプローチの仕方を見直したり、展示テーマを絞ったりなど、有効な
使い方を検討する必要があるのではないか。

市民一人当たりごみ排出量（ｇ／日）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 1.39

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

・自治会等運営費補助金及び自治会等集会所建設事業補
助金を交付することで、自治会・町内会の運営を支援す
ることができた。

中柱
２

Ｂ

　地域の活動拠点となる市民センター、コミュニティセ
ンター、市民会館が、今後も利用しやすい施設として活
用されるよう、老朽化する施設を適切に維持管理するこ
とが課題。

・コミュニティセンターでは、中央公民館と併せ長寿命
化改修工事設計業務委託を実施し、舞台機構照明保守、
音響保守、ホール座席保守のほか、必要な修繕を随時
行ったことにより、適切に維持管理が行えた。
・仲町市民センターの大規模改修工事設計業務委託を実
施したことにより、計画的な施設の維持管理が行えた。  おおむね順

調

（2）活動施設の充実

03 コミュニティ （後期基本計画冊子　P102～103）

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第4章　環境・コミュニティ 市民環境部

地域づくり支援課

－

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）コミュニティ活動の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　市民が地域コミュニティ活動や文化活動を行える基盤を整え、地域住民のコミュニティ活動が活発に行
われるまちを目指します。

中柱
１

Ｂ　地域コミュニティの要である自治会・町内会は、地域コミュニ
ティの希薄化や市民の価値観の多様化、自治会・町内会が抱える
課題などにより加入率が低下している。東日本大震災を契機に、
自治会・町内会の果たす役割が様々な面で再認識されたことか
ら、自治会・町内会に加入し、住民相互の理解を深めておくこと
が大切になっている。
　また、マンションなど共同住宅の居住世帯が増えていることか
ら、居住形態にかかわらず地域でコミュニケーションを図りやす
くする工夫のほか、住民ニーズを把握することが必要。
　地縁組織である自治会・町内会や目的型コミュニティであるNPO
などの市民活動団体が引き続き主体的に活動し、相互の連携が図
れるように支援していくことが課題。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4

Ｒ元年度 39.5 38.5 37.5

59.60 60.75 60.86 60.97 61.08 61.20

Ｒ元年度 60.50 61.10 61.00

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）

　非常時の連携を深めるためにも、また、明日の朝霞を考える場合で
も、市の意向を受けてそれを推進する組織だった臣民団体（町内会・各
種団体等）が必要不可欠と思います。特に町内会は地元に根付いた組織
であり、市はもっと連携を深め、町内会活動が活性化するよう、指導し
てもらいたいと思います。

防災や地域住民のつながり、子ども・高齢者の見守りなど、地域において町内会の果たすや役割は大き
い。町内会への加入促進活動を行っても新規加入者が増えない原因が、役員等の負担感にあるのであれ
ば、それを解消するような思い切った発想の転換が必要ではないか。

（該当なし）

－

【地域活性化】加入率の低下や役員の負担軽減などの課題解決に向けて、自治会連合会と連携して取り組
む必要がある。

【継続性】利用者ニーズや朝霞市公共施設等マネジメント実施計画に基づき、大規模改修や修繕等が適切
に実施できるよう指定管理者等の関係機関と連携して管理運営を行う。

－

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 0.57 満足度 0.23

中柱ごとの指標（単位）

自治会・町内会加入世帯数・加入率（％）

市民センター利用率（％）

－
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第4章　環境・コミュニティ 市民環境部

地域づくり支援課04 市民活動 （後期基本計画冊子　P104～105）

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）市民活動への支援

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　ＮＰＯなどの市民活動団体の活動の基盤が整い、活動に必要な情報の収集や相談、組織化や運営などへ
の支援が受けられることで、市民活動が活性化するまちを目指します。

中柱
１

Ｂ

　地域の課題解決に向けて、様々な分野の市民活動が広
がっている。より多くの市民に市民活動へ参加する機会
を提供するほか、活動の周知・啓発を行っていく必要が
ある。また、市民活動団体が継続した活動を行っていく
ため、支援する側のスキル向上を図るなど、団体支援を
行っていく必要がある。

　市民活動団体に補助金を交付するなど団体支援を行う
とともに、市民活動パネル展の開催、市民活動ガイド
ブック及びメールマガジンの発行、広報あさかに市民活
動の特集記事を掲載するなど市民活動の啓発や参加促進
を行うことで、市民活動の活性化を図ることができた。
ＮＰＯ法人数については、目標に至らなかったが、市民
活動相談会や地域活動の参加促進に繋がるセミナー、近
隣３市（志木市、和光市、新座市）と協力して市民活動
団体交流会を開催するなど、人材の育成、活動範囲の拡
大等に努めることができた。

 おおむね順
調

《主な取組・成果》

中柱
２

Ｂ

　市民活動の拠点施設として、市民や市民活動団体が利
用しやすいように、市民活動支援ステーション・シニア
活動センターの維持管理や設備の充実が必要である。

　市民活動に関する情報の提供や相談等の場所として、
必要な備品や機器の設置及び施設の適切な維持管理を行
い、団体の施設利用回数（延べ）の目標を達成すること
ができた。今後も利用しやすい施設となるよう維持管理
を適切に行っていく。  おおむね順

調

（2）市民活動環境の充実

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

47 52 54 56 58 60

Ｒ元年度 47 48 47

505 510 520 530 540 550

Ｒ元年度 451 456 530

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

－

ＮＰＯ法人数（法人）

団体の施設利用回数（延べ）

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）

重要度 0.54 満足度 0.21

ＮＰＯの支援について、相談会の実施や補助金の交付だけではなく、職員が団体の活動を知ろうとし、ま
た関係者と話をして、普段から関わりを持つなどの地道な努力を重ねることで、ＮＰＯ団体の増加という
目標の達成につなげることができるのではないか。

（該当なし）

－

【設立・運営支援】地域の課題解決に取り組む市民活動団体の役割は幅広く、今後も様々な分野の活動が
広がっていくことが見込まれるため、市民活動団体の設立・運営支援などで市が関与していく必要性は高
い。そのため今後も支援を継続するとともに、団体が地域で継続した活動を担っていけるよう、支援する
側のスキル向上を図ることも必要である。

【拠点施設】市民活動の拠点施設として、市民や市民活動団体の活動がサポートできるように、施設、備
品の適切な維持管理等を行い、市民活動の一層の活性化を図る必要がある。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

－ －

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

・ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞの維持管理を行うとともに、官民連携による
ｲﾍﾞﾝﾄ（ｱｻｶｽﾄﾘｰﾄﾃﾗｽ、あさか冬のあかりﾃﾗｽ）などの利活
用を行ったことにより、まちなかのにぎわい創出が図ら
れた。
・国道254号ﾊﾞｲﾊﾟｽ沿道の土地利用に向けて、検討委員会
を設置し検討を進め、「国道254号ﾊﾞｲﾊﾟｽ沿道の土地利用
について（案）」を作成したことにより、今後のまちづ
くりの目標の整理が進捗した。
・基地跡地暫定利用広場（朝霞の森）において、冒険遊
び場づくりをNPO法人朝霞ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸの会に委託して実施し
たことなどにより、魅力ある公共空間の利活用が進ん
だ。

Ｂ・道路整備基本計画に基づく拡幅路線の買収を実施したこと
により、利便性や安全性の向上が図られた。
・朝霞駅南口周辺地区において、「居心地が良く歩きたくな
るまちなか」と「人でにぎわう魅力的な商業ｴﾘｱ」の創出を目
指し、ｴﾘｱﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを構築し、ｴﾘｱの将来像となる未来ﾋﾞｼﾞｮ
ﾝの策定を行った。また、北朝霞・朝霞台地区において、ｴﾘｱ
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの構築や、ｴﾘｱの将来像となる未来ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定に
向けた検討を進めたことにより、官民連携による公共空間の
魅力向上に向けた意識醸成が図られた。
・立地適正化計画(防災指針含む)を策定したことにより、ｺﾝ
ﾊﾟｸﾄ・ﾌﾟﾗｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸの考え方に基づく都市づくりの推進が図
られた。

　本市は人口増加が続いており、開発需要がいまだ旺盛
であり、適切な土地利用を図っていくために、都市計画
等の制度を適正に運用し、着実に実行していく必要があ
る。
　地域の拠点となる医療・福祉・教育施設の集約的な立
地の検討が必要であるほか、基地跡地地区や公共施設跡
地について、地域の活性化に寄与する土地利用が必要で
ある。
　旧暫定逆線引き地区における地区施設の整備を進める
とともに、土地区画整理事業について、合意形成が得ら
れれば支援を検討していく。

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

都市建設部

まちづくり推進課

第5章　都市基盤・産業振興

01 土地利用 （後期基本計画冊子　P112～113）

　まちの限られた土地資源が有効に活用され、公共交通機関の利便性の高い地域を中心に市街地がまとま
り、緑地・自然環境と調和した、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を行えるまちを目指しま
す。

－

中柱
２

（2）市街地周辺の適正な利用

 おおむね順
調

中柱
１

（1）市街地の適正な利用

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　市街化調整区域は、黒目川をはじめとする河川沿いの
緑と水辺など優れた自然環境や優良な農地が残されてお
り、これらをできる限り保全しながら、地域の状況に応
じて、自然環境などとの調和を図りながら適切な土地利
用が行われるようにしていく必要がある。
　基地跡地地区については、利用計画等に基づき、まち
の顔となる魅力ある活用が必要である。
　市内の緑地は、緑化推進条例に基づく保護地区・保護
樹木の指定など、今後も都市環境の保全、景観の維持な
ど、緑地の持つ役割を踏まえ、保全が必要となる。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

1,908 2,278 2,648 3,018 3,388 3,756

Ｒ元年度 853 853 853
東洋大学周辺の適正な

医療施設の土地利用

国道２５４号バイパス周辺

の適正な土地利用

国道２５４号バイパス周辺

の適正な土地利用

国道２５４号バイパス周辺

の適正な土地利用

国道２５４号バイパス周辺

の適正な土地利用

国道２５４号バイパス周辺

の適正な土地利用

Ｒ元年度 ー ー ー

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【安全・安心】厳しい財政状況等を踏まえ、効率的な道路整備等を推進していくことが課題ではあるが、
土地利用においては、地区計画などにより地区ごとにふさわしい良好なまちづくりを進めていくほか、道
路整備基本計画に基づく道路拡幅による安全な歩行空間の確保など、人中心のまちなかづくりを推進する
必要がある。また、舗装や橋梁、歩道橋の長寿命化対策を計画に基づき実施するほか、大地震の発災を見
据えた、無電柱化の推進などに努める必要がある。

【自然環境】市内に残された貴重な緑を保全し、有効活用について検討していくことが課題ではあるが、
道路や公園などの緑化を推進していく必要があり、また、公共空間の利活用について、官民で連携しなが
ら検討し、にぎわいを創出する取り組みを進めていく必要がある。国道254号ﾊﾞｲﾊﾟｽ沿道については、地
域経済の活性化に資する土地利用の検討を引き続き進める必要がある。

市街化調整区域の適正な土地利用（ー）

－

（該当なし）
　まちの活性化、魅力ＵＰのためにも、１日１４万人が乗
降する朝霞台駅、北朝霞駅周辺の都市開発を鉄道会社に働
きかけ、協議していってほしい。

重要度 0.97

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

・シンボルロードなども魅力的な取組として成果を挙げているが、それがシティープロモーションに生か
されておらず、シンボルロードを歩く人が訪れるような取組に発展させることが重要である。
・住民も住む場所を選ぶ時代になってきており、行政はそれをどうサポートしていくか考える必要があ
り、現状の延長ではなく、将来に向けた調査研究を進め、成果を見据えた政策を実現できるよう取り組ん
でもらいたい。

中柱ごとの指標（単位）

－

・プレーパークについて、自然に触れる機会は子供の育ちにとても重要なので、できれば常設してもらい
たい。
・緑づくりは市の戦略的な要素であるため、担当課を超え、市役所全体のコンセンサスを得て、継続的に
取り組んでいただきたい。
・市内の雑木林が伐採され、緑が損なわれることを危惧しており、保護地区等の指定や基地跡地の利用
等、貴重な緑の保全と市民生活向上のため有効活用をお願いしたい。

－

満足度 -0.04

区画道路整備延長（ｍ）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
２

Ｂ
　都市計画道路は、交通を円滑に処理するだけでなく、
市街地の骨格形成や防災空間などの多様で重要な機能を
担う。このような役割を発揮できるよう全線開通を目指
し整備を推進する。
　橋梁については、早期架け替えが必要となる重大な損
傷のある橋梁はないが、朝霞市橋梁長寿命化計画及び朝
霞市歩道橋長寿命化計画により予防保全的修繕を行い、
限られた財源の中で効果的な維持管理を行っていく必要
がある。

・都市計画道路駅東通線及び岡通線の整備推進や、埼玉県が施行
する街路事業に負担金を支出したほか、国道254号ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備促
進のため、国や県に対し要望活動を行うとともに、県と必要な協
議を実施したことにより、都市間の道路交通ﾈｯﾄﾜｰｸ形成の向上が
図られている。
・市道の道路改良工事、歩道築造工事、舗装改修工事などを実施
したことにより、利便性や安全性の向上が図られている。
・都市計画道路駅西口富士見通線や周辺の公共空地について、
ウォーカブル空間としての再整備の検討に着手したことにより、
今後、新たな公共空間の利活用が期待できる。

 おおむね順
調

（2）まちの骨格となる道路づくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

Ｂ
　歩行者の安全を第一に考え、ゾーン30の設定等交通安
全対策が必要である。また、近年増加している自転車事
故への対応として継続的な啓発活動も必要である。
　公共交通関連では、公共交通空白地区の改善、効果的
な市内循環バスの運行などについて、地域交通協議会で
検討し、施策を推進する必要がある。
　また、自転車等駐車場を適切に管理しつつ駅前周辺の
放置自転車への対応策を進め、公共交通を補完する手段
としてシェアサイクルの利用を推進していく必要があ
る。

・地域公共交通協議会を開催するとともに、市民や関係機関と協
働で、地域公共交通計画の各種施策を推進したことにより、公共
交通の利便性の向上などが図られた。
・公共交通の補完と市民の移動の利便性向上のため、シェアサイ
クルの実証実験を継続して実施したことに加え、放置自転車の撤
去及び指導員の巡回実施により、放置自転車や撤去自転車が減少
した。
・地域住民と一体となり、新たな公共交通の導入に向け検討を実
施したことにより、公共交通空白地区改善の進捗が図られた。
・橋梁点検結果を踏まえ、緊急性の高い橋梁から改修に向けて設
計を実施したことにより、橋梁の長寿命化が進捗した。

 おおむね順
調

（3）良好な交通環境づくり

《計画策定時の現状と課題》

Ｂ
　市民意識調査で道路・橋梁は、重要度は高く満足度が
低い項目であり、早急な取組が必要だが道路整備には、
多額の費用と時間を要すため、優先順位を定め計画的に
事業を進める必要がある。
　歩行者の安全・安心対策では、歩道拡幅が必要であ
り、拡幅困難な箇所は路面標示等の対策を行う。
　また、歩いて暮らせるまちなかづくりのため、歩行者
中心の空間整備が必要であり、ベンチ等休息スペースを
設けるなどゆとりある道路空間の形成について検討する
必要がある。

・歩道設置については、朝霞市道路整備基本計画に基づき可能な
箇所から順次買収・整備を実施し、歩行空間の確保に寄与してい
る。また、整備が進まない箇所については、ポストコーンやボ
ラードの設置及び路面標示の実施により、歩行者の安全性向上を
図っている。
・シンボルロードへの「みどりのテラス」の設置や黒目川の溝沼
池田橋付近への「黒目川さくらテラス」の設置、その他駅前広場
や黒目川遊歩道、バス待ち環境の改善としてバス停等にベンチの
設置を行い、人中心の道路空間の形成に寄与している。

 おおむね順
調

《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）やさしさに配慮した道づくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　道路・橋梁が整備されて適切な維持管理がなされ、子どもから高齢者までの誰もが安全で快適に道路を
利用できるまちを目指します。
　また、市内の公共交通を多くの市民が快適に利用できるまちを目指します。

中柱
１

まちづくり推進課

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第5章　都市基盤・産業振興 都市建設部

道路整備課02 道路交通 （後期基本計画冊子　P114～117）
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

79,357 79,531 79,705 79,879 80,053 80,227

Ｒ元年度 79,621 79,824 79,862

54 54 55 55 56 56

Ｒ元年度 54 54 54

415,286 396,229 377,172 358,115 339,058 320,000

Ｒ元年度 334,493 379,307 385,000

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅰ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【道路整備の推進】道路整備全般では、道路整備基本計画に基づき、効率的に整備を推進していく他、都
市計画道路については、事業認可を取得している駅東通線及び岡通線を優先して整備を進めるとともに、
国道254号ﾊﾞｲﾊﾟｽの早期全線開通に向け、引き続き国や県に働きかけていく必要がある。また、厳しい財
政制約の中、真に必要な歩道整備やﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化に集中し、その他生活道路は歩行者に配慮した交通安全施
設の充実を図るほか、ソフト面の対策を強化する必要がある。

【公共交通の充実】地域公共交通計画に基づき、市内の面的な公共交通ネットワークの構築を目指し、公
共交通空白地区の改善に取り組むとともに、利用実態に応じた市内循環ﾊﾞｽの運行計画の見直しなど、ま
ちづくりと一体となった持続可能な交通体系の構築について検討していく必要がある。また、朝霞台駅の
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの早期完成やﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化に向けて、引き続き東武鉄道と連携していく。橋梁や歩道橋等のｲﾝﾌﾗ施設
の老朽化が進んでおり、厳しい財政制約の中、適切な維持管理や施設更新が課題となっている。

歩道整備延長（累計）（ｍ）

都市計画道路の整備率（％）

市内循環バス（コミュニティバス）の年間利
用者数（人）

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

・朝霞の人はイベントが大好きなので、それを利用して市
の収入につながるようにすればいいと思う。
・東京都市圏に極めて近い市町村で、自然環境の保全をメ
イン市政として掲げているところはないと思います。基地
跡地を残すという英断を機に首都圏唯一の「自然環境保
全」を目指していただきたい。

・坂が多く、施設も分散しているためせめてバスだけでも
まんべんなく走っていてほしい
・車道に新たに自転車用の道を造るのであれば、歩道の中
に自転車道を造った方が安全
・道路の狭い箇所も安全に通行できるように、歩道の整備
もお願いします。

重要度 1.40 満足度 -0.24

・朝霞台駅の辺りはある程度歩道が確保されているのに比べ、朝霞駅周辺の歩道はバギー(ベビーカー)を
押していて危険を感じることが多々あるため、早く安心できる道にしてほしい。
・市が計画している「人中心の道路」について、今後「人にやさしいまち」「安全なまち」を作るために
重要だと思うので、力を入れていただくよう期待している。
・市内の歩道整備率が良くない。今後も歩道整備を進めてほしい。

・都市計画道路の整備率が低い。道路の整備に関して市民満足度をいかに上げれるかを考えていただくと
ともに、情報の伝え方などに工夫の余地があるのではないか。
・自転車と歩行者のトラブルについては、自転車のマナーの問題だけではなく、自転車が走るスペースが
少ないというハード面の課題があることも認識し、 自転車道を増やすよう 、国・県と連携して進めてい
ただきたい。

・市内循環バスについて、地域住民の足の不便さを解消するものとして評価するが、路線ごとの必要性や
広域実施の可能性について、改めて検証したらどうか。
・以前から朝霞台駅にｴﾚﾍﾞｰﾀｰをとの声が以前からあるが、市だけの問題なのか。東武鉄道とJRも関与す
るか。市だけならば、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの観点からこんな大切なことが蔑ろにされているのかよく理解できない。
・高齢者のきめ細かな移動支援については、公共交通である市内循環バスだけでなく、福祉の分野も含
め、複合的に考える必要がある。

【歩行空間の整備】引き続き、道路整備基本計画に基づいた拡幅予定路線の歩道整備を進めていくほか、
朝霞駅南口駅前通りについては、現在設計が始まっている無電柱化事業を埼玉県と連携しながら推進して
いく。また、道路空間に余裕がある路線については、ベンチ等休息スペースの設置を進める。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

 おおむね順
調

中柱
１

（1）まちの骨格となる緑づくり

Ｂ

Ｂ・広報等において保護地区及び保護樹木の新規指定を呼
び掛けるとともに、既指定のものについては、奨励金の
交付を行うことで、緑の継続的な保全を支援することが
できている。
・緑の保全等に係る基本的方針を示す「花とみどりのま
ちづくり構想」において、全庁に重点的取組の登載につ
いて意見を募り、各事業の実施について推進を図ってい
る。
・新たな公園整備にあたり、グリーンインフラの取り組
みを行うほか、ワークショップ等により市民の意見を取
り入れ、協働で進めることができている。

　市民の民有緑地や農地は、相続等により減少傾向にあ
り、生物多様性の保全や良好な景観形成に寄与する緑
を、市民、事業者との連携や協働で保全し、質の維持・
向上を図っていくことが必要で、参画する市民、事業者
の裾野を広げていくことが求められる。
　みどりの基本計画に基づき、生物多様性の保全や景
観、多世代交流の観点から、緑をさらに質の高いものと
していくことが求められており、減少が進む緑を残すと
同時に、人の集まる場所の緑化を進めていくことや魅力
ある公園づくりを市民、事業者等との協働で進める必要
がある。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

 おおむね順
調

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

都市建設部

みどり公園課

第5章　都市基盤・産業振興

03 緑・景観・環境共生 （後期基本計画冊子　P118～121）

まちづくり推進課

 おおむね順
調

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　子どもから高齢者までの幅広い世代が、都市における公園や緑のオープンスペースで自然とふれあい、
レクリエーション活動、健康運動、文化活動などの活動を行うことのできる、人の暮らしと自然環境の美
しさが融合したまちを目指します。また、歩行者にやさしいゆとりある道路空間の形成を目指します。さ
らに市民や地域主体で公園整備や管理が行われ、地域に密着した、朝霞市らしい、市民に愛される公園の
あるまちを目指します。
　朝霞らしい魅力ある景観をみんなでつくり、守ることで、誰もが住み続けたい、訪れたいと感じられる
まちを目指します。全ての人や生き物にやさしく、多くの市民が水辺に親しむことができる環境面への配
慮が行き届いたまちを目指します。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

中柱
３

・既存樹林の伐採を伴うような開発事業等が行われる際には「朝
霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、植樹
を含めた緑化を行う旨の指導を行っており、緑化の推進を図るこ
とができている。
・「朝霞市みどりの基本計画」において湧水地は動植物の生息・
生育のために重要なものと位置付けており、湧水のある公園や緑
地の適切な維持管理を行うことで、動植物と共生するみどりの形
成づくりを行うことができている。
・シンボルロードがより魅力的な空間となるよう、利活用の推進
やＰＲに取り組んでおり、利用ルールや管理のあり方について市
民協働で検討を行っている。

《主な取組・成果》

　公園、緑地、道路などの公共空間へのニーズの多様化に対し柔
軟な対応が求められ、公園等の公共空間の新しい使い方により安
全・安心を確保しながら、利用を促進する必要がある。
　本来、多様な機能を有する都市公園の潜在的な能力を生かし、
地域の特性に応じた柔軟な活用を進める必要がある。また、遊具
など公園施設が老朽化しており、公園を安全で快適な環境に保つ
ために計画的かつ維持管理を市民や事業者など多様な主体と協働
で行う必要がある。
　緑のネットワークや拠点づくりのため、公共施設や道路などを
含めた緑化の推進・緑化保全の取組が必要である。

　地域の特性を生かし景観を保全・創出し次代へ伝えていくた
め、一定規模の行為について届出制度を活用し、周辺の景観を大
きく阻害しない施設づくりを誘導していく必要がある。また、朝
霞市景観計画に基づき、市民、事業者、行政と協働による景観づ
くりを進めることが求められている。
　なお、市内の中心を流れる黒目川は、貴重な自然環境であると
ともに市民の憩いと交流の拠点であり、今後、この優れた景観を
積極的に内外に発信するとともに、黒目川から眺望できる斜面林
などの貴重な緑地保全や「にぎわい」景観の創出について検討す
る必要がある。

・景観づくり重点地区(黒目川沿川ｴﾘｱ)の運用を開始したほか、景
観重要公共施設(浜崎黒目橋)や景観重要樹木(まぼりひがし公園の
ｹﾔｷ)の指定などを行ったことにより、良好な景観形成が期待でき
る。
・景観の届出制度を活用し、建築主をはじめとした届出者の良好
な景観づくりへの意識醸成が図られた。
・みどり豊かなまちづくりに資する寄附型自販機を市内公共施設6
箇所に設置し、みどりのまちづくり基金へ寄附を行った。
・景観形成補助金を活用し、黒目川沿いに黒目川サクラテラスが
設置され、黒目川の魅力向上が図られた。

（3）まちの魅力を生み出す景観づくり

中柱
２

（2）うるおいのある生活環境づくり

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37

Ｒ元年度 - - 34.8

17 18 20 21 23 25

Ｒ元年度 21 22 24

49.9 50.9 51.9 53 54 55

Ｒ元年度 - - -

100 100 100 100 100 100

Ｒ元年度 100 100 100

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

 おおむね順
調

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

Ｂ

（該当なし）

重要度 1.19

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

満足度 0.45

中柱
４

（4）循環型社会を目指した環境にやさしいまちづくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

　日常生活や事業活動による環境負荷の増大が地球の環
境に様々の影響を及ぼしている。環境への負荷の少ない
持続可能な社会を構築する上で循環型社会の構築は早急
に取り組むべき課題となっている。
　健全な水環境の維持や再構築のため、道路の透水性舗
装や公共施設・宅地等への浸透施設の設置、地下水のか
ん養を図るための施設の普及などの推進に取り組む必要
がある。

・市民からの通報や職員のﾊﾟﾄﾛｰﾙにて発見した、水路に泥が堆積
している箇所の清掃を実施したことにより、水害による被害が防
止された。
・太陽光発電ｼｽﾃﾑ、ｴﾈﾌｧｰﾑ、蓄電池、雨水貯留槽、HEMS、V2Hの設
置費用に対し補助金を交付したことにより、環境に配慮した創ｴ
ﾈ・省ｴﾈ設備の普及促進が図られた。
・市有施設の屋根貸しによる太陽光発電を3施設で継続実施したほ
か、市役所公用車駐車場に設置している、電気自動車用急速充電
器を利用者に有料で提供したことにより、環境に配慮した創ｴﾈ・
省ｴﾈ設備の普及促進が図られた。

中柱ごとの指標（単位）

公園・緑地管理ボランティア団体数（団体）

景観の満足度（％）

雨水流出抑制施設設置割合（％）

（該当なし）

市内全域における緑被面積の割合（％）
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Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

【官民連携】
　景観まちづくりは、地域の実情に沿った個性あるまちづくりを推進するため、市民参加は必要不可欠で
あり、市民、事業者、行政が連携協働して取り組んでいく必要がある。景観重点地区であるシンボルロー
ド周辺エリアについては、様々なステークホルダーが集い、公園、街路当の公共空間の利活用を軸とし
た、新しいまちなかづくりについて、官民連携で取り組みを進めていく必要がある。

・緑地保全については、生産緑地等の既存の制度だけでは限界があると思うので、例えばクラウドファン
ディング等、新たな方法を取り入れながら展開してほしい。

・緑地保全は、CO2の減少に関係し、低炭素・循環型社会の推進に重なる問題もあるので、担当課の枠を
超え、全体的なものとして取り組んでもらいたい。
・気候変動を起因とした災害が生活を脅かしており、低炭素の取組は重要性を増している。今後は市とし
て、低炭素を超え、脱炭素を目指すよう将来を見据えた計画を立てていただきたい。

・市内には多くの湧水があり、緑と水のきれいなまちとしての評価が高い。規模の大小にかかわらず、湧
水の管理と湧水地のある公園を造る等の有効活用を行っていただきたい。
・プレーパークについて、自然に触れる機会は子供たちの育ちにとても重要なので、できれば常設しても
らいたい。また、移動式の回数や開催場所についても、もう少し増やしてもらいたい。
・緑地保全について、生産緑地等の既存の制度だけでは限界があると思うので、例えばクラウドファン
ディング等、新たな方法を取り入れながら展開して欲しい。

【循環型社会】
　地球温暖化対策や循環型社会の形成には、行政、企業、個人がそれぞれの役割に応じて実践していくこ
とが求められており、行政が率先して役割を示していくとともに、各種媒体を有効活用し、効果的な啓発
を行う必要がある。また、道路や公園などの公共空間の整備の際は、自然環境が有する多様な機能を活用
するグリーンインフラの考えに基づき整備を推進していく必要がある。

【市民や事業者との協働】
　減少傾向にある市内の緑地について、市民や事業者との協働で適正に管理・保全し、質の維持・向上を
図っていくほか、保護地区や保護樹木の指定やみどりのまちづくり基金を活用し、市内に残存する緑地の
保全及び緑化の推進に努めることが重要である。また、新たな公園の整備について引き続き市民と協働で
進め、グリーンインフラを取り入れた魅力ある公園づくりに注力していく。

【緑のネットワーク・拠点づくり】
　緑化推進条例に基づく保護地区や保護樹木制度等、引き続き様々な制度を活用して緑地の保全を推進し
ていくほか、貴重な湧水がある公園や緑地の適切な維持管理を実施することが重要である。また、市内に
おける公共施設や道路などを含めた緑化推進及び緑地保全の取組を行い、緑のネットワークや拠点づくり
の推進を図る必要がある。

・市内の雑木林が伐採され、緑のまち朝霞が損なわれていることを危惧している。保護地区、保護樹木の
指定や基地跡地の利用等、引き続き市内に残されている貴重な緑の保全と市民生活向上のための有効活用
をお願いしたい。
・緑づくりは市の戦略的な要素であるため、担当課を超え、市役所全体のコンセンサスを得ながら協力し
て取り組んでいただきたい。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ｂ・あずま南地区土地区画整理事業については、土地区画
整理法に基づく技術支援を行い、令和4年9月に都市計変
更及び組合認可の告示を行った後、仮換地指定や起工式
を実施し工事に着手したことにより、道路や公園などの
都市基盤整備が期待できる。
・都市計画法第29条等に基づく届出、審査、許認可、確
認、証明書の交付及び検査を実施したこと、また、建築
基準法等に基づく相談、審査、許認可、現場確認等を
行ったことにより、良好な宅地が確保された。
・市道の改良工事を行い、側溝清掃や違反広告物の撤去
を行ったことにより、良好な住環境が確保された。

　住みたい、住み続けたいと感じるまちにしていくた
め、今まで以上に周辺住宅地との調和などを促進し、良
好な近隣関係や住環境の保持・向上を図る場合は、地区
計画や建築協定などの地域住民や民間が主体で取り組む
まちづくりが必要である。
　大字台地内の東地区の一部については、交通の利便性
などの立地を生かした民間活用等によるまちづくりに、
重点的に取り組むことが必要である。
　本市は、人口の増加に伴い住宅総数が増加傾向となっ
ていることから、住宅の適正な管理等を推進し、安全で
質の高い住宅ストックの充実を図ることが必要である。

－ －

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

都市建設部

まちづくり推進課

第5章　都市基盤・産業振興

－

04 市街地整備 （後期基本計画冊子　P122～123）

中柱
１

（1）特性に応じた市街地づくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

－

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

中柱
３

　適正な宅地利用がなされ、防災、健康、衛生環境面などに配慮した、バランスのとれた住環境のあるま
ちを目指します。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

－

－
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

0 13 26 39 52 66

Ｒ元年度 － － －

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

（該当なし）

・市が計画している「人中心の道路」について、今後「人にやさしいまち」「安全なまち」を作るために
重要だと思うので、力を入れていただけるよう期待している。

（仮称）あずま南地区土地区画整理事業整備
進捗率（％）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 0.96

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

－

－

－

満足度 0.17

【適正な土地利用】あずま南地区土地区画整理事業については、令和11年度の完了を目途としており、事
業が長期化することから、継続的な組合との調整を要すことが課題であり、組合に対して必要な技術的援
助や補助金の交付を行うなど、市も一体となり事業の推進に取り組む必要がある。また、都市計画法や建
築基準法等の関係法令に基づく、許認可等を適正に行い、良好な住環境の創出に努める必要がある。ま
た、防災機能向上のため、狭あい道路の拡幅やｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの確保に努める必要がある。

－

－

－

（該当なし）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ｂ
・水道管の基幹管路の耐震化と老朽管の更新を年間５キ
ロメートルずつ実施した。
　R3…国道254号他配水本管布設工事 他　約1.6km
　R4…市道2003号線配水本管布設工事 他　約5.7㎞
　R5…県道朝霞・蕨線配水本管布設替工事 他　約5.3km
・泉水・岡浄水場の老朽設備の更新工事を実施した。
　R3…泉水浄水場計装設備更新工事 他
　R4…岡浄水場計装設備更新工事 他
　R5…泉水・岡浄水場電気設備更新工事（第５期）他
・各取水井の老朽設備の更新工事を実施した。
　R4…第4号取水井モーターポンプ取替工事
　R5…第5号取水井二重ケーシング工事

　上水道は、高度経済成長期に整備をした水道施設が更
新時期を迎えており、耐震化を含めた更新事業を計画的
に進めている。しかしながら、水道料金収入の基となる
給水量は人口が微増していくものの、大きな給水収益は
見込めなくなるため、今後の更新は、需要と供給のバラ
ンスを鑑みて実施する必要がある。

－ －

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

上下水道部

水道施設課

第5章　都市基盤・産業振興

下水道施設課

05 上下水道整備 （後期基本計画冊子　P124～125）

 おおむね順
調

中柱
１

（1）上水道の整備・充実

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　生活環境の改善と公共用水域の環境保全に向け、引き
続き旧暫定逆線引き地区の公共下水道の整備を進めるほ
か、整備済みの地域では公共下水道への未接続世帯の解
消を図る必要がある。
　局地的な豪雨の多発による浸水被害を軽減するため、
対策を進めていく必要がある。
　また、下水道施設の老朽化が進んでいることから、計
画的に更新事業を進めていくことが求められている。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

中柱
３

　水道事業の経営が安定し、適正な水道料金で安全・安心な水道水が安定的に供給されるまちを目指しま
す。
　下水道事業の持続的な運営を図りながら、快適で安全・安心なまちを目指します。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

（2）公共下水道の整備

　浸水被害軽減のため、「朝霞市雨水管理総合計画」に
位置づけた溝沼地区の調整池築造工事やポンプ場建設工
事を進めている。
　下水道施設の老朽化に対する計画的な維持管理のため
に策定した、「朝霞市下水道ストックマネジメント計
画」に基づき、老朽化への対策が必要と判断した施設に
ついて、修繕及び改築を実施している。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

49.2 60.0 58.3 58.6 59.2 62.7

Ｒ元年度 56.3 55.4 56.3

調査・点検 0.09 0.27 0.34 1.05 1.05

Ｒ元年度 0.06 0.09 0.14

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

洪水による水害が出ないよう整備をしてほしい。

【上下水道審議会】
・水道料金の改定については、家計や経済活動への影響は少なからずあるが、水道施設を継続的に更新す
るためには、料金改定は必要。
・健全な運営を考えれば、内部留保資金を確保しつつ、企業債残高を減らすことで、将来世代の負担を減
らすことは必要。

基幹管路の耐震化率（上水道）（％）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 1.36

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

－

【上下水道審議会】
・審議会に対して、下水道事業内容である旧暫定逆線引き地区の汚水管整備や朝霞市雨水管理総合計画に
基づく溝沼地区の浸水対策工事、老朽化対策として下水道ストックマネジメント計画に基づく調査点検・
修繕改築工事の内容を丁寧な説明を行い了承していただいた。

－

満足度 0.65

【持続的な維持管理・運営】施設更新や維持管理のコスト増を踏まえ効率的な施工・運営に努めていく必要がある。
【耐震化】耐震性のある水道管への布設替えを進め、災害に強い水道施設を構築する必要がある。
【老朽管の更新】布設から40年（耐用年数）を迎える老朽管の計画的な更新を図っていく必要がある。
【浄水場の設備更新】予防保全の観点から、泉水・岡浄水場の老朽設備の計画的な更新を行う必要がある。
【災害対応】発災時に必要な水道水を安定供給できるよう、応急給水や復旧の体制を確保する必要がある。

【維持管理】「朝霞市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、下水道管やポンプ施設などの、下水
道施設の長寿命化や計画的な維持管理を進める必要がある。
【浸水対策】「朝霞市雨水管理総合計画」で位置づけた、浸水被害軽減対策を進める必要がある。

老朽化管渠の修繕改築工事延長（km）

－

（該当なし）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ｂ・立地適正化計画の防災指針に住宅密集地について、明確に
位置づけを行ったほか、朝志ヶ丘町内会に対し、埼玉県住宅
密集地改善促進事業を活用し、感震ﾌﾞﾚｰｶｰ（42個）を配布し
たことにより、地震時の火災発生の抑制が図られた。
・空家等対策計画を策定したことにより、今後管理不全な空
家の改善が見込まれる。
・耐震診断や耐震改修、危険ﾌﾞﾛｯｸ塀等撤去工事に対し、補助
金を交付したことにより、地震時の倒壊等の被害抑制が図ら
れた。
・道路照明灯の包括維持管理業務委託を締結し、市内全灯の
LED化を実施したことにより、道路の安全性の向上が図られ
た。

　近年、激甚な災害が各地で頻発している状況を踏ま
え、重要な都市基盤であるインフラ等について、災害時
に被害を最小限に抑えられるよう、必要な補修・改修・
整備を行い、関係機関と連携して、災害に強いまちづく
りを着実に進める必要がある。
　また、密集した市街地では不燃化の促進など防災性の
向上が必要である。
　震災に備えた上下水道の耐震化工事については引き続
き、計画的に進め、集中豪雨にも対処できる環境整備を
計画的に実施していく必要がある。
　雨水浸透機能低下による浸水被害軽減などのために雨
水流出抑制が必要になる。

－ －

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

都市建設部

まちづくり推進課

第5章　都市基盤・産業振興

－

06 安全・安心 （後期基本計画冊子　P126～127）

 おおむね順
調

中柱
１

（1）災害や犯罪に強いまちづくり

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　道路、公園や多くの人が利用する建築物などのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ化を図り、高齢者や障害のある人など全ての利用
者に配慮された施設利用の円滑化が必要である。
　駅から離れた地域ほど高齢化率が高く、さらなる高齢
化が進行する推計であるため、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化や移動支援の取
組を充実させ、お年寄りや障害のある人など誰もが「外
出しやすいまちづくり」への取組が必要である。
　高齢者や生活困窮者などが安心して暮らせる住環境整
備等への対応は、福祉分野などの関連する機関と連携
し、計画的に取り組んでいく必要がある。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

中柱
３

　地域における防災対策が進み、地震・火災など災害の被害を最小限に抑えられるまちを目指します。
　また、防犯環境づくりが進み、犯罪が起きにくいまちを目指します。
　全ての人にやさしく、配慮が行き届いたまちを目指します。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

（2）全ての人にやさしいまちづくり

・URとの市営住宅借上げ契約期間終了に伴い、従前のｺﾝ
ﾌｫｰﾙ東朝霞の一部に加え、UR浜崎団地、UR膝折団地の一
部を借上げ、合計50戸の市営住宅が確保できた。
・ﾏﾝｼｮﾝ管理適正化推進計画を策定したことにより、ﾏﾝｼｮ
ﾝの管理水準の向上が期待できる。
・高齢者住宅の提供や住宅改善費の補助などを行ったこ
とにより、高齢者の居住支援が図られた。
・運転免許自主返納啓発事業として、市内循環バス回数
券等を交付したことにより、自主返納の促進が図られた
ほか、地域住民と一体となり、新たな公共交通の導入に
向け検討を行ったことで、公共交通空白地区改善の進捗
が図られた。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

10 10 11 11 12 12

Ｒ元年度 10 10 10

28.9 26.5 24.1 21.8 19.4 17

Ｒ元年度 ー ー ー

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅱ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

・坂が多く、施設も分散しているため、せめてバスだけで
もまんべんなく走ってほしい。
・坂が多く移動が少々不便である。公共交通（市民バスな
ど）の更なる充実に期待したい。
・クルリンバスなど、細い道も割と多いので、もっと、あ
ちらこちらを巡回できるようにしてほしい。

・阪神淡路大震災では、火災の被害が目立ち、その原因の５割は、電気復旧時の「通電火災」だったとの
こと。市民の命、財産を守る為、減災の為にも、「感電ブレーカー各種」の周知活動、促進、推進が必要
だと思う。内閣府でも普及の取組をしている。まわりの状況を見て進めるというより、自ら進んで、先進
市として行うべきと思う。

防火地域・準防火地域の指定地区数（地区）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 1.35

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

－

・朝霞台駅駅舎のバリアフリー化について、なるべく早い時期に着手するよう東武鉄道と協議してほし
い。

－

満足度 0.31

【安全・安心】近年の頻発、激甚化する自然災害に対応する施策の実施が課題であり、都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
の方針や立地適正化計画の防災指針に基づき、災害に強いまちづくりを推進していく必要がある。また、
災害時の自助・共助・公助が互いに連携し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期の復
旧にもつながることから、それぞれの役割と取り組むべき内容について、周知啓発に努めていく必要があ
る。

【やさしいまち】高齢者や障がい者など全ての方に配慮した施策の実施が課題であり、継続的な市営住宅
の確保などや建物のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化の普及啓発に努めていく必要があるほか、公共交通空白
地区の改善に取り組むとともに、利用実態に応じた市内循環ﾊﾞｽの運行計画の見直しなど、まちづくりと
一体となった持続可能な交通体系の構築について検討していく必要がある。朝霞台駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰの早期完
成やﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化に向けて、引き続き東武鉄道と連携していく。

「障害のある人に配慮した道路・建物・駅な
どの整備」の不満度（％）

－

（該当なし）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
３

（3）企業誘致の推進

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　都心に近く、交通利便性が良い本市は、企業の立地条
件としては優れているものの市域の宅地利用が進行する
中で、産業利用に適した用地が不足し、新規企業の用地
確保や事業拡大等による市内事業者の市内移転も困難と
なっていることから、産業利用に適した用地創出の検討
が必要である。

・買物施設の誘致は実績に結びつかなかったが、引き続
き商工会や商店会の活動を支援し、市民ニーズにマッチ
した買物環境づくりを進めていく。
・企業が立地する際の土地利用には開発許可等の取得が
必要なことから、今後も、適宜、調整会議を実施する。  おおむね順

調

中柱
２

（2）中小企業の経営基盤の強化

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　市内事業者の大多数を占める小規模事業者・中小企業
において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
け、経営状況が悪化している。
　また、事業者、従業員の高齢化も進んでおり、事業承
継や人材不足の解消など総合的な操業継続の支援に取り
組む必要がある。
　地域経済の振興のため、市内事業者の商工会への加入
促進に努めるとともに、中小企業の経営安定を支援する
ため、経営相談等の支援策を周知していく必要がある。

・中小企業融資制度を活用している方で、対象の方に、
利子を補助することで、経営状況の安定化を図ることが
できた。（１年に支払った額の７/７・コロナウィルス感
染症対策）
・商工会との連絡調整会議を定期的に開催し、起業家育
成相談及び起業家育成支援セミナーを開催するなど、操
業継続や起業を支援することができた。
・市内事業者を利用し、税込１０万円以上の住宅リ
フォーム工事をする市民に、リフォーム費用の一部を補
助することで、市内事業者の経営の安定化を図ることが
できた。（工事費の５％、限度額５万円）

 おおむね順
調

　商業・工業・農業いずれの市内の事業者においても様々な経営支援サービスを受けられることで経営が
安定し、市内産業が活性化しているまちを目指します。
　本市の交通利便性等の産業の立地優位性を踏まえ、事業所の増加を図る取組を推進することで、活気の
あふれるまちを目指します。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

中柱
１

（1）魅力ある商業機能の形成

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　「地域コミュニティの核」である商店街のにぎわいを
維持するため、店舗経営の安定化や商店主の高齢化や後
継者不足に対応した相談体制の構築などの取組の推進の
ほかに、空き店舗等の有効な活用や魅力ある店舗の創業
支援などに取り組む必要がある。
　少子高齢化や市民のライフスタイルの変化に伴う、市
民の買い物環境の整備などについて検討が必要である。

・商店街の賑わいを創出し、活性化を支援するため、商
店会が実施するイベント等の事業や街路灯の整備、維持
管理に要する費用などについて支援を行った。
・中小小売商業高度化事業構想推進事業費補助金とし
て、TMO(タウンマネージメント機関：朝霞駅周辺のまち
づくりを横断的、総合的に調整・推進・運営する機関）
認定事業者（朝霞市商工会）に対し助成を行った。

 おおむね順
調

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第5章　都市基盤・産業振興 市民環境部

産業振興課07 産業活性化 （後期基本計画冊子　P128～131）
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Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

22 20 20 20 20 24

Ｒ元年度 16 23 24

27 55 55 55 55 62

Ｒ元年度 12 13 13

1 1 1 2 2 3

Ｒ元年度 1 1 1

28 28 29 30 31 32

Ｒ元年度 28 29 29

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅰ重要度 1.13 満足度 0.11

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）

・朝霞の人はイベントが大好きなので、それを利用して市
の収入につながるようにすればいいと思う。
・市役所通りのシャッターが閉まっているお店を開発して
ほしいです。
・老若男女の人達が来れるようなお店を造ったり、駅前に
本屋がほしいです。
・都内へのアクセスの良さとほどよい住みやすさをアピー
ルしつつ企業誘致に力を入れるべき。

認定農業者数（人）

中柱ごとの指標（単位）
上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

商店街活性化事業実施数（回）

中小企業融資実行件数（件）

産業集積に係る土地利用のための庁内検討会
開催回数（回）

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

中柱
４

（4）都市農業の振興

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　農業従事者の高齢化、後継者不足、農地の減少に加
え、農産物の価格の低下や肥料・資材の価格高騰など農
業を取り巻く環境は依然として厳しいことから、農業経
営の安定・生産性の向上・地産地消の拡大など農業振興
のための総合的な取組を進めることが必要である。
　農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や後継者
不足等の影響から、農地・農家ともに減少傾向にある。
こうした状況の中、優良農地の保全や耕作していない農
地の再生等により、農地を保全していくことが必要であ
る。

・浜崎農業交流センターを農産物直売組合に貸し出し、
地場農産物を直売し、市民と農業者が交流を図ることが
できた。
・市内に市民農園６農園４５０区画を設置・管理し、市
民に農作物栽培の場を提供することで、農業への理解を
深めることができた。
・地場野菜出荷用箱の購入費を補助し、地場野菜の振興
を図ることができた。
・地場野菜を学校給食に起用し、児童・生徒は新鮮な野
菜を食し、地産地消を推進できた。

これらの取組を通じて都市農業の振興を図ることができ
た。

 おおむね順
調
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Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

【企業誘致】企業が立地可能な大規模な市有地がないことから、民有地に対して、企業の立地につながる
ような施策が必要となる。

【都市農業の振興】市民農園や農業体験などを通して農業への理解を醸成するとともに、担い手の育成も
効果的に進める必要がある。
【農地の保全】農地の利用状況調査及び遊休農地対策を行い、優良な農地を保全する必要がある。

関係団体や内部の横の連携などを活用し、情報収集を進めていく必要がある。

ＪＡあさか野農協の駐車場などを活用し、市内農産物の販売の場やＰＲの場をつくるなど、連携していく
ことが必要である。
あさか野菜ｄｅベジグルメについては、関わる方の意見を取り入れて課題の抽出から次につなげていくこ
とが必要である。
ＪＡあさか野農協と連携し、道の駅のような販売等ができる事業の可能性を探ることなどが必要である。
農業経営改善計画書の策定へのフォローアップが必要である。

【人材確保】商店会組織の高齢化や担い手不足の解消を図る必要がある。
【空き店舗の解消】空き店舗を解消し、商店街のにぎわいを創出する必要がある。

【活動支援】事業者が継続して活動できるような情報提供や相談体制の構築に努める必要がある。
【人材育成】後継者や若手経営者を育成していくことが重要である。
【商工会加入促進】地域経済の振興のため、商工会への加入促進に努めていく必要がある。
【経営支援】経営相談やセーフティーネット保証制度等の支援策を周知していく必要がある。

コロナ以降に起きている人材の流動化や障がい者の方への就職支援を支える、市内就労の促進は産業振興
政策の要であり、市の就労支援のＰＲが重要となる。
事業者への融資・奨励金等の交付を行うことは、事業継続に欠かせない大切な支援活動である。セミナー
や支援を実施する際に、人数実績だけに捉われることなく、どのような方が関心を持っているのか、その
人たちが何に期待をしているのかを細かく分析することで次に繋がっていく。

商店会会員の数が減っているので、商店会、商工会、行政がともに会員数を増やしていく取組が必要であ
る。
空き店舗対策事業に取り組むことや、商工会や商店会だけでなく、商業系の催しを積極的に行うような団
体に広く補助することが街の活性化に繋がる。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
２

Ｂ

　起業に関する相談・セミナーのより一層利用しやすい
環境づくりや起業後における継続的な支援について取り
組んでいく必要がある。
　地域課題の解決に取り組むコミュニティ・ビジネスな
ど、市民の経験や能力を活用した起業の支援について検
討する必要がある。

・起業に係るセミナーや専門家による相談事業の実施、
また、起業をする方に向けた融資制度を通じて起業・創
業に対して総合的な支援を行うことで、市内での起業を
促進できた。

 おおむね順
調

（2）起業・創業の支援

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》

Ｂ

　市内事業者の同業種企業による連携の取組は進んでい
ないのが現状で、関係団体だけでなく民間事業者とも連
携した連携推進の取組が必要である。
　産・官・学の連携と異業種交流の体制づくりの支援に
ついて検討する必要がある。
　農業就業人口の減少が見込まれる中、農業人材を持続
的に育成することが必要なことから、新たな農業経営者
の育成や確保に取り組み、農業経営基盤の強化の促進を
図る必要がある。

・産業振興基本計画推進委員会を３回開催し、５年目の
中間見直しを行い、現状に即した計画とすることができ
た。
・商工会が実施する各種事業に補助金を交付し、支援し
た。また、商工会と定期的に連絡協議会を開催するなど
連携に努めることで、産業振興の取組を推進できた。
・商店会の商店街活性化活動に対して、事業費の一部を
補助することで、商店街のにぎわいの創出を図ることが
できた。
・起業家育成支援セミナー及び相談事業を実施するとと
もに、融資の利子補給補助金の交付などの支援をするこ
とで、市内での起業を促進できた。

 おおむね順
調

《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）産業育成のための連携強化

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　起業・創業を希望する方が様々な支援を受けられるまちを目指します。
　また、市民と事業者及び事業者同士の交流が活発に行われ、市の特性を生かした産業が育つまちを目指
します。

中柱
１

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第5章　都市基盤・産業振興 市民環境部

産業振興課08 産業の育成と支援 （後期基本計画冊子　P132～133）
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

58 65 65 65 65 70

Ｒ元年度 0 34 52

6 10 11 15 15 15

Ｒ元年度 11 5 5

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【起業支援】起業家育成相談や起業家育成支援セミナーなどを引き続き実施し、起業や創業を望む市民へ
の参加が効果的に図られていくような周知、PR方法を工夫する必要がある。
　また、行政の主催するセミナー等への参加は敷居が高い等の意見が市民からあり、参加しやすい環境づ
くりに取り組む必要がある。

－

あさか産業フェア参加事業所数（事業所）

市の支援を受けて起業した件数（件）

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）

重要度 0.73 満足度 0.13

新型コロナウイルス感染症対策のため支援金について、助かったという事業者の意見を聞いている。地域
未来投資促進法について、計画策定を見据え情報収集を行う必要がある。産業ネットワーク基盤の創造に
ついて、埼玉県南西部４市仮想公共団地の情報収集を行う必要がある。
コロナ禍における事業継続につながるような支援が実施できている。
補助金等で助成を行うだけではなく、多くの関係者を巻き込み、皆のアイデアを引き出しながら、進めて
いく必要がある。

リノベーションできる不動産情報が起業家に届くよう、マッチングできる仕組み作りが必要である。
起業に関する情報のワンストップ化は、さらに推進すべきであり、利用者の観点から見ることで、利用者
が迷わない効率的なアプローチとなる。

－

【人材確保】商工業者の高齢化や後継者不足を解消する必要がある。
【大型店と個店のバランス】大型店舗やチェーン店舗の進出による影響がある。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
２

Ｂ

　就職に関する相談・セミナーをより一層利用しやすい
環境づくりが求められている。
　地域における雇用の確保について、関係機関と連携し
推進していく必要がある。

・ハローワークとの共催で、就職支援セミナーを１１回
実施したほか、朝霞地域合同就職面接会を埼玉県との共
催で開催したことで、市民の就労を支援できた。
・内職相談を毎週火曜日と金曜日に実施することで、家
内労働者を支援することができた。  おおむね順

調

（2）雇用の促進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》

Ｂ

　暮らしやすく働きやすいまちの実現に向けて、市内企
業の多様な働き方やワーク・ライフ・バランスの推進に
関する取組を支援していく必要がある。
　雇用形態が多様化する中において、相談体制の整備な
どによる勤労者支援を充実していく取組が必要である。

・社会保険労務士による労働・社会保険相談を月３回実
施することで、労働者を支援することができた。
・毎週火・金に内職相談を実施し、内職を希望する市民
及び内職者紹介を希望する事業所からの相談を受けるこ
とで、家内労働者を支援することができた。
・令和２年度から「ワーク・ライフ・グッドバランス企
業」認定制度を開始したことで、働きやすい職場づくり
を推進できた。

 おおむね順
調

《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）勤労者支援の充実

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　勤労者である市民や市内事業所に勤める方が職場での悩み事等について身近な場所で相談を受けられ、
労働関係法令を遵守した環境で働けるまちを目指します。
　市内事業者が地域から人材を雇用できるとともに、就職を希望する市民がきめ細かな支援を受けられる
まちを目指します。

中柱
１

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第5章　都市基盤・産業振興 市民環境部

産業振興課09 勤労者支援 （後期基本計画冊子　P134～135）
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

- 5 10 15 20 30

Ｒ元年度 4 3 2

12 10 10 11 13 13

Ｒ元年度 10 9 9

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【事業周知】事業がより多くの市民に認知されるように、周知に努める必要がある。
【内職相談】求人の開拓が課題である。

－

ワーク・ライフ・グッドバランス認定企業件
数（件）

市の支援を受けて就職した人数（人）

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）

重要度 1.01 満足度 0.12

市内就労の促進は産業振興政策の要であり、市の就職支援のPRがより重要となる。
高齢者が朝霞で働ける条件が恵まれているというイメージを作り上げていけると良い。ワーク・ライフ・
グッドバランス認定企業の申請数が伸びないようであればやり方等も考える必要がある。
朝霞で暮らして良かったと思われるためには、ここで生まれ育ち、ここで仕事をするという人生全体を包
み込むような取組をする必要がある。

ハローワーク朝霞については、引き続き、行政と連携し推進していく必要がある。
朝霞地区雇用対策推進協議会については、行政等、関係機関と連携を密にし、引き続き事業の推進に努め
る。
働く意欲のある高齢者は増えており、特に高齢者の就職支援は、雇用の面、人材確保の面それぞれで大切
なことである。

－

【事業周知】就労支援事業の参加者数が伸びない状況があり、各種事業の認知拡大を図る必要がある。

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

（2）問題解決に向けた支援体制の充実

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

総務部

人権庶務課

第6章　基本構想を推進するために

－

－ －

　市民一人一人の人権意識・人権感覚が高まり、憲法で保障された基本的人権を互いに尊重し、認め合
う、差別のない明るいまちを目指します。

01 人権の尊重 （後期基本計画冊子　P142～143）

 おおむね順
調

中柱
１

（1）人権教育・啓発活動

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　人権侵害の事案は、全国的に増加傾向にある。人権侵
害被害者などを支援するため、相談体制の充実や、市民
などが相談しやすい環境づくりが必要である。
　また、国、県、関係機関及び庁内関係各課との連携を
強化する必要がある。

　人権施策庁内連絡会（年１回）、庁内人権問題推進員研修
会（年２回）を実施し、人権問題について、理解を深め、人
権施策を推進するための体制強化を図るとともに、国、県等
の会議に出席し、関係機関と情報共有を行った。なお、新型
コロナウイルス感染症により国、県等の開催回数が減少した
ことに伴い成果指標の実績値が目標値に達していないが、開
催された会議には出席し、情報共有を行った。
　また、法務局や人権擁護委員と連携し、人権相談（月１
回）を実施し、人権問題に悩む市民の救済、支援を行ったほ
か、子どもの人権ＳＯＳミニレターを実施し、人権擁護委員
が回答者となり、学校及び関連期間と連携を図りながら、子
どもの人権問題を把握し、解決に当たった。

Ｂ　人権教育については、児童生徒に対し人権作文の応募の呼びかけ、人
権作文集「たいよう」を作成したことにより、児童生徒の人権意識の向
上が図られた。教職員に対しては、朝霞市人権教育主任研修会授業研究
会を実施したほか、令和５年度には、朝霞市４年次教員対象人権教育研
修会を実施し、正しい人権や同和教育に対する正しい認識を深められる
よう支援、伝達を行った。また、市民、企業等それぞれの状況に応じた
テーマを選定し研修会・講演会等を開催した。参加者からは「人権問題
についての理解が深まった」、「新たな気づきがあった」等の意見もあ
り、市民が人権問題について考える機会となり、人権教育の推進が図ら
れた。
　啓発活動については、人権擁護委員、学校等と連携し、公設公営保育
園の園児を対象とした人権教室、小学生を対象とした人権の花運動、中
学生を対象とした人権作文コンテストを実施し、子どもに思いやりの心
を伝えるとともに、人権問題への意識を深めた。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

　人権尊重意識の醸成に向けて、人権教育、啓発活動等
に取り組んできた。しかし、社会環境の変化に伴い、
様々な人権問題が発生している。人権問題の解決に向け
て、学校・地域・家庭など、それぞれの状況に応じた教
育の推進を図る必要がある。
　また、社会経済の発展に伴い、人権問題は複雑化・多
様化の傾向にあり、人権問題の正しい認識と理解を深め
るための情報提供や啓発活動の推進を図る必要がある。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

646 630 630 630 630 630

Ｒ元年度 188 348 323

14 13 13 13 13 13

Ｒ元年度 5 7 9

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅳ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３ －

（該当なし）

－

満足度 0.27

【人権教育・人権啓発の推進】社会環境の変化に伴い、いじめや児童虐待、インターネットによる人権侵害など人権問題は
多様化、複雑化している。人権問題の解決に向けて、市民一人一人が人権意識を高め、人権への理解を深めてもらうため引
き続き人権教育・人権啓発を推進する必要がある。
【研修会・講演会等の充実】研修会・講演会等は、人権問題を認識し理解する大切な機会と考える。指標の参加者数が目標
の６３０人を達成していないため、従来の開催方法や周知方法に加え、どなたでも気軽に受講できる手法を検討・導入して
いく必要があると考える。

【連携強化】人権侵害の事案は依然として増加傾向にあることから、人権相談においては、相談者が相談
しやすい環境を作ることや、相談体制の充実を図るとともに、庁内関係部署や国、県等の関係機関との連
携を強化する必要がある。
【変化への対応】近年、多様な性や子どもの人権など、様々な人権課題が生じており、内容も日々変化し
ている。日々変化する人権課題に対応していく必要がある。

人権施策や人権問題に関する関係機関との連
携件数（件）

－

（該当なし） （該当なし）

【朝霞市４年次教員対象人権教育研修会参加者アンケート】
同和問題の成り立ちとして、過去に習ったこととは違った知識を得ることができました。また、高学年におい
て授業をする際、本研修会の内容はとても必要な知識だと思いました。正しく子供達に伝えていけるよう、予
習復習した上で授業に生かしたいと思います。
【人権の花運動児童アンケート】
最初は、人権ってなんだと思っていましたが、話を聞いて人権は大切なものだということがわかりました。

人権に関する研修会・講演会参加者数（人）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

重要度 0.99

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第6章　基本構想を推進するために 総務部

人権庶務課02 男女平等 （後期基本計画冊子　P144～145）

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）男女平等の意識づくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　全ての人が互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、あらゆる分野で活躍できる
まちを目指します。

中柱
１

Ｂ
　急速な社会環境の変化とともに、多様なライフコース（個
人が一生の間にたどる道筋）が志向されるようになってきて
いる。しかしながら、家庭・地域・職場などの市民生活に密
着した場では、依然として性別による固定的な役割分業意識
やそれに基づく社会慣行が根強く残っており、日々の生活の
中で、無理解や偏見による不平等や生きづらさを抱えている
人がいる。このようなことから、引き続き、男女平等の意識
づくりに向けた取組が求められている。
　また、若年層を対象とした性と生殖に関する健康と権利に
ついての正しい理解と人それぞれ違った性の指向が認めら
れ、尊重される地域社会の実現が求められている。

　男女共同参画週間や中央公民館サマーフェスティバル、民間施
設等におけるパネル展示や各種リーフレットを用いた周知啓発を
行ったほか、市民協力員と協働し男女平等推進情報「そよかぜ」
を広報あさかに掲載、「あさか女と男セミナー」を開催するなど
男女平等意識の浸透を図った。また、「朝霞市庁内男女平等推進
指針」に基づき、職員に対しても男女平等意識の向上に向け、連
絡会議や研修、通知などを通して意識醸成を図るとともに、各所
管部署での事業実施に当たり、男女共同参画の視点で捉えた適切
な表現が用いられるよう表現ガイドの説明なども行った。
　性犯罪・性暴力にあわないための啓発を行うとともに、リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツに関するリーフレットやおとどけ講
座などを通して関心を高める取組を行った。
　また、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始し、多
様な性の尊重と理解促進につなげた。

 おおむね順
調

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
２

Ｂ
　これまで、男女平等推進条例の制定及び男女平等推進
行動計画の策定、また、配偶者暴力相談支援センター事
業の開始や女性センターの開所など、様々な施策に取り
組んできた。
　しかしながら、全国的にドメスティック・バイオレン
ス（ＤＶ）などの深刻な問題やワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）などの課題も顕在化している。
　また、女性があらゆる場面で活躍できるための情報提
供や施策を展開するなど、引き続き、男女平等が実感で
きる生活の実現に向けた取組が求められている。

　男女平等推進行動計画に沿った各種取組を進めるととも
に、女性センターの周知を図りながら、専門性を有する相談
員によるＤＶ相談や女性総合相談を実施した。ＤＶ被害者支
援のための関係機関による連携として、「ＤＶ対策関係機関
ネットワーク会議」を開催するなど体制整備を図った。ま
た、「女性に対する暴力をなくす運動」において、広報や
ホームページ、市庁舎懸垂幕などを用いて、異性間やパート
ナーからの暴力の根絶に向けて周知啓発を行った。
　ワーク・ライフ・バランスについて、広報やホームページ
で情報提供を行うとともに、女性センター登録団体と協働し
てイベントを開催し男女共同参画に関する地域活動への参加
促進を図った。

 おおむね順
調

（2）男女平等が実感できる生活の実現

中柱
３
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

8.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Ｒ元年度

58.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

Ｒ元年度

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅳ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

【体制の充実】ＤＶ相談や女性総合相談は専門相談員が対応しているが、寄せられる相談内容は多様化、
複雑化していることから、相談員のスキルアップなどによる相談体制の充実が必要である。
【情報発信と環境整備】就業上での女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、ポジティ
ブ・アクションや顕彰制度などに関する情報発信を通じて環境整備に努める必要がある。

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし） （該当なし）

【外部評価委員会】男性被害者も存在する中で、施策が女性に偏っているように感じる。社会通念・習
慣・しきたりなどで男女の地位は平等であるとする市民の割合が目標値を下回っていることは大きな課題
と考える。
【市政モニター】女性センターの周知やパートナーシップ・ファミリーシップ制度の理解促進に向けた広
報活動に力を入れる必要があると思う。

【男女平等推進審議会】ＤＶ相談や女性総合相談などの相談内容を分析し傾向を把握するとともに、相談
対応に活かしていく必要があると考える。
【外部評価委員会】ポジティブ・アクションについて、市庁舎内の活動だけでなく外向きな活動を期待す
る。

重要度

【意識醸成】市民の男女平等に対する意識醸成は、市民意識調査や啓発イベントにおけるアンケート調査
結果をみると、引き続き取り組むべき課題であると考える。
【理解促進】リプロダクティブ・ヘルス/ライツなど認知度が低い事柄について、市民が正しい知識を得
られるよう理解促進を図る必要がある。

1.00 満足度 0.29

－

社会通念・習慣・しきたりなどで男女の地位
は平等であるとする市民の割合（％）

配偶者等から暴力を受けた場合に誰かに相談
する割合（％）

－

市民意識調査による測定（次回実施は令和６年８月頃）

市民意識調査による測定（次回実施は令和６年８月頃）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

－

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第6章　基本構想を推進するために 市民環境部

地域づくり支援課03 多文化共生 （後期基本計画冊子　P146～147）

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）外国人市民が暮らしやすいまちづくり

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　地域で暮らす外国人市民を含めた市民がお互いの理解を深め、それぞれの文化や生活習慣について積極
的に理解し、尊重しあって共存できるまちを目指します。

中柱
１

Ｂ
　多くの外国人市民が本市に在住しており、今後、さら
に増加することが想定される。外国人市民が地域で孤立
したり生活習慣などの相互理解不足からトラブルに発展
することがないよう、地域社会と外国人市民をつなぎ、
地域での話し合いを基にお互いの文化を理解しながら、
生活上の問題などを相談・解決することができるよう、
関係団体や関係機関等と連携を図りつつ、サポートをす
る必要がある。

・多様な言語による行政・生活情報の提供をすることに
より、外国人市民が暮らしやすいまちづくりを行うこと
ができた。

 おおむね順
調

《主な取組・成果》

中柱
２

Ｂ

　多文化共生に市民が関心を持てるように、さらなる意
識啓発が求められる。多文化共生に対する理解の促進に
向けては、多文化共生に取り組んでいる関係団体や関係
機関等との連携を進めることが必要である。
　また、小学校においては教員が主体的に外国語活動の
事業に取り組むための指導力の向上が必要である。

・多文化共生に関する情報発信や多文化推進サポーター
事業を実施したことにより、多文化共生に対する理解の
推進を図ることができた。
・小・中学校に英語指導助手を派遣するなどしたことに
より、小・中学校における多文化共生について理解の推
進を図ることができた。  おおむね順

調

（2）多文化共生への理解の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

－ －

－

《計画策定時の現状と課題》
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

56 57 58 59 60 61

Ｒ元年度 58 81 50

16 31 32 33 34 36

Ｒ元年度 2 25 11

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

中柱ごとの指標（単位）

－

多文化共生事業の実施回数（回）

多文化推進サポーター実働回数（回）

－

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）

　子ども、高齢者、女性、男性、外国人、マイノリティの人などが、
困った時に、気軽に相談できる場所づくりを求めたいです。
　ここ数年のうちに、外国から働きに来た人達が増えたと感じます。今
後、多国籍、多文化志向となってくるかと思いますが、身近なところで
は、ごみの分別、ごみの出し方といった日常のことや、環境や治安面
で、誰もが住みやすい環境を整えてほしいと願います。
　市内の外国人と関われるような、イベントがあれば嬉しいです。

重要度 0.60 満足度 0.14

市のホームページは多言語で読めるようになっているが、ごみの分別方法などの情報が、まだ外国人市民
に行き渡っていない様子が見受けられる。ホームページの文字情報だけでなく、支援団体などから直接口
頭で外国人市民の方々に伝えていただくなど、より分かりやすい情報提供を行っていただきたい。

（該当なし）

－

【機運醸成】引き続き、行政情報の多言語化やピクトグラムの導入を推進するとともに、多文化推進サ
ポーターなどを活用し、多文化共生に関する啓発事業に取り組み、異なる文化の相互理解の促進を図る。

【機運醸成】市内の多文化共生に取り組む団体と連携し、外国人市民の現状の把握に努めながら、多文化
推進サポーター等を活用し、多文化共生意識の啓発を図る。
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

－ －

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

中柱
３

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

 おおむね順
調

－

・広報について、メール配信サービスや、X（旧ツイッ
ター）、フェイスブック、LINE、InstagramといったSNSを活
用し、行政情報を提供した。また、緊急時には防災行政無線
を用いるなど、各年齢層に対して効果的な広報をすることが
できた。
・広聴について、市への意見要望の受付、子ども議会の開催
により市民等から直接意見を聴くことができた。また、市政
モニター制度により、市政モニターに対してアンケートを実
施することで、市民の意識やニーズを把握することにつな
がった。

Ｂ
・公募委員候補者名簿に登録した方を審議会委員に委嘱する
ことで、計画段階から実施、評価に至るまで多くの場面で市
民の方にご参加をいただくほか、パブリック・コメントの実
施や意見交換会の開催など、市民参画の機会を設けることが
できた。
・地域活動の参加促進につながるようなセミナーや相談会を
実施すること、また、志木市、和光市、新座市と共催で市民
活動団体交流会を開催することで、地域での活動を希望する
方や市民活動団体への支援を行い、協働のまちづくりを進め
ることができた。

　審議会の委員の公募やパブリック・コメントなどの実施に
より、市の様々な施策の計画段階から実施、評価に至るま
で、市民参画の機会を設けている。若い世代や子育て世帯な
ど、幅広く市民がまちづくりや地域の課題に関われるよう、
市政に参画しやすい仕組みづくりを推進することが求められ
ている。
　また、特定の課題を効果的に解決していくためには、その
課題についてよく知る市民や関係団体等、当事者の参画や協
働が求められ、更には、政策の実行段階での市民の事業への
参画など、協働のまちづくりも求められている。
　自治基本条例の制定や協働指針の改定などを検討していく
ことが課題である。

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

市長公室

政策企画課

第6章　基本構想を推進するために

04 市民参画・協働 （後期基本計画冊子　P148～149）

　情報公開の総合的な推進を図ることにより、公正で透明な行政を推進するとともに、多くの人が気軽に
まちづくりに参加できるよう環境整備を進め、市政への参画が市民にとって身近であるまちを目指しま
す。

市政情報課

中柱
２

（2）情報提供の充実と市民ニーズの把握

 おおむね順
調

中柱
１

（1）市民参画と協働の推進

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　広報について、これまで広報誌やホームページのほか様々
な広報手段の拡充を図ってきた。引き続き、新たな情報提供
手段の可能性を探りつつ、各年齢層に対して、それぞれ最も
効果的な広報手段や内容を検討する必要がある。
　また、広聴については、引き続き広聴の在り方について検
討するとともに、行政からの発信だけではなく、時代に即し
たデジタル技術を活用し、市民からの意見を聴取するための
方法等について検討していく必要がある。
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Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

73 80 85 90 95 100

Ｒ元年度 59 68 64

44 45 48 52 56 60

Ｒ元年度 47 48 44

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

【市民参画】公募委員候補者登録制度や審議会等のほか、様々な場面で市民が市政に関わる機会を増やすとともに、
若年層へのアプローチを検討する必要がある。
【協働の推進】職員の協働に関する意識啓発を進めるとともに、地域の課題解決に取り組む市民活動団体等の育成や
支援を行い、協働事業を展開していく必要がある。

【積極的な広報・広聴】SNS等を活用し、市民が必要とする多くの情報を提供するとともに、「市への意見・要望」
や「市政モニター」などを通じて、市民の市政参加に関する意識の高揚を図る必要がある。

広報あさかアンケートでの紙面の見やすさが
良いを選ぶ割合（％）

－

（該当なし）

・今後のまちづくりにあたっては、今後のまちづくりを市と市民が共有
化し、更に市民の積極的な参画で進めていくことが必要である。
・SDGsやCSVを意識し、広く民間企業の協力を得られるようにする。
・朝霞市、新座市、志木市の連携した事業の促進を望む。
・ホームページ等を見にいけばよいかもしれないが、もっと発信をして
ほしい。

重要度 0.75

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

・市民がまちをつくる主体であるということを意識するよう市民に働きかけを行い、協働を進めていただきたい。
・ＮＰＯ法人を増やすため、もっと積極的なＰＲが必要である。
・地域での活動に関心がある人材を発掘するという視点はとても良い。
・若年層へのアプローチについて、検討の余地がある。

中柱ごとの指標（単位）

ー

・市政モニターの意見を反映し、広報あさかのレイアウトを統一した結果、見やすくなったといった意見が多数あっ
た。
・市政モニターから、広報あさかに写真やイラスト、漫画などを活用してほしいといった意見があった。
・子ども議会において、子ども議員が質問の説明に用いる資料の提示方法をスクリーン投影へ変更したところ、分か
りやすかったという声が寄せられた。

ー

満足度 0.17

NPOやボランティア等との協働事業数（事業）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）
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政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

財政課、財産管理課、シティ・プロモーション課

中柱
２

（2）公平・適正な負担による財政基盤の強化

 おおむね順
調

中柱
１

（1）総合計画の推進

Ｂ

　安定した財源を確保しつつ、効果的で効率的な行財政運営を行っていくことで、市民が必要とするサー
ビスが将来にわたって適切かつ持続的に提供されるまちを目指します。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

Ｂ
・まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会及び行政改革
懇談会を外部評価委員会に統合し、総合戦略・行政改
革・行政評価を一体的に評価していただくことで、市の
施策をより効果的に推進することができた。
・外部評価委員及び職員の意見を踏まえ、行政評価シー
トの様式の見直しを行うことにより、行政評価の内容を
市民に分かりやすく伝えることができた。
・朝霞市、志木市、和光市、新座市の４市で、共用火葬
場の設置に向けた検討を開始した。

　本市における将来の人口推移などの社会状況の変化を
見極めながら、新たに顕在化してきた行政課題等を適切
に調査・把握し、計画を着実に遂行していく必要がある
ほか、市の財政状況などを踏まえ、効果的かつ効率的な
行財政運営を図っていく必要がある。
　また、ＳＤＧｓ等の国際社会の動向や日本の社会情勢
に留意するとともに、国や県の方針や計画を踏まえ、柔
軟に施策を推進していくことが求められている。

《主な取組・成果》《計画策定時の現状と課題》

 おおむね順
調

《計画策定時の現状と課題》

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

市長公室

政策企画課

第6章　基本構想を推進するために

05 行財政 （後期基本計画冊子　P150～155）

 おおむね順
調

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

・キャッシュレス決済の拡充など、様々な納付方法を導
入することで、納付しやすい環境を整備した。
・市税の未納者に対して、納税コールセンターを活用
し、早期の納付を呼びかけるとともに、納税相談を通じ
て適切な滞納整理を行うことができた。
・毎年度の決算見込みをもとに財政計画（推計）を策定
するとともに、決算における剰余金を財政調整基金に積
み立てることで、安定的な財政運営を図った。

《主な取組・成果》

　厳しい財政状況の中、持続可能な行財政運営を行うた
めには財源の安定的な確保が不可欠である。歳入の根幹
である市税の確保のため、相談業務の充実や納付環境の
整備などに努めながら、的確な滞納整理を行い、収納率
の向上を図っている。引き続き、事業の選択と集中の実
施や中期的な財政計画を策定する必要がある。

　市民が安全・安心に公共施設を利用できるように効果
的・効率的な管理を行っていく。財政状況を踏まえなが
ら経営戦略的な視点で公共施設を管理、活用し、今後の
あり方を検討していく必要がある。

・公共施設の計画的な保全及び更新のための財源を確保
するため、公共施設マネジメント基金の積立を開始し
た。また、公共施設等マネジメント実施計画（第２期）
の策定に着手した。
・市役所駐車場の行政財産貸付による有料化やＥＳＣＯ
手法による照明器具のＬＥＤ化などを実施することで、
維持管理費の縮減につながった。

（3）公共施設の効果的・効率的な管理運営
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Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

82.9 85 89 93 97 100

Ｒ元年度 86 92.4 98.7

99 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2

Ｒ元年度 99.2 99.2 99.2

0 -1 -2 -3 -4 -5

Ｒ元年度 7.2 18.6 36.9

94[10] 100[10] 100[10] 100[10] 100[10] 100[10]

Ｒ元年度 100[11] 88[1] 85[3]

39 42 44 46 48 50

Ｒ元年度 46 47 45.6

82.2 84.2 86.3 88.5 90.7 92.9

Ｒ元年度 85.5 88.8 86.7

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

Ｂ

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　社会情勢や地方分権に合わせ、市民のニーズに的確に対応
していくため、組織機構の見直しを柔軟に行っていくととも
に、職員の適正配置に努めていくことが必要である。
　また、人材育成基本方針に基づいた職員研修や職場づくり
を進めるため、研修課題や研修ニーズの把握に努め、地域の
課題解決を図ることができる人材を育成する必要がある。

（6）シティ・プロモーションの展開

Ｂ
《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　市広報、ホームページ、ＳＮＳなどを活用し、地域で輝い
ている人や場所などを本市の魅力として発信している。今
後、シティ・プロモーションの方針を策定し、当該方針に
沿って、市民、関係機関、市内外事業者等と協力、連携しな
がらプロモーションを展開していく必要がある。

・「朝霞市シティ・プロモーション方針」を策定し、今後の
本市のシティ・プロモーションの基盤を築くことができた。
また、この方針に基づく会議体を設置し、市民等と協働して
シティ・プロモーションを推進することができた。
・市の魅力やイベント情報などをSNSを活用して発信したほ
か、官民連携による参加型イベントの開催や公園などを活用
したロケーションサービスの調整を行うなど、積極的なプロ
モーションを行った。

 おおむね順
調

 おおむね順
調

市民満足度アンケートにおいて[満足]と回答
した市政モニターの割合（％）

中柱
４

（4）適正かつ効率的な行政事務の遂行

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

　ＡＩやＲＰＡといった技術の活用の広がりや、働き方改革
の推進などを受けて、市民サービスの向上や職場全体の業務
の効率化を図っていく必要がある。

・デジタル化の推進に向け、「行政情報デジタル化推進方
針」を策定した。また、ＡＩ－ＯＣＲ及びＲＰＡ、会議録作
成支援システムを導入したことで、業務の効率化につながっ
た。
・ＧＩＳ（地理情報システム）を導入することで、様々な
サービスで地図情報を活用できる基盤を整えることができ
た。
・事務改善及び職員提案について、毎年度募集を行い、庁内
で情報を共有するとともに、職員提案の入賞提案を翌年度以
降に実施するなどして、業務改善を推進した。

年度目標を達成した施策の割合（％）

・デジタル推進課の新設を始めとする組織機構の見直しを行
うことで、新たな行政課題や社会情勢の変化へ対応するため
の体制を整えることができた。
・人材育成基本方針に基づき階層別研修や専門研修を実施す
ることにより、効果的な人材育成を進めることができた。  おおむね順

調

中柱
５

（5）機能的な組織づくりと人材育成

中柱ごとの指標（単位）

市税収納率（現年分）（％）

市に愛着を感じている市民の割合（％）

維持管理費の削減率（％）

事務改善及び職員提案の応募件数[入賞件数]
（件）

中柱
６
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Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域
Ⅰ(財政)

Ⅲ(行政)

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

中柱５

中柱６

・公共施設のあり方を考えるときに、当初の役割を果たされているかどうかの評価を意識しながら、計画を進めてい
ただきたい。

・市役所業務のデジタル化だけでなく、地域全体を意識してデジタル化を進めていただきたい。
・デジタル化を進めたい行政と、現状で満足している市民の気持ちのギャップが課題であることから、市民がデジタ
ル化の利便性を感じられるような取組をしたらどうか。
・デジタル化の推進について、今後、業務の中にデジタル化をうまく取り込み、市民サービスの効率化をしていくと
思うが、市民側の視点も持っていただくようお願いしたい。
・人口構造の変化を踏まえ、目的やターゲットに対して効果的な施策を検討する必要がある。

・デジタル化については、デジタル化をきっかけとした業務改革となる
よう、一部署だけの問題とするのではなく、全庁的な問題と捉えた上
で、重要な方針の一つとした方が良いのではないか。
・一部に偏った施策とならないよう、無駄のない行政運営について考え
てもらいたい。
・市政に関する情報の発信について、情報をより入手しやすくなるよう
工夫した方が良い。

重要度 1.25(財政)｜1.05(行政)

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

・市税を効率的に活用していくため、コスト意識と経営感覚を持って公務に当たってほしい。
・税がどのように効率的に運用されているのか、市民へ分かりやすく広報してほしい。

・シティ・プロモーション施策を積極的に実施してほしい。
・駅前などに「朝霞」を印象付ける看板を設置して、メディアなど市外に伝えてもらえるプロモーションをしてほし
い。
・市民プロモーションミーティングの取組「わたしの”あさか時間”」は、市民の言葉で伝えていることにより訴求
力がある。市外へのアプローチとして、不動産事業者へも配架依頼をしてはどうか。
・今後のシティ・プロモーションの方向性として、市民の愛着を醸成し定住促進を図ることが望ましい。

満足度 0.09(財政)｜0.16(行政)

・施策の効果を測る指標について、取組の結果どのような効果があったのかという成果評価の設定が必要である。
・人、モノ、財源をどう確保して、どう活用するかについて継続した対策をしてほしい。
・目的やターゲットに対して効果的な施策を検討する必要がある。
・市民の意見がどのような形で反映されたかがわかると、より積極的な参加が望めるのではないか。
・市民サービスを向上させるという視点をもって、行政改革に取り組んでもらいたい。

・人事考課の査定方法については、民間企業を参考にするなど、視野を広く持ちながら、必要に応じて見直しを進め
ていただきたい。
・ＩＣＴを導入していこうという意欲があっても、システム構築に精通している人がいなければなかなか難しいと思
う。
・職員のリテラシーを高める教育なども必要であると思われる。

（該当なし）
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Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

中柱５

中柱６
【シティ・プロモーションの積極的展開】市政やイベント等に関する情報、市の魅力発信について、ホームページや
広報、ＳＮＳ等を活用し発信しているが、アンケート調査などでさらなる周知を求める声があり、各情報の対象者に
応じたツールの活用や周知方法を工夫し、情報発信を行う必要がある。

【公共施設のあり方の検討】今後も、多くの公共施設等が更新の時期を迎えることから、計画的な保全及び更新が必
要となるため、公共施設マネジメント基金の運用状況や市全体の財政状況と整合性を図りながら進めていく必要があ
る。その際には、今後の人口動態や行政需要の変化に応じた、公共施設のあり方についても検討が必要となる。

【多様な行政需要への対応力】多様化する行政需要へ対応できるよう、柔軟な組織体制を構築する必要がある。ま
た、多様化・複雑化する業務や様々な課題解決に対応できるよう、引き続き、職員の育成に努める必要がある。

【デジタル化の推進】社会情勢の変化や労働人口の減少などにより、さらなる効率的な行政事務の執行が求められる
中、業務の見直しや簡素化を進めていく必要がある。デジタル技術を活用することで、業務の効率化を図るととも
に、市民の利便性向上につながるよう、既存の仕組みや考え方にとらわれない、新たな視点で行政情報のデジタル化
に取組んでいく必要がある。

【わかりやすい成果の設定】行政評価における施策の効果を測る指標について、結果だけでなく、取組の結果どのよ
うな効果があったのかをわかりやすく市民に伝えられるよう、成果指標を設定するなどの工夫が必要である。
【市民参画の推進】市民とともに策定した総合計画を推進、評価していく上で、市民の意見がどのような形で反映さ
れたのかが分かりづらいとの指摘があり工夫が必要。

【歳入の安定化】これまでの取組により、市税の未納額及び滞納者数は年々減少しているが、自主財源の根幹をなす
市税については、今後も堅実な収納が求められていることから、更なる収納率の向上に向け取組んでいく必要があ
る。
【新たな財源の確保】市税収入の他、様々な歳入の可能性を検討するとともに、国・県等の補助金の動向の把握に努
め、十分な活用を図る。
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第５次朝霞市総合計画後期基本計画 総括評価シートの見方 

 

  ※ 大柱に属する中柱の数によって、両面１枚ではなく、シートが２枚にわたる場合があります。 

                     【表】 

① 政策分野、大柱、主管課 等 

後期基本計画の施策体系（冊子 P40～47）における政策分野、大柱、主

管課等を表示しています。 

なお、「大柱」の枠内に、後期基本計画冊子の該当ページを記載しています。 

 

② 目指す姿 

後期基本計画において大柱が掲げた「目指す姿」を転記しています。 

 

③ 達成状況（大柱） 

大柱に属する中柱の評価を積み上げ、Ａ～Ｄの４段階で評価しています。 

 

④ 計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況 

大柱に属する中柱ごとに、主な取組や達成状況等を記載しています。 

なお、中柱の数は１から６まで、大柱によって異なります。 

 

⑤ 計画策定時の現状と課題 

後期基本計画策定時における現状と課題について、計画上の記載内容を基

に記載しています。 

 

⑥ 主な取組・成果 

Ｒ３年度～Ｒ５年度に実施した主な取組・成果を記載しています。 

 

⑦ 達成状況（中柱） 

中柱の達成状況について、主に⑤の「現状と課題」に対する⑥の「取組・成果」

の内容から、Ａ～Ｄの４段階で定性的に評価しています。 

 

 

政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね

順調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

中柱
３

－

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

－ －

中柱
２

（2）情報提供の充実と市民ニーズの把握

Ｂ

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　広報について、これまで広報誌やホームページのほか様々

な広報手段の拡充を図ってきた。引き続き、新たな情報提供

手段の可能性を探りつつ、各年齢層に対して、それぞれ最も

効果的な広報手段や内容を検討する必要がある。

　また、広聴については、引き続き広聴の在り方について検

討するとともに、行政からの発信だけではなく、時代に即し

たデジタル技術を活用し、市民からの意見を聴取するための

方法等について検討していく必要がある。

・広報について、メール配信サービスや、X（旧ツイッ

ター）、フェイスブック、LINE、InstagramといったSNSを活

用し、行政情報を提供した。また、緊急時には防災行政無線

を用いるなど、各年齢層に対して効果的な広報をすることが

できた。

・広聴について、市への意見要望の受付、子ども議会の開催

により市民等から直接意見を聴くことができた。また、市政

モニター制度により、市政モニターに対してアンケートを実

施することで、市民の意識やニーズを把握することにつな

がった。

 おおむね順

調

　情報公開の総合的な推進を図ることにより、公正で透明な行政を推進するとともに、多くの人が気軽に
まちづくりに参加できるよう環境整備を進め、市政への参画が市民にとって身近であるまちを目指しま
す。

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

中柱
１

（1）市民参画と協働の推進

Ｂ

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　審議会の委員の公募やパブリック・コメントなどの実施に

より、市の様々な施策の計画段階から実施、評価に至るま

で、市民参画の機会を設けている。若い世代や子育て世帯な

ど、幅広く市民がまちづくりや地域の課題に関われるよう、

市政に参画しやすい仕組みづくりを推進することが求められ

ている。

　また、特定の課題を効果的に解決していくためには、その

課題についてよく知る市民や関係団体等、当事者の参画や協

働が求められ、更には、政策の実行段階での市民の事業への

参画など、協働のまちづくりも求められている。

　自治基本条例の制定や協働指針の改定などを検討していく

ことが課題である。

・公募委員候補者名簿に登録した方を審議会委員に委嘱する

ことで、計画段階から実施、評価に至るまで多くの場面で市

民の方にご参加をいただくほか、パブリック・コメントの実

施や意見交換会の開催など、市民参画の機会を設けることが

できた。

・地域活動の参加促進につながるようなセミナーや相談会を

実施すること、また、志木市、和光市、新座市と共催で市民

活動団体交流会を開催することで、地域での活動を希望する

方や市民活動団体への支援を行い、協働のまちづくりを進め

ることができた。

 おおむね順

調

~

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第6章　基本構想を推進するために 市長公室

政策企画課04 市民参画・協働 （後期基本計画冊子　P148～149）①

②

③

④

⑤

⑦

⑥

令和６年７月１７日 第６回朝霞市総合計画審議会 資料６－２（参考） 



 

                     【裏】 

⑧ 成果指標 

後期基本計画に掲げた成果指標の値を記載しています。 

 

⑨ Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱） 

第６次朝霞市総合計画策定のために実施した市民意識調査結果から、大

柱ごとの重要度や満足度等の内容を記載しています。 

※大柱「行財政」は、内容が多岐にわたるため、市民意識調査においては「行

政」と「財政」の２つに分けて回答を頂いています。 

【重要度・満足度】 

大柱ごと、５段階の回答について、一番高い評価を「2」、一番低い評価を

「-2」と数値化した上で算出した平均値を記載しています。 

【領域】 

重要度・満足度によるマトリクス分析を行い、重要度・満足度の平均値から

領域を４分割した際に、属する領域を記載しています。 

【具体的なコメント】 

市民意識調査の自由意見欄で頂いたコメントについて、関連するコメントが 

ある場合、その内容を良い点と改善点に分けて記載しています。 

 

⑩ 外部評価委員会等の第三者機関からの評価等 

外部評価委員会や個別の審議会等から頂いた評価、意見等について、関連

する評価、意見等がある場合、その内容を中柱ごとに記載しています。 

 

⑪ 今後の課題 

これまでのシートの内容や、昨今の社会情勢等を踏まえた今後の課題について、

中柱ごとに記載しています。 

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

73 80 85 90 95 100

Ｒ元年度 59 68 64

44 45 48 52 56 60

Ｒ元年度 47 48 44

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅲ

Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

重要度 0.75 満足度 0.17

中柱ごとの指標（単位）
上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

NPOやボランティア等との協働事業数（事業）

広報あさかアンケートでの紙面の見やすさが
良いを選ぶ割合（％）

－

ー

【市民参画】公募委員候補者登録制度や審議会等のほか、様々な場面で市民が市政に関わる機会を増やすととも

に、若年層へのアプローチを検討する必要がある。

【協働の推進】職員の協働に関する意識啓発を進めるとともに、地域の課題解決に取り組む市民活動団体等の育成

や支援を行い、協働事業を展開していく必要がある。

【積極的な広報・広聴】SNS等を活用し、市民が必要とする多くの情報を提供するとともに、「市への意見・要

望」や「市政モニター」などを通じて、市民の市政参加に関する意識の高揚を図る必要がある。

ー

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）

・今後のまちづくりにあたっては、今後のまちづくりを市と市民が

共有化し、更に市民の積極的な参画で進めていくことが必要であ

る。

・SDGsやCSVを意識し、広く民間企業の協力を得られるようにする。

・朝霞市、新座市、志木市の連携した事業の促進を望む。

・ホームページ等を見にいけばよいかもしれないが、もっと発信を

してほしい。

・市民がまちをつくる主体であるということを意識するよう市民に働きかけを行い、協働を進めていただきたい。

・ＮＰＯ法人を増やすため、もっと積極的なＰＲが必要である。

・地域での活動に関心がある人材を発掘するという視点はとても良い。

・若年層へのアプローチについて、検討の余地がある。

・市政モニターの意見を反映し、広報あさかのレイアウトを統一した結果、見やすくなったといった意見が多数

あった。

・市政モニターから、広報あさかに写真やイラスト、漫画などを活用してほしいといった意見があった。

・子ども議会において、子ども議員が質問の説明に用いる資料の提示方法をスクリーン投影へ変更したところ、分

かりやすかったという声が寄せられた。

⑧

⑩

⑨

⑪

第６次総合計画に繋がる課題について、ご意見を伺います。 



政策分野 主管部

大柱 主管課

関係部課

Ⅰ　目指す姿

達成状況

Ｂ

 おおむね順
調

Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ｂ
　未来を生きる子どもたちには社会的に自立する力
が不可欠である。先行きが不透明な時代に子どもた
ちが将来、社会の形成者としての役割を果たすため
には、確かな学力を身に付けるとともに基盤となる
自己肯定感や規範意識をしっかりと持たせることが
必要である。そのためには、子どもたちが人との関
わりの中で自分の価値を見出し、社会での職業や勤
労について理解し、働くことについてしっかりとし
た意識を持てるよう教育することが求められてい
る。

・低学年補助員、あさかスクールサポーター、特別支援
学級補助員等を学校ごとに適切配置するとともに当該職
員に研修会を実施した。
・ＩＣＴ支援員を配置（Ｒ５：３名）し、情報教育に係
る学習環境の整備を行うとともに、支援員が授業におけ
るICT活用についてサポートし、スキル向上を図った。
・通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒支
援員を各小中学校へ3,000回以上派遣した。
・英語指導助手を小学校７名、中学校５名配置し、英語
担当教員とティーム・ティーチングを実施した。
・地域での職業体験の実施（市内全中学校）や、地域人
材をゲストティーチャーとして学習に取り込む等の取組
により、勤労について体験的に学ぶ機会を設けた。

 おおむね順
調

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

中柱
３

Ｂ　次代を担う子どもたちを育むためには、教職員が
学び続ける存在として、個性を生かし、能力を発揮
することが大切である。本市では教職員の資質・能
力の向上に努めるとともに、心や身体の健康保持増
進、働き方改革に基づく取組を進めるなどの支援を
行っている。
　また、快適な教育環境を目指し、自校給食室の設
置、老朽化した学校の改修、エアコンの整備やＩＣ
Ｔ環境の充実、柔軟な通学区の運用などに取り組ん
でいる。今後、しばらくの間、人口増が続くと推計
されている中で、老朽化する学校施設の長寿命化を
図り、児童生徒数の変動を見据えた、安全・安心で
持続的な教育環境を確保することが求められてい
る。

・教科等指導員を任命する教科等の数は目標に達し
ていないが、専門性の高い外部講師を招聘するなど
して、教職員の指導力向上を図ることができた。
・研究開発学校の指定などの取組により、教職員の
資質向上を図った。
・小学校の少人数学級に対応するため、普通教室へ
の転用改修工事を実施した。また、第六小学校と第
九小学校の増築工事に着手した。
・順次進めていた屋内運動場へのエアコン整備につ
いては、令和５年度をもって全校への設置が完了し
た。
・中学校自由選択制による通学区域の弾力化や特認
校制度による活性化に努めた。

 おおむね順
調

（3）質の高い教育を支える教育環境の整備充実

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

　子どもに豊かな心と健やかな体を育むとともに、主体的・対話的で深い学びにより確かな学力と自立す
る力を身に付け、質の高い教育を支える教育環境が充実したまちを目指します。
　また、学校・家庭・地域が相互に連携・協働し、地域全体の教育力が向上しているまちを目指します。

中柱
１

Ｂ

　本市では一人一人の児童生徒へきめ細やかな指導
を行うため、生徒指導や教育相談体制の整備充実な
どに取り組んでいる。今日の多様化・複雑化する社
会に対応して、朝霞に住み、日々成長する子どもた
ちが、心豊かに生きる力を育むことができるよう学
校教育の充実が求められている。

・部活動の在り方検討会議を開催した。
・道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業（朝
霞第五中学校）を実施した。
・スクールカウンセラーを市内全小・中学校に配置
し、関係機関等とも連携しながら、子どもが抱える
課題に応じた支援を実施した。
・中学校のさわやか相談室にさわやか相談員、サ
ポート相談員を配置し、きめ細やかな相談体制を構
築した。
・食育啓発リーフレットを作成し、家庭に配布し
た。

 おおむね順
調

中柱
２

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（1）朝霞の次代を担う人材の育成

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

（2）確かな学力と自立する力の育成

教育総務課

01 学校教育 （後期基本計画冊子　P84～87）

第５次朝霞市総合計画_後期基本計画　総括評価シート　（対象：Ｒ３～５年度）

第3章　教育・文化 学校教育部

教育指導課

令和６年７月１７日 第６回総合計画審議会 資料６−２（差し替え資料）
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Ⅱ　計画策定時の現状と課題、主な取組・成果・達成状況（続）

達成状況

【達成状況凡例】　　Ａ：極めて順調　Ｂ：おおむね順調　Ｃ：やや遅れている　Ｄ：大幅に遅れている

Ⅲ　成果指標

策定時現状値

年・年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

89 90 90 90 90 90

Ｒ元年度 90 89 88

2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3

Ｒ元年度 2 | 3 3 | 4 2 | 3

10 11 13 14 14 15

Ｒ元年度 16 13 2

3,421 3,500 3,550 3,600 3,700 3,850

Ｒ元年度 1,686 1,915 2,085

Ⅳ　Ｒ５年度市民意識調査による重要度・満足度（大柱）

領域 Ⅰ

中柱
４

Ｂ
　核家族化や地域社会のつながりの希薄化等により
子どもたちを取り巻く環境や生活様式が大きく変化
する中、子どもの頃から社会や人々と関わり多様な
経験をすることが必要である。子どもたちは地域の
大人との日常的なふれあいや様々な経験を通して、
地域の構成員としての社会性などを身に付けること
ができる。そのためには、学校と家庭、地域が連
携・協働する双方向の関係に発展させ、地域全体で
子どもの学びや育ちを支えることが求められてい
る。

・各学校において、様々な分野の専門的な知識や技
能を有する市民を支援員として授業等で活用し、そ
れぞれの地域性を生かした特色ある学校づくりに努
めた。
・ふれあい推進事業はコロナ禍により令和元年度か
ら開催が困難となっていたが、令和５年度に全中学
校区でふれあいまつりを再開することができた。
・学校運営協議会(コミュニティ・スクール)を市内
１４校に設置した。※Ｒ６に市内全校がコミュニ
ティスクールとなる。
・家庭教育学級は、コロナ禍による影響があったが
できる限り工夫し、学習に取り組むことができた。

 おおむね順
調

計画策定時の現状と課題及び主な取組・成果

（4）学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進

《計画策定時の現状と課題》 《主な取組・成果》

学習状況調査における平均正答率を上回った科目数
（科目）（小学校２科目／中学校３科目)
※Ｒ４のみ小中とも１科目（理科）増

指導のリーダーとなる知識や技能を持つ「教科等指
導員」を任命する教科等の数（教科等）

市内小・中学校で１年間に活動した学校応援
団の総人数（人）

具体的なコメント（良い点） 具体的なコメント（改善点）

（該当なし）

・ とても住みやすいです。現在、大学生、高校生、中学生と３人子どもがいるの
で、その世代にも少し補助があると助かります。幼稚園など卒園してから無償化に
なった残念な世代です。
・小、中の給食費を無償化してほしい。
・ 少子高齢化を止める為にも子ども３人目まで授かれるような施策を期待しており
ます。例:義務教育である中学校まで学費、医療費を無償化する等。
・ 子育て支援を充実させて欲しい。本当にお金がかかるのは高校以降です。高校の
授業料の補助や、大学の授業料の補助をして頂きたいです。子どもが自ら進学を希
望したくても親にそれだけの収入がなく進学をあきらめなければならないような社
会にならないためにも、学びたいと思っている子には進学ができるようにして欲し
い。（大学に通うことで社会人になったときには、しっかりとした収入を得て、税
金も支払えることになるのでは）

上段：目標・計画値　下段：実績値（Ｒ５年度は見込み値）

重要度 1.38 満足度 0.21

中柱ごとの指標（単位）

全小・中学校を対象に実施される「規律ある態度」
のアンケート結果における平均達成率（％）
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Ⅴ　外部評価委員会等の第三者機関からの評価等

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

Ⅵ　今後の課題

中柱１

中柱２

中柱３

中柱４

【学校応援団】子どもたちとの関わりを大切にしながら、学校の教育活動に協力していただく体制づくり
を推進する。
【ふれあい推進事業】各中学校区の特色を生かした取組を引き続き展開する。
【学校運営協議会】すべての学校に学校運営協議会を設置し、学校の抱える課題に対して、地域・保護者
の教育力を生かして取り組む。

【総合教育会議】
・部活動の地域移行にあたり、中学生にとって部活は重要なものであるので、生徒を中心に考えてほし
い。

【豊かな心と健やかな体の育成】発達段階に応じ児童生徒一人一人のきめ細やかな学習支援等を引き続き
推進する。
【教育相談活動の充実】関係機関で連携して教育相談活動を充実させていく。特に不登校児童生徒につい
ては、該当児童生徒の背景を考慮しながら、更に充実を図る。
【部活動の在り方】各学校の現状を踏まえつつ、指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の長時間労働の
解消等の観点から、円滑に部活動が実施できるよう検討する。

【主体的・対話的で深い学びの推進】確かな学力を身に付けさせていくために、引き続き授業改善を推進
する。
【多様な学びの保障】低学年補助員やあさかスクール・サポーター、英語指導助手のほか各種支援員の望
ましい人的配置を図る。
【社会の形成に参画する力の育成】将来の社会を担っていくことができるよう、持続可能な開発のための
教育（ＥＳＤ）や消費者教育などを推進する。

【教職員の資質向上・働き方改革】次代を担う子どもたちを育むために、今後も教職員研修の強化による
教職員の資質向上を図るとともに、業務のデジタル化など負担軽減につながる方策により働き方改革を推
進する。
【安心・安全な施設（設備含む）の改築や改修等】快適な教育環境を目指し、老朽化した学校施設の改築
や改修、加えて設備の修繕等を計画的に実施する。
【学びの環境整備】ＩＣＴ環境の充実整備、近年の温暖化に対応した学習環境の整備、過大規模校の改善
に向けた検討を進める。
【柔軟な教育環境の推進】中学校における特認校制度及び中学校自由選択制度については今後も継続し、
魅力ある学校づくりを目指す必要がある。

【行政施策評価における学識経験者からの意見】
・衣食住の場面といった人間に基本的な暮らしの要素に電子空間、デジタル化、ＡＩが加えられたこと
で、これまでの衣食住空間を電子、デジタル技術が日々浸透している。すなわち、市民の生き方や暮ら
し、ビジネスの価値観にまで大きく変化をもたらそうとしている。これまでの学校と違う形、内容の学校
が登場するかもしれない。授業の形態も大きく変わりつつある。人と人との結びつき、コミュニケーショ
ンの手段や形を変化させている。

【外部評価委員会】
・子どもたちのケアについて、苦しく、厳しい状態の時ほど、ＳＯＳを発信することが難しいので、教育
相談等を活用し、そうした子ども達に気が付けるよう注意深く見守る必要があるのではないか。

【外部評価委員会】
・確かな学力と自立する力の育成 ・生活を送る上で、お金の取扱いは切り離せないことから、今後の子
どもの人生において金融教育は重要なものであるという認識を持ち、取り組んでほしい。
・子どもたちが、社会生活上のマナーや経済・金融に関する知識を学んだり、ボランティア活動の経験を
するためには、学校教育の中だけではなく、地域住民や地域の企業と連携した取組を行ったらどうか。
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第７回総合計画策定委員会における審議内容

議事１　第５回朝霞市総合計画審議会で実施したグループワークの結果について（報告）


質疑内容 対応

質疑なし

議事２　第６次総合計画策定の流れについて

質疑内容 対応

質疑なし

議事３　転入・転出意識調査の結果について（報告）

質疑内容 対応

質疑なし

議事４　将来人口推計について

質疑内容 対応

今後の人口政策を、市としてどのような方向性をとるべきか検討する必要がある。
・今後の人口政策については、考え方を整理し、人口推計等を踏まえて方向性を示していきたいと
考えている。
・総合計画のほか、個別計画を検討するときにも人口推計等を活用してもらうことを考えている。

議事５　基礎調査報告（案）について

質疑内容 対応

質疑なし

議事６　第５次後期基本計画総括結果の概要（成果と新たな計画に向けた課題の想定）

質疑内容 対応

質疑なし

令和６年７月１７日 第６回朝霞市総合計画審議会 当日配布資料


